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診療報酬・介護報酬関連

療養担当規則

開業

医療法、施行規則、医療
法人運営指導要綱

医師法など医療従事者
が遵守すべき法律

担当者が知っておくべき医療関連法規と専門用語

公費負担医療、難病
医療などに関する法
律 等

健康保険法、介護保険
法 等

個人情報保護法、薬事法、行政手続法、
刑法など

制度名 対象者 患者自己負担

自立支援医療 精神障害者（児） ・原則、医療費の１割負担

身体障害者（児） ・世帯の所得水準などに応じて月の負担額に上限を設定

特定疾患 ５６種類の ・特定疾患にかかる医療保険の患者負担、医療機関が提供する介護保険の

治療研究事業 特定疾患の患者 　訪問リハビリ、居宅療養管理指導の利用者負担の助成

・疾患や所得などに応じて自己負担額に違い

・調剤薬局の薬剤費や訪問看護（医療・介護保険の両方）は自己負担なし

小児慢性特定疾患 １８歳未満の ・重症認定患者、血友病患者、生活保護世帯、住民税非課税世帯は自己負担なし。

治療研究事業 小児慢性疾患の患者 ・それ以外は生計を同じくする者の所得に応じて自負負担額に違いがある。

原爆医療 被爆者健康手帳の ・健康保険などとの給付と併用して実施され医療処置、薬剤の自己負担を助成

所持者 ・医療費の自己負担はなし。介護保険の医療系サービスの自己負担もなし。

結核予防法 結核患者 ・自己負担は原則、医療費の５％

主な公費負担医療制度と患者自己負担
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目的別の公費負担医療制度

①社会的弱者の救済
生活保護法（医療扶助）、母子保護法（養育医療）など

②障害者の福祉
身体障害者福祉法（更生医療） など

③健康被害に関する補償
戦傷病者特別援護法、原爆援護法 など

④公衆衛生の向上
結核予防法、感染予防医療法 など

⑤難病・慢性疾患の治療研究と助成
特定疾患治療研究事業 など

平成２７年１月より法改正がありました
難病法（難病の患者に対する医療等に関する法律）

•平成27年1月より、既存の特定疾患医療（法別番号51）から難病医療（法別番号54）となり、新しい医療費助成層度に変わり
ます。ただし、一部の疾患（スモン等）については引き続き特定疾病（法別番号51）での医療費助成となります。
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用語の意味①

「法律」・・・国会の議決を経て天皇が公布する。

（例：医療法、健康保険法）

「政令」・・・法律を施行するために内閣が制定

する命令のこと。

（例：健康保険法施行令）

「省令」・・・各省大臣が主管する行政事務について
発する命令のこと（例：療養担当規則）

用語の意味②
「告示」・・・国や地方公共団体などがある事項を一般の人に広く知ら

せるもの。（例：診療報酬の算定方法[点数表]など）

「通知」・・・各省などが所管の諸機関や職員に対して守るべき法令

の解釈や運用方針を示すもの。

①「保発」・・・・保険局長名による通知。都道府県知

事あてに一般的な解釈を示したもの。

②「保医発」・・保険局医療課長名による通知。都道府県主管

課（部）長宛に具体的解釈を示したもの。

「事務連絡」・・・既に発出された通知の細く、疑義解釈などが出され

ています。
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認可と許可の違い①

認可

認可は、行政庁が第三者の行為を補充してその法律
上の効力を完成させる行政行為。例えば、医療法人
設立の認可、社会福祉法人設立の認可などがあたる。
所轄行政機関に書類を提出し、審査を受けて成立す
る。行政機関は要件を満たしていたら認可しなければ
ならない。

認可は、適法な申請がなされ、かつ、当該申請内容が
要件を充たしたものである限り、必ず当該申請が認容
される（認可がなされる）という点に特徴があります。

認可と許可の違い②

許可

許可とは、行政法上ある行為が一般的に禁止されて
いる場合、それを解除し適法に行為できるようにする
行政行為。例えば、診療所開設許可、コンタクトレンズ
販売許可などがそれにあたる。所轄行政機関に書類
を提出し、審査を受けて成立する。行政機関は許可を
するかどうか判断する裁量権がある。

許可は、認可とは異なり、申請を受けた行政官庁に裁
量（行政官庁のもつ自由な判断の余地）が認められ、
仮に申請自体に不備がなかったとしても申請が拒否さ
れる（不許可となる）場合がある点に特徴があります。
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公的医療制度の仕組み

年齢区分 医療区分 自己負担 高額療養費（一般）

７５歳以上 後期高齢者医療

７０歳以上７５歳未満 前期高齢者

小学校入学後以上７０歳未満 一般医療 ３割

未就学児 乳幼児医療 ２割

　　１割または３割
（年齢・所得に応じて）

月の限度額
４４，４００円
（外来の限度額12,000円）

月の限度額
８０，１００円＋
（医療費－267,000円）
×１％

年齢と医療保険の自己負担額
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保険診療とは

一定の約束（健康保険法、療養担当規則、治療
指針、使用基準など）に従って診療を行わなけ
ればなりません。また料金（点数・単価）も定めら
れており、患者の一部負担金も定められた金額
や率で徴収することになっています。自由診療
は患者との個別契約に基づく診療であり、診療
内容、料金等に制限は設けられていません。

診療報酬点数とは

保険診療の行為や医薬品ごとに定められた費
用を点数で表したもので、厚生労働大臣が告示
します。

告示＝本則＋別表

本則：診療報酬全般に係る事項

別表：医科、歯科、調剤の各点数表
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療養担当規則とは

保険医療機関や保険医が保険診療を行う上で
守らなければならない基本的な義務や規則を定
めた厚生労働省令です。

第一章 保険医療機関の療養担当（第一条―第十一条の三）

第二章 保険医の診療方針等（第十二条―第二十三条の二）

第三章 雑則（第二十四条）

（療養の給付の担当の範囲）

第一条 保険医療機関が担当する療養の給付並びに被保険者及び被保
険者であつた者並びにこれらの者の被扶養者の療養（以下単に「療養の給
付」という。）の範囲は、次のとおりとする。
一 診察

二 薬剤又は治療材料の支給

三 処置、手術その他の治療

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
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（特定の保険薬局への誘導の禁止）

第二条の五 保険医療機関は、当該保険医療機関に
おいて健康保険の診療に従事している保険医（以下「保
険医」という。）の行う処方せんの交付に関し、患者に対
して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指
示等を行つてはならない。

２ 保険医療機関は、保険医の行う処方せんの交付に
関し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受
けるべき旨の指示等を行うことの対償として、保険薬局
から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

患者の誘因の禁止
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紹介業者

①患者獲得

③訪問診療

②患者紹介
④

紹介料

高齢者施設

患者紹介ビジネス
のイメージ
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医療機関が受ける行政処分
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保険指導の流れ

全ての医療機関を対象に「保険診療の取り扱い、診療報
酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを
主眼として、懇切丁寧」に、医療機関の協力のもとに行わ
れる行政指導です。したがって、指導後の行政措置はあ
りません。ただし、個別指導の後は、「概ね妥当」、「経過
観察」、「再指導」、「要監査」のいずれかの『評価』がされ
ます。また、診療報酬請求について「不当」と判断された
場合は、すでに受け取った診療報酬について「自主返
還」が求められることもあります。

「指導」とは

他に、指導、監査と混同されやすいものとして、医師会が自主的に行う自主
（集団）指導、審査会による面接懇談、保健所の立入検査、会計検査院による
調査・確認、健康保険法に基づく適時調査などがあります。
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指導の種類
種種類類 内内容容

集団指導 講習会形式で、①新規指定時②指定更新時③点数
改定時など、必要に応じて実施される

集団的個別指導 類型区分別に1件当たりのレセプトが高点数である保

険医療機関を対象に、集団部分（講習会形式）と個別
部分（個別指導）で行う。大阪では集団方式の指導の
み行われている。

個別指導 新規指定等 開業後概ね6カ月を経過して行われる。事前に通知さ

れる患者のカルテ等を持参する。継承などで開設者・
管理者が変更になった場合も対象となる。

既指定
保険医療機関

患者や保険者・審査機関からの情報、高点数のほか、
前回「再指導」とされた保険医療機関等が対象。指導
で指摘された事項は過去1年分の自主返還を求めら
れる。

指導実施通知の要項①

１．指導実施通知の時期

①集団指導： 指導日の1か月前を目途に通知

②集団的個別指導：指導日の3週間前を目途に通知

③新規個別指導： 指導日の3週間前を目途に通知

④個別指導： 指導日の3週間前を目途に通知

２．指導実施時間

①新規個別指導：原則として診療所は1時間

②個別指導 ：原則として診療所は2時間

※ただ、指導時間には原則として関係書類の確認の時間及

び指導結果を説明する時聞は含まれない。
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指導実施通知の要項②

３．指導対象となる患者名の通知

①新規個別指導（診療所）は、指導日の4日前に10名分をFAX
で連絡がくる。

②個別指導は、指導日の4日前に15名分，前日に15名分を

FAXで連絡がくる。

４．自主返還の取扱い

①集団的個別指導には返還はない。

②新規個別指導は、指導対象になったレセプト（10名分）

から指導会場で指摘された診療項目を自主的に探し出して

返還する。

指導実施通知の要項③

自主返還続き・・・

③個別指導は、指導月前の1年間に医療機関に受診した全て

の患者のレセプトから指摘された診療項目を自主的に探し

出して返還するので膨大な金額になる。指導医療官が指導

会場で指摘した診療項目の算定根拠を口頭で説明しても認

められず、カルテに算定根拠の記載がなければ、自主返還は

避けられない。ただし、施設基準の返還の場合は最大5年となる。
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指導実施通知の要項④

☆ 指導担当者

地方厚生局の指導医療官及び事務指導官、都道府県の医療指
導官（国保連の審査員の兼任もある）及び国保担当者が行う。地
方によっては、指導医療官に代わって地方厚生局が委嘱した「保
険指導医」が、指導当日だけ「公務員」として指導を行うことがあ
る。

• 参考：保険指導医の設置要項 平成14年4月2日 保医発第
0402002号、平成21年度指導医の名簿の一部開示決定に関す
る件 情報公開・個人情報保護審査会 答申日：平成24年2月
15日（平成23年度（行情）答申第473号）

「不正又は著しい不当が疑われる場合等において、
的確に事実関係を把握し、公正かつ適切な措置
を採ることを主眼」として行うもので、不正・著しい
不当が疑われる医療機関に対し行政が強制的に
行うものです。

監査の結果に対しては、取消処分、戒告、注意の
いずれかの行政措置が伴います。

「監査」とは
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指指導導 監監査査

選定対象 すべての保険医療機関が対象（基
準にもとづき選定）

不正・著しい不当が強く疑われる保険
医療機関

法的性格 保険医療機関の協力による行政
指導

上記の保険医療機関に対して行政が
強制的に行う質問・検査

行政措置 なし あり（注意・戒告・取消処分）

返還金 請求過分について自主返還（原則
過去1年分）

請求過分について過去5年分（不正は
4割増）

根拠法 健康保険法第73条、国民健康保
険法第41条、高齢者の医療の確
保に関する法律第66条

健康保険法第78条、国民健康保険法
第45条の2、高齢者の医療の確保に
関する法律第72条

「指導」と「監査」の違い

医療法の構成

第一章 総則（第一条―第六条）
第二章 医療に関する選択の支援等
第三章 医療の安全の確保（第六条の九―第六条の十二）
第四章 病院、診療所及び助産所
第五章 医療提供体制の確保
第六章 医療法人
第七章 雑則（第七十一条の二―第七十一条の六）
第八章 罰則（第七十一条の七―第七十七条）
附則
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病院と診療所の定義

第一条の五 この法律において、「病院」とは、医師又は歯科

医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う
場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を
有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診
療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組
織され、かつ、運営されるものでなければならない。

２ この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、

公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であ
つて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人
以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

事前
相談

保健所に開設届

社会保険指定医療機関の指定申
請（地方厚生局内各事務所）

４４月月1日日

保険診療開始

３３月月1００日日３３月月1日日

保健所実地検査（厚生
局の実地検査もある）

新規開設時のスケジュール（４月１日開業の場合）

チェック チェック 申請書類 提出期限 提出先

診療所開設届出書 開設後、１０日以内 保健所

エックス線装置等設置届出 設置後、１０日以内 保健所

保健医療機関指定申請書 開設後、１０日以内 厚生局

生活保護法指定医療機関指定申請書 所管問い合わせ 福祉事務所

特定疾患指定医療機関・指定申請書 所管問い合わせ 福祉事務所

労災保険指定申請書 所管問い合わせ 労働局

その他公費負担医療（原爆、結核など） 所管問い合わせ 保健所など

診療所開設にともなう届け出書類一覧
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承継

４４月月1日日

保健所に開設届

社会保険指定医療機関の指定申
請（地方厚生局内各事務所）

① 事業承継の開始は必ず月初。（承継者の開始届は1日付、前院長の廃止届は月末付）

② 保健所への開設届は、事前に保健所に相談のこと。（前院長、新院長の二人で行くのが良い）

③ レントゲンがある場合は、廃止届と設置届（放射線漏洩検査報告を添付）を同時提出。

④ 社会保険指定医療機関の指定申請を地方厚生局内各都道府県事務所へ提出。

⑤ 提出にあたっては、遡及願及び各種基本・特掲診療の届出を同時提出のこと。

⑥ 提出前に、事前相談を行う。

⑦ 幾つかの都道府県では、遡及願提出にあたって、親族でない承継者は例えば3ヶ月以上の勤務

を求められる場合がある。（事前の確認と対策立案はコンサルタントの役割）

遡及願が受理されなければ、指定申請後の指定となる。（社会保険が使えない期間が生じる。）

⑧ 経営者が変わるので、預金通帳は承継者が新たに作成する。

承継開業時のスケジュール（３月３1日廃止 ４月１日開業の場合）

４４月月1００日日 ４４月月３３００日日

保健所実地検査（厚生局の実地検査もある）
事前相談

① 保険医療機関等の開設者が変更となった場合で、前
開設者の変更と同時に引き続いて開設され、患者が引き
続き診療を受けている場合

② 保険医療機関等の開設者が個人から法人組織に、
又は法人組織から個人に変更となった場合で、患者が引
き続いて診療を受けている場合

③ 保険医療機関が病院から診療所に、又は診療所か
ら病院に組織変更となった場合で、患者が引き続いて診
療を受けている場合

④ 保険医療機関等が至近の距離に移転し同日付けで
新旧医療機関等を開設、廃止した場合で、患者が引き続
いて診療を受けている場合

遡及申請の要件（近畿厚生局管轄内）
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診療所開設届 添付書類（大阪府編）

【添付書類】
１ 開設者の医師免許証の写（原本持参）
２ 開設者の臨床研修修了登録証の写、又は
臨床研修修了登録証の写及び再教育研修修了登録証の写（原本持参）
３ 開設者の履歴書
４ 管理者の医師免許証の写（原本持参）
５ 管理者の臨床研修修了登録証の写、又は
臨床研修修了登録証の写及び再教育研修修了登録証の写（原本持参）
６ 管理者の履歴書
７ 従事医師の医師免許証の写（原本持参）
８ 従事医師の履歴書
９ 敷地平面図
１０ 周囲の見取図
１１ 建物平面図

※臨床研修修了登録証の写は、平成16年4月1日以後に医師免許を受けた者
又は平成18年4月1日以後に歯科医師免許を受けた者について添付が必要

私が医業クライアントに叱られた事例１
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医師法等における規定との関係①

・臨床研修を修了していない者が診療に従事した場合、医師法第 16条
の2第1項又は歯科医師法第16条の2第1項の規定に違反し、行政指
導や戒告等の処分の対象になリ得ること。

・医療法第7条の規定により、医師法第 16条の4第 1項等の規定による
登録を受けていない者が診療所を開設しようとするときは、開設地の
都道府県知事等の許可を受けなければならないこと。

・医療法第 10条の規定により、医師法第 16条の4第 1項等の規定によ
る登録を受けていない者は、病院又は診療所の管理者になることがで
きないこと。

医師法等における規定との関係②
臨床研修を義務化したときの経過措置

・臨床研修を義務化した医師法改正の施行日（平成16年4月
1日）時点において現に医師免許を受けている者及び施行目
前に医師免許の申請を行った者であって施行日後に医師免
許を受けたものは、臨床研修を修了した旨の医籍への登録
を受けた者とみなすこととされた。

・臨床研修を義務化した歯科医師法改正の施行日（平成18
年4月1日）時点において現に歯科医師免許を受けている者
及び施行目前に歯科医師免許の申請を行った者で、あっ

て施行日後に歯科医師免許を受けた者は、臨床研修を修了
した旨の歯科医籍への登録を受けた者とみなすこととされた。
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一人医師医療法人設立のスケジュール（大阪 編）

修正
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一人医師医療法人設立認可手続き手順図解①

定款の作成

設立認可申請書類提出

設立認可書の受領 ←
登記書類の作成提出

都道府県庁
設立総会の開催

・設立認可書類の審査

・ヒアリング

・医療審議会へ諮問

・設立認可書交付

→ 登記申請（法務局）

登記完了（法人設立）

一人医師医療法人設立認可手続き手順図解②

特別代理人選任申請書類提出

拠出金の払込

法人診療所の開設許可申請書
個人診療所の廃止届
法人診療所の開設届他の提出

←

保険医療機関指定申請書
診療報酬施設基準届出書

法人預金口座作成

→ 都道府県庁

医療法人手続き完了

銀行

登記完了届の提出 都道府県庁→
・実地調査
・法人診療所の開設許可書交付

保健所

税務署他行政官庁へ関係書類提出

←→

→ 厚生局

医薬品卸他関係業者へ関係書類提出 →
←

関係業者

行政官庁
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厚生局のホームページ
施設基準の届出受理状況

厚生局のホームページより施設基準
を確認する

[平成26年12月 1日現在　医科]

項番 医療機関番号 医療機関名称 医療機関所在地 病床数 受理番号 算定開始年月日

41 01-07315 ●●内科 〒　　●●市●●区●●台　●ー●ー● （明細）第1616号 平成22年 4月 1日
（がん指）第404号 平成22年10月 1日
（在医総管）第100005号 平成18年 4月 1日

42 01-07356 ●●眼科 〒　　●●市●●区●●台　●ー●ー● （明細）第987号 平成22年 4月 1日
（コン１）第100486号 平成20年 4月 1日

92 01-09998 医療法人●●会　●●医院 〒　　●●市●●区●●台　●ー●ー● （夜朝）第120364号 平成22年 8月 1日
（時間外１）第142号 平成24年 4月 1日
（明細）第2502号 平成22年 4月 1日
（小外）第1138号 平成12年 5月 1日
（ニコ）第100346号 平成22年10月 1日
（支援診３）第100633号 平成18年 4月 1日
（がん指）第284号 平成22年 9月 1日
（在医総管）第100304号 平成18年 4月 1日
（在総）第879号 平成14年 3月 1日

届出受理医療機関名簿
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個人診療所廃止に伴う提出書類一覧表

チェック チェック 申請書類 添付書類 提出期限 提出先

個人事業廃業届 なし 速やかに
 都道府県税事務

所

個人事業廃業届 なし 開廃業の日から１ヶ月以内 税務署

給与支払事務所等の廃業届出書 なし 開廃業の日から１ヶ月以内 税務署

労働保険廃止届 なし 速やかに 労働基準監督署

診療所廃止届出書 なし 廃止後、１０日以内 保健所

エックス線装置等廃止届出 なし 廃止後、１０日以内 保健所

保険医療機関廃止届

診療所廃止届出書（保健所捺
印分）・保険医療機関指定通知
書

廃止後、１０日以内 厚生局

個人診療所廃止に伴う提出書類一覧表

閉院後のカルテの管理責任について

• 閉院時のカルテ管理責任（その1－継承の場合）
閉院後に別の医療機関に継承される場合は、厚労省のガイドラインQ＆Aで
は「カルテは継承後の医療機関へ引き継ぐことが可能になっていることから、
引き継いだ先の医療機関の管理者にカルテ管理の義務が発生する」とありま
す。つまり変更と同時に管理責任も移行することになります。また、患者の
個人情報の保護という観点においては、「合併その他の事由による事業の継
承に伴って個人データが提供される場合」（個人情報保護法第23条第4項第
2号）に該当し、患者の同意なくとも提供が可能とされています。ただし、
患者側の心理としては、自動的に継承というよりは通達等により同意を得る
方法がスムーズな継承に繋がると考えます。

• 閉院時のカルテ管理責任（その2－継承なしの閉院の場合）
閉院時の管理医師（院長）において、5年間の保管が義務となります。
ただし、患者の損害賠償請求権が10年であることを考慮に入れた場合、そ
の期間は保管をお勧めします。併せて、加入中の医師賠償責任保険の特約
（閉院後に保険加入期間中に発生した賠償責任案件について、一定期間補償
が継続）についても確認することをお勧めします。

追加
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カルテの管理責任と保存方法について

• 閉院時のカルテ管理責任（その3－管理者死亡による閉院の場合）
カルテ管理責任自体は、遺族に引き継がれることありません。管理者医師
死亡の時点でその管理責任は消滅します。厚労省通達（下記）により、管
理者の医師がいない場合は行政機関で保存することが適当とされています
が、実際のところは遺族の方と自治体（管轄保健所）との相談により、ど
ちらで保管するかが決められるようです。

• 【昭和47年8月1日医発第1113号厚生省医務局長通達】では、「通常は廃
止時点における管理者において保存するのが適当であるとされが、管理者
たる医師がいない場合には、行政機関において保存するのが適当であ
る。」とされています。しかし、患者側からの損害賠償に関しては、管理
者である医師が死亡した後も、損害賠償義務は死亡医師から遺族（相続
人）へ受継ぐこととなるため、その請求権が10年であることを考えると、
カルテは遺族が保管（10年）したほうがよい…という考え方が多いようで
す。

追加

カルテの管理責任と保存方法について

具体的なカルテの保存方法
◎電子カルテの場合
本体（ハードディスク）を買い取るか、再リースなど、リース会社と協議・
選択し、手元にて保管する方法を検討します。外付けハードディスクにデー
タを移し保管、CDにデータを移し保管という方法もありますが、この場合、
個別に患者のカルテを引き出す必要が生じた場合には、専用のソフトが必要
となるので確認が必要です。

◎紙カルテの場合
紙カルテそのものを保管します。十分な保管スペースを確保し、後日、検
索・確認がしやすいように分り易く整理・保管することが大切です。
しかし、永年盛業されておられるクリニックの場合、保管カルテの容量もか
なりのものとなることが予想されます。設置スペース不足など問題が考えら
れる場合は、民間保管業者に委託する方法もございます。保管箱に整理し依
頼すれば、カルテを定められた期間保管し、その後確実に廃棄する業務を請
け負っています。厚生労働省のガイドラインに準拠した保管体制により、保
管倉庫の入退室管理のセキュリティも万全な体制で、必要な場合には指定さ
れたカルテの保管箱を一時戻すなどの対応も可能な様です。

追加
－ 32－
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医医療療法法人人制制度度をを理理解解すするる

※認定医療法人 出資持分ありの医療法人の相続税・贈与税の納税猶予

出資持分あり医療法人の経営者の死亡による相続の発生で持分なし医療法人へ移行について支障が生じないよ
う計画的な取り組みを行う医療法人を国が認定する仕組みを導入する。

出出資資
持持分分
あありり

２
階

社社会会医医療療法法人人

（公益性の高い医療サービスを提供する法人）

社社会会医医療療法法人人 （（特特定定医医療療法法人人））

１
階

拠拠出出金金制制度度のの医医療療法法人人

（これまでの出資額限度法人

＋財団および出資持分の

定めの無い医療法人）

一一般般のの持持分分無無しし医医療療法法人人

基基金金拠拠出出型型医医療療法法人人 基基金金ななしし医医療療法法人人

地
下
１
階

経経過過措措置置法法人人

（これまでの持分に応じて

払い戻す一般の医療法人。

特に一人医師医療法人）

経経過過措措置置型型医医療療法法人人

出出資資額額限限度度法法人人一一般般のの医医療療法法人人

H19.4以降新規設立不可。 『当分の間』経経過過措措置置有り

認認定定医医療療法法人人※
認認定定医医療療法法人人へへのの認認定定期期限限

（（令令和和5年年9月月30日日ままでで））

認認定定医医療療法法人人へへのの移移行行期期限限
（（認認定定かからら最最大大３３年年））

新規設立

はこの形

態のみ可
能

新新医医療療法法人人

公公益益性性のの高高いい持持分分無無しし医医療療法法人人

第六章 医療法人

第一節 通則（第三十九条―第四十三条）

第二節 設立（第四十四条―第四十六条）

第三節 管理（第四十六条の二―第五十四条）

第四節 社会医療法人債（第五十四条の二―第五十四条の八）

第五節 解散及び合併（第五十五条―第六十二条）

第六節 監督（第六十三条―第七十一条）
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社会医療法人とは？ （公益法人等）

一定の公的要件を備えた医療法人を『社会医療法人』として認定し、救急医療
等確保事業を行うことを義務付ける一方、収益事業を行うことを認める。また社
会医療法人債の発行も認める。法人税は非課税。

※①救急医療 ②災害時における医療 ③へき地の医療 ④周産期医療 ⑤小児医療（小児救急医療を含む） ⑥上
記のほか都道府県知事が特に必要と認める医療
①の救急医療は、3会計年度における時間外等加算割合が20％以上。 夜間・休日等救急自動車搬送件数が年間
750件以上など ④の周産期医療は3年平均の分娩実施件数が年間500件以上、母体搬送10件以上、ハイリスク分娩
3件以上 ⑤小児医療は6歳未満の乳幼児の時間外等加算割合が20％以上など

社会医療法人社会医療法人
社社会会医医療療法法人人債債発発行行

収収益益事事業業 法法人人運運営営のの
安安定定化化

救救急急医医療療等等
確確保保事事業業

（救急・へき地・周産
期・小児医療等）

社社会会医医療療法法人人のの認認定定要要件件

●役役員員・・社社員員等等ににつついいててはは親親族族等等（（3親親等等内内））がが1/3以以下下ででああるるこことと
●救救急急医医療療等等確確保保事事業業※※をを実実施施ししてていいるるこことと

●定定款款又又はは寄寄付付行行為為ににおおいいてて、、解解散散時時のの残残余余財財産産をを国国・・地地方方公公共共団団体体等等にに帰帰属属ささせせ
るる旨旨定定めめてていいるるこことと
●厚生労働大臣が定める公的な運営に関する要件に適合

（社会医療保健関係者に特別な利益提供禁止など、その他法令違反）

医医療療法法人人のの概概要要③③ 医医療療法法人人のの業業務務範範囲囲

社
会
医
療
法
人

収収益益業業務務

一
般
の
医
療
法
人

本本来来業業務務

付付帯帯業業務務

付付随随業業務務

医療法39条に定める施設の経営
例）病院・診療所・介護老人保健施設

医療法42条に定める業務（定款等記載）

例）老人デイサービスセンター・訪問看護ステー
ション・サービス付高齢者賃貸住宅等

本来業務および付帯業務に付随して発生
する業務 例）従業員食堂・従業員寮・

患者用駐車場

社会医療法人等が行う厚生労働大臣が認
めた業務 例）介護用品の販売・医療機

器の貸付業など

医療法人の概要　医療法人の業務範囲医療法人の概要　医療法人の業務範囲
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医医療療法法人人

基基金金 拠拠出出者者

基基金金拠拠出出者者

基基金金ととはは？？

基金とは、社団医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、

当該社団医療法人が拠出者に対して当該拠出者との間の合意の

定めるところに従い返還義務を負うものをいう。

基金の返還に係る債権には、利息を付することができないものとする。

尚、基金制度採用の際には、以下の事項を定款で定めるものとする。

ア：基金の拠出者の権利に関する規定

イ：基金の返還の手続

設立に際して基金拠出については医業費用２ｶ月分の運転資金または１千万円

のいずれか金額の高い方を現金拠出を求めているケースが多い。

大阪府の場合、理事長予定者は基金拠出総額の５０％以上の拠出を求めている。

都道府県知事により違いがあることに留意する。

特定医療法人とは？

租税特別措置法第67条の2に定める国税庁長官の承認を受けた医療法人を

言います。特定医療法人は医療法上定められた医療法人ではありません。し
たがって、制度の見直しは税制改正で行われることになります）。

特定医療法人の承認を受けた場合には、法法人人税税ににつついいてて一一律律22％％のの軽軽減減税税
率率がが適適用用さされれまますす。。

特特定定医医療療法法人人のの要要件件
●各事業年度において、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たす旨
の厚生労働大臣の証明書の交付を受けること。
●運営組織が適正であること。
●役役員員・・社社員員等等ににつついいててはは親親族族等等のの数数ががいいずずれれもも1/3以以下下ででああるるこことと。。
●設設立立者者、、役役員員等等・・社社員員ままたたははここれれららのの者者のの親親族族等等にに対対しし、、特特別別のの利利益益をを与与ええなないいこことと。。

●寄寄附附行行為為ままたたはは定定款款ににおおいいてて、、そそのの医医療療法法人人がが解解散散ししたた場場合合、、そそのの残残余余財財産産がが国国
等等へへ帰帰属属すするる定定めめががああるるこことと。。

●法令違反、帳簿への隠蔽仮装その他公益に反する事実がないこと。

［特定医療法人の告示で定める基準］
・社会保険診療に係る収入金額（公的な健康診査を含む）の合計額が全収入の８割を超えること。
・役役職職員員一一人人ににつつきき年間の給与総額が、３，６００万円を超えないこと。
・４０床以上（専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療は３０床以上）
・救急告示病院（救急診療所である旨を告示された診療所であって１５床以上）

－ 37－
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事事例例：：出資持分リスクの実態 （正味資産増加倍率）

倍倍 率率 法法人人数数（（件件）） 割割合合（（％％））

赤赤字字 20 3.9
0～～1倍倍未未満満 24 4.7
1倍倍以以上上～～10倍倍未未満満 123 24.1
10倍倍以以上上～～50倍倍未未満満 135 26.4
50倍倍以以上上～～100倍倍未未満満 50 9.8
100倍倍以以上上～～500倍倍未未満満 128 25.0
500倍倍以以上上～～1000倍倍未未満満 16 3.1
1000倍倍以以上上 15 2.9
承承継継 511 100.0
無無回回答答・・計計算算不不能能 101 －－

合合計計 612 －－

－出資持分が何倍になっているかのアンケートー

10倍倍以以上上がが
67.2％％

認定医療法人制度の流れ

－ 38－



適正 改善

（組織・運営）

1 定款で認められていない事業をしていませんか　（例）眼科のコンタクト販売、　不動産賃貸 □ □

2 社員総会・理事会を開催していますか □ □

3 役員の選任手続きは定款どおり適宜実施し議事録を作成していますか □ □

4 医療法人の役員が営利法人等の役員と兼務していませんか □ □

5 社員・役員は必要な人数を確保されていますか □ □

6 役員の変更時に都道府県庁へ届け出をしていますか □ □

7 資産総額変更と理事長変更の登記手続きをしていますか □ □

8 都道府県庁への登記完了の届出をしていますか □ □

9 都道府県庁への決算関係書類（事業報告書等）の届出をしていますか □ □

10 都道府県庁へ届出した書類に虚偽の記載はありませんか □ □

監 査 事 項
監査結果

監監事事をを中中心心ととししたた医医療療法法人人ののチチェェッックク体体制制①①

組組織織・・運運営営チチェェッッククリリスストト

医療法人は、下記の書類を毎会計年度終了後３ヶ月以内に都道府県知事
に届け出する(新医療法第52条1項)。

イ）
ロ）貸借対照表
ハ）財産目録
ニ）損益計算書
ホ）その他厚生労働省令で定める書類
ヘ）

都道府県知事は、定款やイ）～へ）の書類について請求があれば、厚生
労働省令の定めにより閲覧に供する(新医療法第52条2項)。

都道府県知事への届出と閲覧請求

事業報告書

監事の監査報告書

－ 39－
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〔別 紙〕 

様式１ 

事  業  報  告  書 

（自 平成○○年○○月○○日 至 平成○○年○○月○○日） 

 

１ 医療法人の概要 

 (1) 名     称  医療法人○○会 

            ① □ 財団  □ 社団（ □ 出資持分なし □ 出資持分あり ） 

            ② □ 社会医療法人   □ 特別医療法人   □ 特定医療法人 

              □ 出資額限度法人  □ その他 

            ③ □ 基金制度採用   □ 基金制度不採用 

              ①から③のそれぞれの項目（③は社団のみ。）について、該当する欄の

□を塗りつぶすこと。（会計年度内に変更があった場合は変更後。） 

 (2) 事務所の所在地  大阪府○○市○○町○○番地 

             注）複数の事務所を有する場合は、主たる事務所と従たる事務所を記載

すること。 

 (3) 設立認可年月日  平成○○年○○月○○日 

 (4) 設立登記年月日  平成○○年○○月○○日 

医療法人の形態を把握する方法 決算届

監監事事をを中中心心ととししたた医医療療法法人人ののチチェェッックク体体制制②②

会会計計・・経経理理チチェェッッククリリスストト

（会計・経理）

1 医療法人の役員、社員等に根拠のない高額な報酬を支払っていませんか □ □

2 理事等に対する貸付金はありませんか □ □

3 営利法人に対して出資していませんか □ □

4 医療法人が社宅を従業員に提供している場合、根拠のない家賃設定をしていませんか □ □

5 医療法人が専ら個人として使用する船舶、車両等を提供していませんか □ □

6 第三者（関係者含む）の借入のための担保を医療法人が提供していませんか □ □

7 全従業員対象の福利厚生以外のゴルフ会員権・リゾート会員権の購入はありませんか □ □

8 都道府県庁への相談もなく多額の寄附をしていませんか □ □

9 債務超過（資産より負債が多い）になっていませんか □ □

10 多額の借入金はありませんか □ □
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法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

 ２ 無 形 固 定 資 産

 ３ そ の 他 の 資 産

 １ 代　替　基　金

 ２ その他利益剰余金

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額

※医療法人整理番号

貸 借 対 照 表

（平成　　年　　月　　日現在）

資　産　の　部 負　債　の　部

　　　　　　　××× 科　　　目 金　　　額

Ⅰ　流　動　資　産 　　　　　　　××× Ⅰ　流　動　負　債 　　　　　　　×××

Ⅱ　固　定　資　産 　　　　　　　××× Ⅱ　固　定　負　債 　　　　　　　×××

　　　　　　　××× 負　債　合　計 　　　　　　　×××

　　　　　　　××× 純 資 産 の 部

Ⅰ　利 益 剰 余 金 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

Ⅱ　評価・換算差額等 　　　　　　　×××

Ⅲ　基　　　　　金 　　　　　　　×××

純 資 産 合 計 　　　　　　　×××

資　産　合　計 　　　　　　　××× 負債・純資産合計 　　　　　　　×××

地地上上１１階階 出出資資持持分分ななしし（（基基金金拠拠出出型型医医療療法法人人））のの貸貸借借対対照照表表

様式３－４

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

 ２ 無 形 固 定 資 産

 ３ そ の 他 の 資 産

科　　　目 金　　　額 科　　　目 金　　　額

※医療法人整理番号

貸 借 対 照 表

（平成　　年　　月　　日現在）

資　産　の　部 負　債　の　部

　　　　　　　××× 科　　　目 金　　　額

Ⅰ　流　動　資　産 　　　　　　　××× Ⅰ　流　動　負　債 　　　　　　　×××

Ⅱ　固　定　資　産 　　　　　　　××× Ⅱ　固　定　負　債 　　　　　　　×××

　　　　　　　××× 負　債　合　計 　　　　　　　×××

　　　　　　　××× 純 資 産 の 部

Ⅰ　資　　本　　金 　　　　　　　×××

Ⅱ　資 本 剰 余 金 　　　　　　　×××

Ⅲ　利 益 剰 余 金 　　　　　　　×××

Ⅳ　評価・換算差額等 　　　　　　　×××

純 資 産 合 計 　　　　　　　×××

資　産　合　計 　　　　　　　××× 負債・純資産合計 　　　　　　　×××

地地下下１１階階 出出資資持持分分あありり（（経経過過措措置置型型医医療療法法人人のの貸貸借借対対照照表表
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メメデディィカカルル・・ササーービビスス（（ＭＭＳＳ））法法人人ととはは

「「診診療療とと管管理理のの分分離離」」をを指指向向しし単単ななるる節節税税だだけけをを目目的的ととししたたももののでではは
ななくく、、節節税税をを手手段段ととししてて「「よよりりよよいい医医療療」」をを志志向向ししたた経経営営・・税税務務のの全全般般
ににわわたたるる改改善善策策をを実実現現すするるたためめのの法法人人（（株株式式会会社社・・有有限限会会社社・・合合同同
会会社社等等））でですす。。

医療の純粋性の確立
医療の継承性を確立
老後生活の安定性

ＭＭＳＳ法法人人のの目目的的 ＭＭＳＳ法法人人のの税税務務基基本本原原則則

①第三者主義の原則
②経済合理主義の原則
③物的証拠主義の原則

ＭＳ法人の設立がお手盛りで常識では考えられない行為
及び租税回避行為でない事を税務署に証明しなければならない

税税務務署署にに経経済済合合理理性性をを主主張張すするる

様式４－２

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

Ⅰ　事　業　損　益

Ａ　本来業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

Ｂ　附帯業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

Ⅱ　事 業 外 収 益

Ⅲ　事 業 外 費 用

Ⅳ　特　別　利　益

Ⅴ　特　別　損　失

 (注) １．利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。

　　　２．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書

（自　平成　　年　　月　　日　　至　平成　　年　　月　　日）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　額

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

事 業 利 益 　　　　　　　×××

本 来 業 務 事 業 利 益 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

附 帯 業 務 事 業 利 益 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

経 常 利 益 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

税 引 前 当 期 純 利 益 　　　　　　　×××

法 人 税 等 　　　　　　　×××

当 期 純 利 益 　　　　　　　×××
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１１．．医医療療用用のの器器械械・・器器具具のの販販売売及及びび賃賃貸貸

２２．．医医療療設設備備のの維維持持・・保保守守・・改改造造・・修修理理のの請請負負及及びび管管理理

３３．．受受付付業業務務・・診診療療報報酬酬請請求求事事務務並並びびにに病病医医院院経経理理事事務務のの受受託託及及びび代代行行

４４．．病病医医院院のの福福利利厚厚生生活活動動のの企企画画

５５．．病病医医院院のの経経理理業業務務及及びび、、給給与与計計算算業業務務のの受受託託

６６．．病病医医院院にに対対すするる経経営営指指導導

７７．．病病医医院院のの宣宣伝伝広広告告及及びび求求人人広広告告にに関関すするる業業務務のの代代行行

８８．．病病医医院院のの防防災災及及びび警警備備業業務務、、一一般般用用及及びび産産業業用用廃廃棄棄物物処処理理のの受受託託

９９．．有有価価証証券券のの投投資資及及びび運運用用

１１００．．不不動動産産のの売売買買・・賃賃貸貸・・管管理理・・保保有有並並びびにに運運用用

１１１１．．駐駐車車場場のの管管理理及及びび自自動動車車のの保保守守業業務務のの受受託託

１１２２．．自自動動車車リリーースス業業

１１３３．．リリネネンンササププラライイ業業務務

１１４４．．各各種種講講演演会会のの企企画画及及びび開開催催

１１５５．．医医薬薬品品・・医医薬薬部部外外品品・・医医療療用用品品及及びびガガーーゼゼ包包帯帯等等衛衛生生材材料料のの販販売売並並びびにに在在庫庫管管理理

１１６６．．前前各各号号にに付付帯帯関関連連すするる一一切切のの業業務務

メディカル・サービス法人（MS）法人の業務

Ⅱ 開業医の心を掴む経営相談の切り口とは？
MS法法人人のの活活用用のの選選択択肢肢とと事事例例

• クリニックの受付窓口業務
• 窓口等の経理事務業務
• クリニック内の清掃業務及び施設管理業務
• クリニックの人事管理業務 など

• 医療機器や車、パソコンをリースすることができます。

• 啓蒙グッズの販売
• 患者様に対するセミナー企画運営
• 広報コンサルティング
• 広報、分院開設コンサルティング

• 個人の不動産、有価証券等を法人へ売却して法人にて運用。
（法人にて運用した損失は損金扱いとなる）

• 少人数私募債（個人の資金をＭＳ法人へ回し法人から利息を
受け取る）。

・
・・診療所の不動産を所有して医療法人へ賃貸する
・・社宅・研究所等を所有して先生と医療法人へ賃貸する

• ﾏﾝｼｮﾝ等不動産を購入して第３者へ賃貸事業を始める。
• サービス付高齢者賃貸住宅事業

事例

MS法人

①業務請負契約により収入を得る

③啓蒙グッズ販売・セミナー企画など
④訪問介護事業などの介護事業
⑤経営コンサルティング業務

①診療所建物を賃貸
②社宅・研究所（研修所）を賃貸

クリニッククリニック
関関連連業業務務

不動産賃貸不動産賃貸
管管理理業業務務

②リース契約締結により収入を得る

③アパート・マンション経営

財財産産運運用用業業務務

①個人資産の運用

②少人数私募債の発行
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高度管理医療機器等販売業・賃貸業許可申請について

MS法人クリニック

リリーースス料料をを支支払払うう

車車をを購購入入ししててリリーーススををすするる

代表的なMS法人とクリニックの取引事例

【【MSMSMS法法人人】 車車・・パパソソココンン等等をを購購入入ししてて医医院院へへリリーーススすするる

【【ククリリニニックク】 MSMS法法人人へへ毎毎月月リリーースス料料をを支支払払うう

－ 44－



眼科診療所とコンタクトレンズ販売②

眼科診療所とコンタクトレンズ販売①

平成１７年４月１日以降 改正薬事法により都道府県知事の許可をうけなければ
コンタクトレンズ販売することができません（高度管理医療機器等販売業許可）。

コンタクトレンズ販売は診療所内に営業所を設置しようとする場合及び診療所管
理医師が営業所の管理者を兼務しようとすうときは医療法上の制約を受けること
になります。

医療法人が物品販売をすることは医療法により制限されて
いますが診療所管理医師が個人として行う場合にまで及ぶ
ものではありません。

－ 45－
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眼科におけるコンタクトレンズ販売する際の注意点②

眼科におけるコンタクトレンズ販売する際の注意点①

（医療施設の構造変更手続き）

（１）個人開設の診療所の場合

診療所の構造を変更したときは、医療法施行令第４条第３項の規定により１０日以
内に管轄の保健所に届ける必要があります。

（２）医療法人開設の診療所の場合
医療法人の場合は、医療法第７条第２項の規定により許可を受ける必要があります。

個人開設の場合、コンタクトレンズ販売営業所部分について診療所区域から除外
して保険所に届け出るとともに都道府県薬務課へコンタクトレンズ販売許可申請を
することになります。

医療法人開設の場合、診療所の構造変更の許可を受けてから薬務課への申請と
いうことになります（個人開設に比し１ｶ月ほど程度余分な機関が必要）。
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Q2 高度管理医療機器に該当するコンタクトレンズの販売に関しては、医療機関とは

完全に別の区画の隣接する医療機器販売業許可を持つ店舗が販売を行ってきたと
ころですが、この取扱いについては事務連絡によって変わったのでしょうか。

今般の事務連絡は、医師が診察し、患者の療養の向上のために必要なコンタクトレン
ズ等を、患者に対して（社会通念上適当な対価を徴収して）交付する場合※の取扱い
を示したものであり、この場合は、医療機関で行って差し支えないことを示しているもの
です。一方、不特定多数人を対象として、診察を行わずにコンタクトレンズを販売する
場合は、医業に付随するものとは言えないことから、医療機関で行うことはできず、医
療機関との区画を別にする必要があります。その場合は、医薬品医療機器等法（旧薬
事法）に規定する高度管理医療機器等の販売業の許可を受け、高度管理医療機器等
営業管理者の設置等所要の措置をとらなければなりません。

（※以下、このＱ＆Ａにおいては、医師が診察し、患者の療養の向上のために、患者に

対してお渡しすることを「交付」、一方、不特定多数人に対し、医業に付随せずお渡しす
ることを「販売」と整理します。）

医療機関におけるコンタクトレンズの販売等に関する質疑応答集②（Ｑ＆Ａ）

平成 26 年８月 28 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡「医療機関におけ
るコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」

Q1 「医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売
について」（平成 26 年８月 28 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡）は、どのよ
うな経緯があって発出されたものですか。

A1 平成 26 年 2 月 18 日に開催された規制改革会議健康・医療ワーキンググループで、

コンタクトレンズやサプリメントの販売を例示して、医療提供に関連して、医療機関にお
いて患者を対象に物品を販売することは特段禁止していないことを明確化すべき、との
指摘を受けたところです。
その後、「規制改革に関する第２次答申（6 月 13 日規制改革会議）」で、「医療機関に

おいて、患者の為に、医療提供又は療養の向上の一環としてコンタクトレンズ等の医
療機器やサプリメント等の食品の販売が可能であることを明確化し、周知を行う」ことと
されました。医療機関におけるコンタクトレンズ等の販売については、医療機関におけ

る医業以外の事業を規制する等の観点から、これまで多くの自治体において認めてい
ない状況がありましたが、今回、この答申を踏まえ、医療法等の関係法令を再検討・整
理した結果、医療機関においてコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品
を販売することは、患者のために、療養の向上を目的として行われるものである限り可
能であるとして、同年 6 月 24 日に政府として「医療機関における業務範囲の明確化」
という項目で閣議決定を行ったところです。
今回の事務連絡は、この閣議決定を踏まえ発出したものです。

医療機関におけるコンタクトレンズの販売等に関する質疑応答集①（Ｑ＆Ａ）

平成 26 年８月 28 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡「医療機関におけ
るコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」
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MS法人との取引の注意事項

業業務務内内容容 取取引引価価格格のの根根拠拠

窓口業務等の業務請負・
派遣

請負：人件費×1.6倍前後
派遣：人件費×1.15～1.2倍

人件費（給与＋賞与＋法定福利費＋通勤交通費）

レセプト請求代行 レセプト請求総額×1.5～3.0％

医療機器リース 5年ﾘｰｽの場合
リース料月月＝取得価額×1.2倍÷60ｶ月

医薬品・材料仕入 購入価格1.1

取引価格の妥当性

※上記の取引価格の根拠が税務調査に対応することは保証致しません（実態で変わる）

Q3 事務連絡中「療養の向上を目的として行われるもの」とあるが、具体的にはどの
ような事例を指すのか

A3 眼科学的に適切な診察・指導を当然の前提として、患者のために、療養の向上を
目的としてコンタクトレンズを交付するような事例を指します。
眼科医療機関の医師が診察を行い、コンタクトレンズの装用による視力補正や治療
を目的としたコンタクトレンズの交付が妥当であると判断し、その診察後に患者に対し
てコンタクトレンズを当該医療機関が交付する場合は、これに該当します。

医療機関におけるコンタクトレンズの販売等に関する質疑応答集③（Ｑ＆Ａ）

平成 26 年８月 28 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡「医療機関におけ
るコンタクトレンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」

Q4 事務連絡中「療養の向上を目的として行われるもの」とあるが、視力補正や治療

を目的としないコンタクトレンズ（例えば、装飾を目的としたカラーコンタクトレンズ）の
交付についても、対象事例と考えてよいか。

A4 装飾を目的とした非視力補正用カラーコンタクトレンズは、角膜上に装用するもの
で、眼科学的配慮が必要な医療機器です。医師による診察のもと、このようなコンタ
クトレンズの装用が当該患者にとって適当であると認められる場合は、対象事例と考
えます。なお、この場合の診察については、患者の治療を目的とするものではない
ので、保険適用はされません。
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計算単位 12 ヶ月 * ＊＊３３、、６６、、１１２２ヶヶ月月ののみみ対対応応
労務対価割合 2/3  * １１年年間間ののデデーータタをを入入力力すするるとと、、

人数 6  * 最最終終33、、66、、1122ヶヶ月月がが計計算算単単位位ととななりりまますす

* * * * * * * * *
年月 報酬・給与 法定福利 通勤手当 役員報酬 役員法・通 コン販売員コン法・通 人数

平成14年4月 3,296,500 264,460 44,140 2,000,000 100,678 0 0 6
平成14年5月 3,285,000 264,421 44,140 2,000,000 100,678 0 0 6
平成14年6月 3,307,500 264,421 44,140 2,000,000 100,678 0 0 6
平成14年7月 3,298,500 264,460 51,700 2,000,000 100,678 0 0 6
平成14年8月 3,280,000 264,421 51,700 2,000,000 100,678 0 0 7
平成14年9月 3,292,000 264,460 51,700 2,000,000 100,678 0 0 7
平成14年10月 3,282,500 264,791 51,700 2,000,000 100,678 0 0 6
平成14年11月 3,317,000 265,033 51,700 2,000,000 100,678 0 0 6
平成14年12月 3,303,000 264,937 51,700 2,000,000 100,678 0 0 6
平成15年1月 3,350,000 264,888 51,700 2,000,000 100,678 0 0 6
平成15年2月 3,339,000 264,888 51,700 2,000,000 100,678 0 0 6
平成15年3月 3,349,500 264,888 51,700 2,000,000 100,678 0 0 6

合計 39,700,500 3,176,068 597,720 24,000,000 1,208,136 0 0 74
賞与1４年6月 1,000,000 12,206 0 0 6
賞与1４年12月 1,020,000 13,257 0 0 5

合計 2,020,000 25,463   0 0

１．算定

報・給平均値 2,641,708 給与+役員報酬(労務対価)の平均値
労働分配率 2.0 *  
切捨て(千円) 5,283,000 ただし、コンタクト販売員分は除く
×１２カ月 63,396,000 A

２．比較

比較金額 37,117,039 給与＋賞与+役員報酬(労務対価)＋法定福利費+通勤手当
×１．８倍 66,810,670 B   
倍率 1.8
判定 OK  ただし、コンタクト販売員分は除く

３．決定 A<=Bでなければならない

税抜金額 5,283,000
消費税(５％) 264,150
月額 5,547,150
年額 66,565,800
半年分 33,282,900

注注    １１のの倍倍率率はは、、２２のの11．．６６倍倍以以下下ととななっっててもも余余りり変変更更ししなないい方方がが良良いい。。

(株）●●メディカル・サービス法人　組織図

　　　　　代表取締役　　淀屋橋　花子

　　取締役会

淀屋橋　太郎
淀屋橋　次郎
淀屋橋　三郎

　統括責任者　　　梅田　武子

診療報酬請求事務 　経理・労務業務 　　　 受付窓口業務 　　　　　清掃・施設管理業務 仕入管理業務
　　　
　（主）梅田　武子 　（主）淀屋橋　花子 　（主）松本　典子 　　　　　　（主）淀屋橋　花子 　（主）梅田　武子

　　　　松本　典子 梅田　武子 　　　　三国連子 　　　　　　　　　岡本花子 　　　　三国連子

　　　　
　　　　三国　連子

            平成２５年４月１日　現在
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 キキャャッッシシュュフフロローーがが悪悪くくななるるケケーーススももああるる！！

・・ククリリニニッッククににMS法法人人へへ移移転転ささせせるる資資金金ががなないい。。

・・消消費費税税のの納納税税義義務務者者ととななるる可可能能性性がが高高いい。。

 医医療療機機関関ととのの取取引引のの妥妥当当性性をを問問わわれれるる。。

 MS法法人人運運営営のの管管理理事事務務のの時時間間ととココスストトがが増増ええるる。。

MS法人設立のデメリット

法人としての実体をつくる

・事業所の設置

・MS法人のプロパー従業員の存在

・外部取引の存在

・許認可関係
（介護事業、薬事法関係、労働者派遣事業）

MS法人との取引の注意事項
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 MS法法人人単単独独事事業業でで利利益益がが出出るる事事業業をを行行うう。。

・・介介護護事事業業 ・・不不動動産産賃賃貸貸事事業業 ・・そそのの他他

 少少人人数数私私募募債債をを発発行行でできき個個人人のの節節税税対対策策がが可可能能。。

・・単単独独事事業業でで十十分分利利益益がが出出るるとといいうう前前提提

※※少少人人数数私私募募債債ののメメリリッットトももななくくななるる

 個個人人のの不不動動産産をを法法人人へへ移移転転ささせせ相相続続対対策策をを行行うう。。

メリットの出るMS法人活用方法
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介護保険の仕組み

２．介護保険制度の基本

－ 52－



介護保険の利用の流れ

介護保険給付の流れ
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区分支給限度基準額

介護サービスの種類

－ 54－



介護サービス情報公表システム

利用者の自己負担額
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第４条の２ 本社団は前条に掲げる診療所を経営するほか、次の業務を行う。

医療法人●●会
●●ケアプランセンター
●●市●●区●●町●丁目●番●号

医療法人●●会
●●ケアステーション
●●市●●区●●町●丁目●番●号

（介護保険法に基づく居宅サービス事業 訪問介護）
（介護保険法に基づく介護予防サービス事業 介護予防訪問介護）

（介護保険法に基づく居宅介護支援事業 居宅介護支援）

私が医業クライアントに叱られた事例２－２

第４条 本社団の開設する診療所の名称及び開設場所は次のとおりとする。

医療法人●●会
●●クリニック
●●市●●区●●町●丁目●番●号

第４条の２ 本社団は前条に掲げる診療所を経営するほか、次の業務を行う。

医療法人●●会
●●ケアプランセンター
●●市●●区●●町●丁目●番●号

医療法人●●会
●●ケアステーション
●●市●●区●●町●丁目●番●号

（居宅介護支援事業）

（訪問介護事業）

私が医業クライアントに叱られた事例２－１
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通所リハビリテーションの人員基準・施設基準

・専用施設を有する（利用定員×３㎡以上）。

・通所リハビリに使用する専用の機器等を有する。消化設備その他の非常災害に際して必要な設備

※1時間以上２時間未満の通所リハビリに限り、医療保険の脳血管疾患リハビリ、運動器リハビリ、呼吸器
リハビリと同一のスペースで実施できる（必要な機器及び器具の利用も同様）。３㎡×【通所リハビリ＋
医療保険のリハビリ患者数】以上のスペースが必要である。

・専任常勤医１名以上。

・外来診療などの兼務可。

※利用者数は専任の医師１人に対し１日 48 人以内であること。

・従業者＝理学療法士、作業療法士、言語療法士、看護師、准看護師、介護職員。

・１単位当たり　１０：１（利用者数：専従従業者）

・専らリハビリテーションの提供に当たる専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又はリハビリテー
ションに1年以上従事した経験のある看護師が常勤換算で0.1以上

・利用者数は専従する従業者2人に対し１単位20名以内とし1日2単位を限度とする。

医師

従業者

人人員員基基準準

施施設設基基準準

保保険険医医療療機機関関ののででききるる
介介護護保保険険事事業業医医療療系系ササーービビススののみみななしし指指定定

みみななしし指指定定ととななるるササーービビスス

保険医療機関
（介護予防）居宅療養管理指導

（介護予防）訪問看護

（介護予防）訪問リハビリテー
ション

（介護予防）通所リハビリテー
ション

保険薬局 （介護予防）居宅療養管理指導

健康保険法の保険医療機関・保険薬局（以下「保険医療機関等」といいま
す。）に指定された医療機関・薬局は、介護保険法による医療系サービスの事
業者として、指定をされたものとみなされます（これを「みなし指定」といいま
す。）。

みなし指定の対象となる医療系居宅・介護予防サービスは、次のとおりです。
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訪問介護の人員基準・施設基準

人人員員基基準準

施施設設基基準準

居宅介護支援（ケアプランセンター）の人員基準・施設基準

人人員員基基準準

施施設設基基準準

介護支援専門員　常勤者１名（３５：１）。

管理者は常勤の介護支援専門員１名を配置。

・事業の運営を行うために必要な広さの区画（相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切な広さを
確保することであり、事務室を設けることが望ましいが必ずしも専用である必要はない。
なお、同一事業所内において他の事業を行う場合は、それぞれの事業を行うための区画が明確に特定され
ていなければならない）を有する。
・必要な設備、備品を備えている。
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訪問看護と訪問看護ステーションとの比較表②

訪問看護（医療機関） 訪問看護ステーション

【昼間】

２０分未満 2,250円 3,160円

３０分未満 3,810円 4,720円

３０分以上～６０分未満 5,500円 8,300円

６０分以上～９０分未満 8,110円 11,380円

【早朝・夜間】

２０分未満 3,190円 3,950円

３０分未満 4,760円 5,900円

３０分以上～６０分未満 6,880円 10,380円

６０分以上～９０分未満 10,140円 14,230円

【深夜】

２０分未満 3,830円 4,740円

３０分未満 5,720円 7,080円

３０分以上～６０分未満 8,250円 12,450円

６０分以上～９０分未満 12,170円 17,070円

訪問看護と訪問看護ステーションとの比較表①
項目 訪問看護（医療機関） 訪問看護ステーション

申請方法 みなし指定（申請なし）※居宅療養管理指導と同じ 介護事業者の指定申請

申請～指定に要する期間
なし
※居宅療養管理指導と同じ方法で国保連合会に請求
する

４ｶ月～６ｶ月

人員に関する基準 なし 管理者１名　看護職員　常勤換算２．５名

設備に関する基準 なし 事務室、相談室、必要な設備・備品

報酬

サービス提供対象者

主治医の指示方法 カルテに指示記載
訪問看護指示書、特別訪問看護志自署、在宅訪問点
滴注射指示書

レセプト請求元 医療機関 訪問看護ステーション単独

事業開始後　必要人員
特にありませんが、事務をサポートしてもらえる職員１
名増員が必要になるかもしれません。

事務員２名（経験者必要）、利用者の増加とともにナー
スも増員

事業開始後　事務手間
利用者相談、訪問看護計画、重要事項説明書作成と
説明、訪問看護記録、訪問看護報告書、レセプト請求
業務等

左記に加えて監査対応書類整備（ﾃﾞｰﾀ管理）、人事管
理・会計業務　　　　※医療法人とは別に単独で管理
が必要となります。

事業開始後　設備投資・費用 介護報酬ソフト・損害賠償に備える損害保険に加入
左記に加えて事務机、イス、ロッカー、書類棚、パソコ
ン、電話ファックス回線、介護報酬ソフト、改修工事、
申請書作成等の費用等

別紙のとおり、１回当たりの訪問単価はステーションのほうが高い。

要介護（要支援）認定を受けている利用者に対してケアプランに基づきサービス提供が行われる
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訪問看護が医療保険適用になるケース

☆要介護認定を受けていない

☆「厚生労働大臣が定める疾病等」に該当する

☆「急性増悪など」
（特別訪問看護指示期間）

訪問看護の算定のフローチャート
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診療科目 施設規模

人的規模 初期投資額
医療機器投

資額

損益比率 開業期の経営目標

看護師
事務・
助手

ﾊﾟﾗﾒﾃﾞｨ
ｶﾙ

購入型 テナント型
薬品費率
（％）

人件費率（％）固定費率 利益率 診療単価 １日患者数

内科 ３０坪～５０坪 2～3名 3～4名 －
1.5～2億
円

5～8千万
円

～2,000万
円

1５％-３５％ １５％-２５％ 15%－20% 30%－40% 5,000－6,500 30人－40人

整形外科 ６０坪～１００坪 2～3名 3～4名 1～3名
1.5～2億
円

5～8千万
円

～2,500万
円

10％-25％ 20％-30％ 15%－20% 35%－45% 2,500-3,500 60人－80人

小児科 ２５坪～30坪 2～3名 3～4名 －
1.3～1.8
億円

5～7千万
円

～1,500万
円

10％-35％ 15％-20％ 10%-20% 35%－40% 3,500-4,500 35人－45人

耳鼻咽喉科 ５０坪～７０坪 0～1名 3～6名 －
0.9～1.3
億円

5～7千万
円

～1,500万
円

５%-20％ 10％-20％ 15%－20% 45%－50% 2,500-3,000 50人－70人

眼科 ３５坪～６０坪 0～1名 3～6名 －
1.5～2億
円

7～8.5千
万円

～3,000万
円

5%－15％ 12%-20% 20%－25% 40%－50％ 4,500－5,500 50人－60人

皮膚科 ２０坪～２５坪 0～1名 １～3名 －
0.8～1.3
億円

4～6千万
円

～500万
円

15％-20％ 10%-15％ 15%－20% 45%－50% 3,000-４,000 30人－40人

精神科 ２０坪～２５坪 0～1名 1～3名 －
0.8～1.3
億円

1.8～2.5
千万円

～300万
円

15％-25％ 10%-15％ 15%－20% 40%－50％ 5,500－6500 20人-30人

婦人科 2０坪～4０坪 1～2名 1～3名 － 2～3億円
5～8千万
円

～2,500万
円

10％-30％ 10%-15％ 15%－20% 35%－40% 5,000－5,500 30人－40人

泌尿器科 3０坪～4０坪 1～2名 1～3名 －
1.3～1.8
億円

5～8千万
円

～2,500万
円

10%-25% 10%-15％ 20%-15％ 40%－45％ 8,000－9,000 25人-35人

ー診療科目別の特性を知っておくー

３．診療科目別の特性
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 174 148 178 156 208 211 208 192 177 192 171 154
2012 152 181 192 206 216 204 190 176 182 193 164 167
2013 167 159 197 186 231 211

0

50

100

150

200

250

新新患患者者数数 22001100--22001122

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2011 1,313 1,373 1,648 1,448 1,482 1,612 1,591 1,775 1,844 1,900 1,987 1,887
2012 1,689 1,790 1,945 2,028 2,177 2,298 2,233 2,060 2,137 2,477 2,484 2,248
2013 2,029 2,134 2,440 2,406 2,488 2,514

目標値 2,320 2,440 2,640 2,680 2,560 2,640

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000

来来院院患患者者数数 22001111--22001133

整形外科クリニックの事例①－１

リリハハビビリリテテーーシショョンン

＜＜消消炎炎鎮鎮痛痛処処置置・・慢慢性性疼疼痛痛＞＞

2012 2013 2012 2013

11 0 493 82

22 0 539 79

33 0 626 107

44 881166 531 70 108

55 669933 519 63 114

66 771100 595 86 122

77 662288 83

88 449966 84

99 551133 79

1100 669933 78

1111 661166 81

1122 447799 90

＜＜運運動動器器リリハハ・・評評価価料料＞＞

2012 2013 2012 2013

11 0 337 0 20

22 0 358 0 17

33 0 415 0 22

44 192 431 41 16

55 226 444 17 28

66 275 415 16 25

77 284 17

88 291 15

99 334 18

1100 411

1111 379 22

1122 374 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012消炎鎮痛 0 0 0 816 693 710 628 496 513 693 616 479

2013消炎鎮痛 493 539 626 531 519 595

2012慢性疼痛 70 63 86 83 84 79 78 81 90

2013慢性疼痛 82 79 107 108 114 122

0

200

400

600

800

1000
物物
理理
療療
法法
件件
数数

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2012運動器 0 0 0 192 226 275 284 291 334 411 379 374

2013運動器 337 358 415 431 444 415

2012評価料 0 0 0 41 17 16 17 15 18 22 17

2013評価料 20 17 22 16 28 25

0

100

200

300

400

500

運運
動動
器器

整形外科クリニックの事例①－１

－ 62－



• 3月の月次がでました。過去最高です。

院長がつぶれるといっているのを5回はきいた

ように思うのですが・・・。感覚ってあてになりま
せんね。新患も197です。不思議ですね。

整形外科クリニックの事例①－２

• ７月もがんばりました。

• 夏休みで、夜の子どもさんが少なくなったように
思いましたが、来院数は伸びています。

• いちばん見てほしいのは、物療件数の伸びです。

• 現場が物療の数字を意識してくれるだけで、こん
なに違うものかと思います。これは、スタッフさま
さまであると思います。秋の気候のよい時期に
つながってくれるとよいのですが。

整形外科クリニックの事例①－３
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他の整形外科 当院

損益構造 整形外科クリニックの平均値比較

人員配置比較
当当院院 １１日日来来院院患患者者数数

110000～～113300人人
１１日日来来院院患患者者数数

250人人

看護師 ３～４ １～２ ２～３

受付 ２ ２ ３

フロア １ ０ ０

DC １～２ ０ ０

PT １～２ ０～１ ２

リハ助手 １～２ ２～３ ３～４

X-P １ ０～１ １

合計 １０～１４ ５～９ １０～１３
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前
利
益

国
金
返
済

奥
様
返
済

エ
ク
ゼ
ト
ロ
ン

▲
4
6
5
万
円

▲
1
9
0
万
円

▲
6
3
万
円

▲
3
0
0
万
円

▲
6
6
0
万
円

4
,3
9
6
万
円

京
都
銀
行
返
済

▲
1
4
5
万
円

社
保
源
泉

ﾏ
ﾝ
ｼ
ｮﾝ

固
定

資
産

税
医
師
国
保

奥
様
の
保
険

ヒ
ー
リ
ン
グ

保
険
未
収
金
増
加

（
借
換
え
）

借
入
金
残
高

液
晶
T
V

▲
2
4
5
万
円

▲
2
5
万
円

▲
3
7
万
円

▲
7
7
万
円

▲
1
2
3
万
円

▲
5
0
0
万
円

4
6
5
万
円

▲
7
1
万
円

国
民
年
金

生
活

買
掛
・
前
払
費
用

借
入
金
残
高

診
察
台

▲
3
5
万
円

▲
1
6
0
万
円

▲
1
0
0
万
円

▲
2
8
万
円

※
住
民
税

エ
コ
ー

２
４
年
分

▲
4
5
0
万
円

一
括
償
却
資
産

▲
3
6
万
円

ク
リ
ニ
ッ
ク
経
営

個
人
収
支

お
金

の
流

れ
を
「
可

視
化

」
す
る

院
長

・
奥

様
に
お
金

の
流

れ
を
理

解
し
て
も
ら
う
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比
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門

職
配

置
な

し
。

専
門

職
　

年
収

4
0
0
万

円

従
業

員
　

１
０

名
従

業
員

　
７

名
従

業
員

　
７

名
従

業
員

　
5
名

専
門

職
：
S
T
１

名
　

N
S
２

名
専

門
職

配
置

な
し

。
専

門
職

配
置

な
し

。

耳耳
鼻鼻

咽咽
喉喉

科科
　　

クク
　　

リリ
　　

ニニ
　　

ッッ
　　

クク
　　

損損
  
益益

  
計計

  
算算

  
書書

  
比比

  
較較

  
表表

Ａ
ｸ
ﾘ
ﾆ
ｯ
ｸ

開
業

３
年

目
開

業
４

年
目

開
業

４
年

目

備備
考考

借
入

金
　

8
0
0
0
万

円
借

入
金

　
5
0
0
0
万

円
借

入
金

　
6
0
0
0
万

円
借

入
金

　
0
円
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耳耳
鼻鼻

咽咽
喉喉

科科
クク
リリ
ニニ
ッッ
クク

増増
患患

のの
たた
めめ
のの

効効
果果

的的
なな
活活

動動
のの

選選
択択

肢肢
とと
活活

動動
事事

例例

患
者

を
増

や
す

全
く
の

新
規
患
者
を
増
や
す

既
存
患
者
の

関
係
者
を
増
や
す

現
領
域
の

リ
ピ
ー
ト
を
増
や
す

対
応
疾
患
を

ア
ピ
ー
ル

初
診
を
増
や
す

リ
ピ
ー
ト
を
増
や
す

病
院
と
の
連
携
で

紹
介
患
者
を
増
や
す

診
療
所
・
介
護
施
設
と
の
連
携
で

紹
介
患
者
を
増
や
す

来
院

患
者

を
増
や
す

連
携

強
化
に
よ
り

患
者

を
増
や
す

•
TV

出
演
（
お
は
朝
、
す
ま
た
ん
等
）
で
認
知
度
を
高
め
る

•
新
聞
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
な
ど
認
知
度
を
高
め
る

•
SN

S（
ﾂ
ｲ
ｯ
ﾀ
ｰ
、
ﾌ
ﾞﾛ
ｸ
ﾞ、
ﾌ
ｪｲ

ｽ
ﾌ
ﾞｯ
ｸ
）
を
活
用
し
認
知
度
を
高
め
る

•
信
頼
度
の
高
い
専
門
家
紹
介
ホ
ー
ム
へ

掲
載
（
マ
イ
ベ
ス
ト
プ
ロ
な
ど
）

•
患
者
啓
蒙
・
教
育
実
施
（
広
報
誌
・
患
者
教
室
・
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
講

演
）

•
既
存
患
者
へ
の
家
族
を
取
り
込
む

•
既
存
患
者
の
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
な
ど
を
捉
え
、
友
人
な
ど
を
取

り
込
む
（
広
報
誌
配
布
・
相
談
会
な
ど
イ
ベ
ン
ト
開

催
）

•
初
診
時
の
満
足
度
を
高
め
、
リ
ピ
ー
ト
に
繋
げ
る

•
休
眠
患
者
へ
の
プ
ッ
シ
ュ
（
季
節
の
あ
い
さ
つ
、
定

期
検
診

の
案
内
）

•
丁
寧
な
説
明
や
待
ち
時
間
の
改
善
な
ど
内
部

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
改
善
な
ど

•
基
幹
病
院
と
の
連
携
強
化
（
営
業
活
動
、
広
報
活
動
な
ど
）

•
基
幹
病
院
と
の
院
内
に
て
勉
強
会
開
催

【
●
●
ク
リ
ニ
ッ
ク
か
ら
発
信
す
る
病
診
連
携
！
】

•
お
互
い
の
非
専
門
分
野
の
補

完
（
各
種
検

査
な
ど
）

•
対
応
疾
患
を
ア
ピ
ー
ル
（
難
聴
、

SA
Sな

ど
）

•
診
診
連
携
強
化
す
る
た
め
に
医
師
会
で
の
勉
強
会
講

師
な
ど

•
め
ま
い
、
聞
こ
え
、
声
、

SA
S検

査
の

種
類
を
広

報
誌
に
掲

載
す
る

•
イ
ベ
ン
ト
開
催

補
聴
器

相
談
会
、
幼
児
難
聴
個
別
相
談

会
開
催

人
工
内

耳
に
つ
い
て
個
別
相
談
会
開

催
音
声
障

害
な
ど
声
の
相
談
会

開
催

増増
患患

のの
たた
めめ
にに
効効

果果
的的

なな
活活

動動
のの

選選
択択
肢肢

活活
動動

事事
例例
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診療単価 構成比 診療単価 構成比 診療単価 構成比

初診・再診 98 39.0% 99 35.6% 78 29.2%

指導管理料 0 0.0% 6 2.2% 37 13.9%

在宅医療 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

検査 8 3.2% 12 4.3% 20 7.5%

画像診断 18 7.1% 33 11.9% 30 11.2%

投薬 51 20.3% 0 0.0% 0 0.0%

注射 7 2.8% 39 14.0% 35 13.1%

処置 44 17.5% 27 9.7% 27 10.1%

手術 25 10.0% 13 5.2% 12 4.5%

その他 0 0.0% 49 17.6% 28 10.5%

合計 251 100.0% 280 100.0% 276 100.0%

全国平均

患者一人一日当たり

Ａ 医院

患者一人一日当たり
診療行為

患者一人一日当たり

M 医院

診療行為別データ比較表

整形外科 診療行為別データ比較事例①

実実患患者者数数 平平均均来来院院回回数数 診診療療単単価価

ＭＭ 整整形形外外科科 ２２８８５５人人／／月月 ５５．．８８回回 ２２，，５５４４００円円／／人人

全国平均 ７５３人／月 ５．２回 ２，８００円／人

１，０９２人／月 ４．１回 ２，７６０円／人

増減比較（全国平均） －－４４６６８８人人／／月月 ＋＋００．．６６回回 －－２２６６００円円／／人人

増減比較（Ａ 医院） －－８８００７７人人／／月月 ＋＋１１．．７７回回 －－２２２２００円円／／人人

Ａ 医院

整形外科比較 診療収入 原単位分析事例
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○○整形外科収益構造分析②（物療のみ患者）

～64歳
65人

～64歳
63,836点

65歳～74歳
68人 65歳～74歳

94,981点

75歳～
85,606点

75歳～
53人

0%

20%

40%

60%

80%

100%
～64歳 65歳～74歳 75歳～

35％

36.5％

28.4％

28.4％

35％

38.8％

人人　　数数 点点　　数数

自院の患者層を可視化する

診療行為 診療点数 構成比 診療点数 構成比 診療点数 構成比 診療点数 構成比 診療点数 構成比 診療点数 構成比

101

検査 24 5.9% 11 4.6% 10 4.0% 12 5.0% 35 10.5% 99 22.6%

画像診断 39 9.6% 34 14.1% 22 8.9% 34 14.3% 31 9.3% 27 6.2%

投薬 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

注射 117788 43.6% 24 10.0% 36 14.6% 24 10.1% 44 13.3% 113355 3300..88%%

処置 32 7.8% 21 8.7% 31 12.6% 21 8.8% 23 6.9% 31 7.1%

手術 10 2.5% 5 2.1% 13 5.3% 5 2.1% 14 4.2% 22 5.0%

リハビリ等 2200 4.9% 4488 19.9% 21 8.5% 4488 20.2% 6611 18.4% 3355 8.0%

合　計 408 100.0% 241 100.0% 247 100.0% 238 100.0% 332 100.0% 439 100.0%

実実患患者者数数

患患者者延延数数

平平均均来来院院数数 44..3333 55..0055 33..7777 44..5566 33..3388

患患者者単単価価

レレセセププトト単単価価

保保険険収収入入 88,,222266,,441100

全国平均

41.9%

Ａ　医院

33,,227722

1122,,669955

664488

77,,440000,,779900

22,,559999

弱み
痛みをとる点滴をほぼ
全患者に実施している
ため、査定の対象とな
りやすい。また、物療
が中心となっているの
で制度改正の影響を
受けやすい。リハビリ
機能強化も検討を視
野にいれたい。

強み
ブロック療法・関節注
射などペインと物療中
心。慢性疾患への取
組み・在宅医療への
取り組みも積極的に展
開。

1155,,228855

44,,442200

1144,,994411

1111,,440000,,223300

強み
ブロック療法・関節
注射などペインと医
師・PT等による高度
なリハビリを実施。
慢性疾患への対応
も可能で幅広い疾
患をみれる。

1144,,115533,,883300

33,,335522

B医院 C医院

22,,884488 44,,222222

775555

39.5% 37.3%

99,,880022

診察料 114 9446.2% 124

22,,551144

D医院

90 20.5%

22,,557799

776633992266

○○整形外科

105 25.7%

229922

11,,226633

44,,008866

1177,,667744

55,,116600,,881100

特徴（強み・弱み）

強み
リウマチ専門クリニッ
ク。　レミケードによるリ
ウマチの最新治療実
施。また、幅広い疾患
（慢性疾患・・外傷・ス
ポーツ整形など）にも対
応可能。

弱み
常勤ﾅｰｽが固定化しな
かったためリハビリ機能
が手薄。７５歳以上の物
療のみ患者も多いので
制度改正の影響を受け
やすい収益構造。ﾚｾﾌﾟﾄ
枚数にも他院と比較し
て格差あり。

弱み
平均１日２1０人超。
患者が急増してい
るため若いスタッフ
（PT）の質を向上さ
せるのが急務。

強み
物療中心の整形であ
るが慢性疾患の患者
も多くﾚｾﾌﾟﾄ枚数は安
定している。

弱み
物療が中心となって
いるので制度改正の
影響を受けやすい。

強み
リウマチ・リハビリな
ど幅広い治療に対
応している。運動器
ﾘﾊﾋﾞﾘ（Ⅰ）取得によ
り単価ｱｯﾌﾟ

弱み
運動器ﾘﾊ（Ⅰ）　PT
以外のセラビストの
ため改正の影響を
受けやすい。個別
療法を増やしPT雇
用の検討が要。

整形外科 診療行為別データ比較事例②
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保険診療収入を診療行為別に把握し売上総利益（手取り利益）を把握する

【MAS－P医業ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽより抜粋】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　診診療療行行為為デデーータタ比比較較 　　　　　【単位：円】

Ｆ医院 Ｉ医院 Ｔ内科 Ｏ内科 Ｆ内科

診察料 2,457,500    36.0% 3,980,740    42.8% 3,220,750    62.1% 4,212,310    67.2% 1,854,500    58.8%

投薬料 3,460,450    50.7% 4,005,810    43.1% -                0.0% -                0.0% -                0.0%

注射料 318,020      4.7% 514,610      5.5% 113,000      2.2% 27,860        0.4% 33,590        1.1%

処置料 2,340          0.0% 3,170          0.0% 280            0.0% -                0.0% -                0.0%

手術料 -                0.0% 4,700          0.1% 55,780        1.1% -                0.0% -                0.0%

検査料 581,810      8.5% 767,500      8.3% 1,059,270    20.4% 1,160,820    18.5% 771,190      24.5%

画像診断 8,320          0.1% 24,150        0.3% 44,070        0.8% 129,350      2.1% 68,220        2.2%

その他 3,450          0.1% -                0.0% 696,690      13.4% 739,590      11.8% 424,670      13.5%

請求額合計 6,831,890    100.0% 9,300,680    100.0% 5,189,840    100.0% 6,269,930    100.0% 3,152,170    100.0%

手取り合計 2,950,607    43.2% 4,615,416    49.6% 4,492,668    86.6% 5,650,118    90.1% 2,727,843    86.5%

請求額順位
手取り額順位

2
4

1
2

5
5

4
3

3
1

内科 診療行為別データ比較分析（事例①）

介護予防通所リハビリテーション事例

要支援１ 要支援２ 合計 介護報酬

2013年7月 2 2 55,640

2013年8月 2 2 55,640

2013年9月 3 3 77,600

2013年10月 6 6 166,920

2013年11月 7 7 194,740

2013年12月 7 1 8 222,560

2014年1月 7 1 8 275,600

2014年2月 8 2 10 330,000

2014年3月 9 3 12 410,000

2014年4月 13 2 15 470,000

2014年5月 15 3 18 582,000

2014年6月 16 4 20 693,500

合計 95 16 111 3,534,200

介護予防通所リハビリテーション　収益事例

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

介介護護報報酬酬

介護報酬
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アフターコロナ（ウイズコロナ）
で受療行動が変わる

レセプト１枚当りの診療行為別の限界利益を高める要素を分析する

【MAS－P 医業ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽより抜粋】

レセプト１枚当診療行為比較表 　　　　　　　　【単位：円】

Ｆ医院 Ｉ医院 Ｔ医院 Ｏ内科 Ｆ内科

診察料 6,962          36.0% 9,193          42.8% 5,721          62.1% 7,403          67.2% 4,215          58.8%

投薬料 9,803          50.7% 9,251          43.1% -                0.0% -                0.0% -                0.0%

注射料 901            4.7% 1,188          5.5% 201            2.2% 49              0.4% 76              1.1%

処置料 7               0.0% 7               0.0% 0               0.0% -                0.0% -                0.0%

手術料 -                0.0% 11              0.1% 99              1.1% -                0.0% -                0.0%

検査料 1,648          8.5% 1,773          8.3% 1,881          20.4% 2,040          18.5% 1,753          24.5%

画像診断 24              0.1% 56              0.3% 78              0.8% 227            2.1% 155            2.2%

その他 10              0.1% -                0.0% 1,237          13.4% 1,300          11.8% 965            13.5%

請求額合計 19,354        100.0% 21,480        100.0% 9,218          100.0% 11,019        100.0% 7,164          100.0%

手取り合計 8,359          43.2% 10,659        49.6% 7,980          86.6% 9,930          90.1% 6,200          86.5%

月間ﾚｾﾌﾟﾄ枚数 353 枚 433 枚 563 枚 569 枚 440 枚
ﾚｾﾌﾟﾄ１枚当単価 19,354        円 21,480        円 9,218          円 11,019        円 7,164          円
１日当外来患者数 38 人 52 人 42 人 49 人 30 人
延患者数 801 人 1145 人 1055 人 1092 人 636 人
患者１人1日当単価 8,529          円 8,123          円 4,917          円 5,741          円 4,956          円
通院日数 2.3 日 2.64 日 1.87 日 1.91 日 1.44 日
月間営業日数 21 日 22 日 25 日 22 日 21 日
院長年齢 32 歳 65 歳 53 歳 47 歳 46 歳

内科 診療行為別データ比較分析（事例②）

－ 72－



クライアントから入手する資料から今後の意思
決定データを抽出できる

• 窓口日計表
• レセコン在宅外来別集計
表

• レセコン診療行為別集計
• 医師別データ など

74

高 低

高

■脳/心臓血管系疾患
■がんのフォロー
■透析
■疾患別ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
■SAS シーパップ
■難聴外来、補聴器外来
■婦人科系の定期診察
（更年期、生理不順など）
■泌尿器,精神科等の特化診療科
■訪問診療
■受診価値を高めた診療

■整形外科系疾患の手術
■眼科、耳鼻咽喉科疾患の手術
■膝の関節注射
■各種検査
（胃カメラ、大腸内視鏡、乳腺）
■プラセンタ療法等 免疫力up
■歯科のメインテナンス

低
■急性胃腸炎の一部
■急性発熱の一部
■急性外傷の一部
■蕁麻疹の一部

■生活習慣病等の毎月の診察
■栄養指導
■マッサージ（リラクゼーション）

■健康診断・人間ドック
■各種検査（採血、エコー等）
■軽傷の胃腸炎
■消炎鎮痛/慢性疼痛
■インフルエンザ
■軽症の感冒症状

患者が感じる緊急度

患
者
が
感
じ
る
必
要
度

受診の
先送り

需要の蒸発

事例に学ぶコロナ禍の医療機関受診に対する
患者心理と患者数減少の構造

受診の
先送り

－ 73－
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コロナ前後で外来レセプトを比較
する

76

1,110
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793

882

919
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793
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755
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600
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R1.1 R1.2 R1.3 R1.4 R1.5 R1.6 R1.7 R1.8 R1.9 R1.10R1.11R1.12 R2.1 R2.2 R2.3 R2.4 R2.5 R2.6 R2.7 R2.8 R2.9 R2.10R2.11R2.12 R3.1 R3.2 R3.3

外来

コロナ禍前 平均
外来レセプト枚数 ９０３枚

コロナ禍 平均
外来レセプト枚数 ７６３枚

コロナ禍前と比較すると外来レセプト件数平均で１５．５％減少

コロナ前後でレセプトを比較する

75
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928
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R1.1 R1.2 R1.3 R1.4 R1.5 R1.6 R1.7 R1.8 R1.9 R1.10R1.11R1.12 R2.1 R2.2 R2.3 R2.4 R2.5 R2.6 R2.7 R2.8 R2.9 R2.10R2.11R2.12 R3.1 R3.2 R3.3

レセプト件数

コロナ禍前 平均レセプト枚数1,012枚 コロナ禍 平均レセプト枚数886枚

コロナ禍前と比較するとレセプト件数平均で１２．５％減少
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コロナ前後で外来 新患の推移をみる
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新患

コロナ前後で外来 再初診/再診の推移をみる

77

月平均 1,084                        1,008                        948                           836                           
当期増減％ 77% 83% 88%

2017.9～2018.8 2018.9～2019.8 2019.9～2020.8 2020.9～2021.7
年間合計 13,004 12,101 11,378 9,194
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再初/再診
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80

高

高低

低
Y軸Y軸（患者ニーズ、診療報酬改定などの制約条件）

X軸（自院ができる事）
健診

訪問
診療

乳腺エ
コー

マッサー
ジ栄養指導

急性胃腸
炎

糖尿病外来
（●●Dr）

循環器外
来

院長
外来

婦人科外来
皮膚科外来

糖尿病外来
（●●Dr）

プラセンタ、
にんにく注射
免疫力UP療法

感冒
インフル

コロナ前後と医師別の生産性を比
較する

79

　☆医師別損益計算書(12月度）　　目標生産性　2.3倍以上　　月間収入　約1,250万円
院長 副院長 A O k Ｙ u t s w 合計

収入 7,068,240 1,367,990 1,702,530 641,670 481,580 195,000 75,320 144,270 11,676,600

人件費 3,800,000 450,000 561,140 153,500 195,171 81,667 64,298 93,000 5,398,776
利益 3,268,240 917,990 1,141,390 488,170 286,409 113,333 11,022 51,270 0 6,277,824
生産性 1.86 3.04 3.03 4.18 2.47 2.39 1.17 1.55 2.16

院長 副院長 A O k Ｙ u t s w 合計
6,674,680 993,730 2,030,370 656,790 417,660 262,730 95,850 24,060 11,155,870 95.54%

人件費 3,800,000 450,000 427,554 176,667 324,729 87,334 57,186 33,333 5,356,803
利益 2,874,680 543,730 1,602,816 480,123 92,931 175,396 38,664 -9,273 5,799,067 92.37%
生産性 1.76 2.21 4.75 3.72 1.29 3.01 1.68 0.72 2.08

収入と前期比較 -393,560 -374,260 327,840 15,120 -63,920 67,730 20,530 -144,270 24,060 -520,730 
利益前期比較 -393,560 -374,260 461,426 -8,047 -193,478 62,063 27,642 -51,270 0 -9,273 -478,757

R1.12

R2.12
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コロナ禍で在宅（訪問診療）を強化
する事で外来の減収分を最低限に抑
える事ができた

82

1,000,000
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R1.1 R1.2 R1.3 R1.4 R1.5 R1.6 R1.7 R1.8 R1.9 R1.10 R1.11 R1.12 R2.1 R2.2 R2.3 R2.4 R2.5 R2.6 R2.7 R2.8 R2.9 R2.10 R2.11 R2.12 R3.1 R3.2 R3.3

保険点数

コロナ禍前 平均保険点数 １，２０３，１２６点 コロナ禍 平均保険点数 １，１６３，２５２点

コロナ禍前と比較すると保険点数は ３．３％減収

コロナ前後で在宅レセプトを比較する

81
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109 108

122 122

136
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100
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在宅

コロナ禍前 平均
在宅レセプト枚数 １１０枚

コロナ禍 平均
在宅レセプト枚数 １２３枚

コロナ禍前と比較すると在宅レセプト件数平均で１１．８％増加
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医療機関の税務・会計処理Ⅰ

講師：原 聡彦





会計事務所に問われる組織力
ー 人に仕事をつけない。仕事に人をつける体制をつくる ー

大切なクライアントの状況を「見える化」するツール

・決裁者コメント
・関与先カルテ
・引き継ぎチェックリスト
・引き継ぎ調書
・月次監査必要資料一覧
・月次経理処理マニュアル
・医療法人 決算準備袋
・決算経理処理マニュアル
・所得税確定申告準備袋

月次会計監査の基本
監査で何を見なければいけないのか

－ 81－
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て
い

る
か

ど
う

か
の

確
認

２
1
．

以
下

の
給

与
関

係
に

関
し

て
の

確
認

は
し

ま
し

た
か

？

①
給

与
計

算
は

当
方

で
行

う
の

か
の

確
認

②
年

末
調

整
は

当
方

で
行

う
の

か
の

確
認

③
源

泉
納

付
方

法
の

確
認

・
納

付
書

の
記

入
（

当
社

が
お

こ
な

う
の

か
）

の
確

認

④
住

民
税

の
徴

収
方

法
の

確
認

⑤
法

定
調

書
（

特
に

給
与

支
払

報
告

書
）

の
提

出
確

認

2
2
．

社
会

保
険

手
続

き
（

資
格

取
得

、
喪

失
、

算
定

基
礎

、
賞

与
届

）
は

当
社

が
行

う
の

か
？

2
3
．

就
業

規
則

の
有

無
は

確
認

し
ま

し
た

か
？

2
3
．

労
働

保
険

手
続

き
（

資
格

取
得

、
喪

失
、

申
告

）
は

当
方

が
行

う
の

か
？

2
4
．

現
在

、
仕

掛
か

り
中

の
提

案
等

の
確

認
は

し
ま

し
た

か
？

2
5
．

各
種

申
告

書
や

届
出

等
の

押
印

は
当

社
で

行
っ

て
も

Ｏ
Ｋ

か
確

認
し

ま
し

た
か

？
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月
次

※
奥
様
の
還
付
口
座
が
「
当
座
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
訂
正
す
る

不
明
事
項
は
次
回
ま
で
持
ち
越
さ
ず
、
途
中
で
F
A
X
・
電
話
し
て
聞
く
よ
う
に
す
る
。

確
認
し
て
頂
く
事
項
は
巡
回
の
終
わ
り
に
口
頭
だ
け
で
な
く
用
紙
に
ま
と
め
て
お
伝
え
す
る
。

決
算
関
係

※
書
類
の
保
存
状
況
が
非
常
に
悪
い
の
で
、
保
存
方
法
等
指
導
が
必

要
。
言
っ
た
通
り
に
実
践
し
て
く
れ
る
。

積
立
配
当
金
な
ど
の
保
険
資
産
計
上
を
期
末
に
て
行
う
。

　
　
算
定
基
礎
届
、
賞
与
支
払
報
告
書
は
当
社
が
作
成
す
る
。

◆
健
康
保
険
、
厚
生
年
金
の
手
続
き
は
役
員
分
は
弊
社
が
行
う
こ
と
が
多
い
。
従
業
員
分
は
お
客
様
。

駐
車
場
代
を
期
末

（
9
月
中
）
に
〇
○
先
生
に
〇
○
万
円
、
M
S
法
人
へ
○

○
万
円
年
払
い
す
る
。

確
定
申
告
関
係

準
備
資
料
一
覧
を
お
渡
し
し
て
、
用
意
し
て
い
た
だ
く
。

◆
雇
用
保
険
は
お
客
様
が
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
行
き
、
手
続
き
を
し
て
く
れ

る
。

決
算
月
の
訪
問
時
に
決
算
準
備
資
料
一
覧
を
お
渡
し
す
る
。

引引
継継

ぎぎ
調調

書書

贈
与
（
現
金
贈
与

）

　
●
　
◎
○
先
生
　
→
　
○
○
さ
ま
　
（
H
1
9
年
度
よ
り
毎
年
１
１
１
万
円
ず
つ
贈
与
す
る
）

※
奥
様
の
申
告
で
、
平
成
１
８
年
度
、
平
成
１
９
年
度
は
お
父
様
か
ら
相
続
し
た
土
地
の
譲
渡
あ
り
。

対
象
は
、
〇
○
先
生
（
給
与
等
、
不
動
産
）
、
奥
様
（
給
与
等
）
、
〇
○
先

生
（
給
与
所
得
）

申
告
書
確
定
前
に
一
旦
お
客
様
（
○
○
先
生
）
に
決
算
報
告
を
す
る
こ
と
。
Ｏ
Ｋ
な
ら
申
告
書
作
成
。

ｸ
ﾚ
ｼ
ﾞｯ
ﾄ
ｶ
ｰ
ﾄ
ﾞ払

い
の
領
収
書
が
混
ざ
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
二
重
払
い
に
な
ら
な
い
よ
う
注
意
が
必
要
。

　
●
奥
様
　
→
　
○

○
　
◎
○
さ
ま
　
（
１
１
１
万
円
ず
つ
。
○
○
先
生
・
〇
○
様
に
は
内
緒
）

◆
労
働
保
険
は
当
社
で
申
告
書
作
成
。

◆
社
会
保
険
料
は
当
月
徴
収
、
翌
月
払
い

社
会
保
険
関
係

そ
の

他

当
社

で
申

告
書

を
作

成
す
る
。資

産
の

内
容

を
〇

○
先

生
に
確

認
さ
れ

る
こ
と
が

あ
る
。

給
与

関
係

の
ご
質

問
が

多
々

あ
る
の

で
、給

与
台

帳
は

毎
年

捨
て
ず
に
５年

以
上

保
存

し
た
ほ

う
が

良
い
。

保
険

提
案

に
つ
い
て

○
○

ク
リ
ニ
ッ
ク
様

の
保

険
に
つ
い
て
は

保
険

担
当

が
内

容
を
把

握
し
て
い
な
い
の

で
、担

当
者

に
よ
る
対

応
が

必
要

。

法
人

契
約

の
保

険
は

、大
同

生
命

（○
先

生
・〇

先
生

）、
IN
G生

命
（役

員
・従

業
員

が
ん
保

険
）

P-
フ
ァ
イ
ル

と
は

別
に
保

険
提

案
フ
ァ
イ
ル

あ
り
。

償
却

資
産

税

◆
源

泉
の

納
付

書
は

納
期

限
の

10
日

前
くら

い
ま
で
に
は

お
渡

し
す
る
こ
と
。銀

行
さ
ん
が

来
る
日

を
確

認

◆
従

業
員

の
給

与
支

払
報

告
書

提
出

は
一

旦
確

認
の

う
え
、提

出
す
る
こ
と
。（

原
則

全
員

提
出

）

年
末

調
整

・源
泉

納
付

◆
源

泉
所

得
税

は
納

期
の

特
例

・納
期

限
の

特
例

あ
り

◆
翌

年
還

付
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(医
療
)

書書
面面

添添
付付

　
有有

・・
無無

コ
ー
ド

担
当
者

会
社
名

8
9

1
0

1
1

1
2

1
2

3
4

5
6

7

1 2 5

　
　
給
食
費

　
　
J
C
B
明
細

　
　
J
C
B
明
細
（
E
T
C
の
み
）

7

1
0

請
求
書
フ
ァ
イ
ル
（
緑
）

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

入
金
フ
ァ
イ
ル
（
赤
）

1
6
国
保
振
込
通
知
書
（
ｺ
ﾋ
ﾟｰ
)

1
7
社
保
振
込
通
知
書
（
ｺ
ﾋ
ﾟｰ
)

2
1

2
2

2
3

月月
次次

監監
査査

必必
要要

資資
料料

一一
覧覧

リ
ー
ス

機
械
購
入

保
険

借
入

仕
入
請
求
書
フ
ァ
イ
ル
（
青
）

新
規
契
約
書

買
掛
帳

総
合
振
込
依
頼
書

総
括
表

　
　
　
市

町
村

振
込

通
知

書

　
　
　
保

険
会

社
振

込
通

知
書

　
　
医
師
信
用
　
明
細

　
　
医
師
協
同
　
明
細

窓
口
集
計
表

　
　
奥
様
現
金
領
収
書

給
与
台
帳

　
　
そ
の
他
請
求
書

　
　
○
○
銀
行
A

　
　
受
付
現
金
領
収
書

至
平

成
　
　
年

　
9
月

3
0
日

資
料
一
覧

現
金
出
納
帳

（
エ
ク
セ
ル
デ
ー
タ
）

　
　
奥
様

普
通
預
金
出
納
帳
コ
ピ
ー

ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク

原

　
　
三
井
住
友

医
療
法
人
　
○
○
ク
リ
ニ
ッ
ク

事
業

年
度

自
平

成
　
　
年

　
1
0
月

　
1
日

　
　
受
付

　
　
○
○
銀
行
B

　
　
農
協

　
　
○
○
銀
行
C

　
　
○
○
銀
行
D

黄
色
：
持
ち
帰
り
資
料

エエ
クク
セセ
ルル

作作
成成

のの
用用

紙紙

をを
毎毎

月月
持持

参参
しし
、、
現現

地地
でで

転転
記記

しし
てて
くく
るる
。。

医
療
法
人
　
○
○
ク
リ
ニ
ッ
ク

月月
次次

経経
理理

処処
理理

ママ
ニニ
ュュ
アア
ルル

＊
最
低
限
、
科
目
判
断
が
で
き
る
状
態
に
す
る
こ
と
（
通
帳
コ
ピ
ー
、
総
合
振
込
、
カ
ー
ド
明
細
等
）

チ
ェ
ッ
ク
項
目

必
要
資
料

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6
7

保
険
収
入

総
括
表
よ
り
社
保
・国

保
の
点
数
を
拾
い
概
算
計
上
す
る

1
5

国
保
振
込
通
知
書
か
ら
乳
幼
児
協
力
手
数
料
等
を
自
費
収
入
に
振
替
え
る

1
6

自
費
収
入

自
由
診
療
収
入
の
内
容
を
確
認
し
科
目
判
断
す
る

1
8
,1
9
,2
0
,2

給
与
所
得
、
雑
所
得
が
混
ざ
っ
て
い
な
い
か
確
認
し
科
目
判
断
す
る

1
8
,1
9
,2
0
,2

窓
口
収
入

窓
口
集
計
表
と
レ
ジ
ペ
ー
パ
ー
（も

し
く
は
窓
口
ノ
ー
ト
な
ど
）と

突
合
す
る

7
,8

,9

窓
口
集
計
表
と
預
金
入
金
額
を
突
合
す
る

7
,2

買
掛
帳

買
掛
帳
は
請
求
書
と
突
合
す
る

2
1
,2
2

請
求
書
に
固
定
資
産
が
混
入
し
て
い
な
い
か
確
認
す
る

2
2

買
掛
金
の
減
少
と
実
際
の
支
払
が
一
致
し
て
い
る
か
確
認
す
る

2
1
,3
,1
4

買
掛
帳
か
ら
仕
入
等
、
値
引
、
返
品
、
手
数
料
、
相
殺
を
一
括
計
上
す
る

給
与

給
与
台
帳
の
差
引
支
給
総
額
と
実
際
の
支
払
総
額
が
一
致
し
て
い
る
か
確
認
す
る

1
0
,2

諸
口

医
師
信
用
の
内
訳
を
確
認
し
科
目
判
断
す
る

1
1
,2

医
師
協
同
組
合
の
内
訳
を
確
認
し
科
目
判
断
す
る

1
2
,2

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
内
訳
を
確
認
し
科
目
判
断
す
る

1
3
,2

総
合
振
込
の
内
訳
を
確
認
す
る

1
4
,2
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医
療

法
人

　
○

○
ク

リ
ニ

ッ
ク

下
記

の
項

目
に

つ
い

て
ご

準
備

が
で

き
ま

し
た

ら
、

お
客

様
欄

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く
だ

さ
い

項
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

目
お

客
様

担
当

者

残
高

証
明

　
　

◎
○

銀
行

　
　

◎
○

銀
行

　
　

農
協

保
険

会
社

の
契

約
明

細

申
告

書

　
　

税
務

署

　
　

府
税

事
務

所

　
　

市
役

所

棚
卸

表

国
保

振
込

通
知

書
(　

月
)

社
保

振
込

通
知

書
(　

月
)

通
帳

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

(　
月

)

自
費

(市
町

村
)未

収
資

料
（
振

込
通

知
書

、
請

求
書

）

自
費

(保
険

会
社

)未
収

資
料

（
振

込
通

知
書

、
請

求
書

）

自
費

(労
災

)未
収

資
料

（
振

込
通

知
書

、
請

求
書

）

窓
口

現
金

未
収

入
金

〆
切

後
医

薬
品

仕
入

請
求

書

未
払

費
用

の
わ

か
る

も
の

固
定

資
産

増
減

の
確

認

取 寄 い た だ く も の 用 意 し て い た だ く も の 確 認 事 項

《《
医医

療療
法法

人人
　　

決決
算算

準準
備備

袋袋
》》

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

税
理

士
法

人
　

◎
○

税
理

士
事

務
所

担
当

者
（
　

　
　

  
  

  
  

 　
　

　
）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
T
E
L
　

　
　

－
　

　
－

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
F
A

X
　

　
－

　
　

　
－

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
所所

得得
税税

確確
定定

申申
告告

準準
備備

袋袋

　
　

　
　

　
賃

　
　

　
料

　
　

　
名

チ
ェ

ッ
ク

欄
　

　
　

　
　

賃
　

　
　

料
　

　
　

名
チ

ェ
ッ

ク
欄

　
家

賃
収

入
の

明
細

　

　
固

定
資

産
税

の
領

収
証

家
屋

の
登

記
簿

謄
本

　
火

災
保

険
料

の
領

収
証

建
築

確
認

書
（
コ

ピ
ー

）

　
水

道
光

熱
費

の
領

収
証

住
民

票

　
修

繕
の

見
積

書
・
領

収
証

借
入

金
残

高
証

明
書

　
借

入
金

返
済

の
明

細
書

償
還

金
額

等
証

明
書

　
地

代
家

賃
の

支
払

金
額

の
わ

か
る

書
類

　
そ

の
他

諸
雑

費
の

領
収

証
医

師
に

支
払

っ
た

医
療

費
の

領
収

証

薬
局

等
の

領
収

証
（
薬

代
金

）

通
院

す
る

た
め

の
費

用
を

記
し

た
書

類

　
源

泉
徴

収
票

決
算

準
備

袋
参

照

　
公

的
年

金
支

払
調

書

　
簡

易
保

険
の

支
払

年
金

額
等

の
お

知
ら

せ

　
配

当
・
剰

余
金

の
分

配
支

配
調

書

　
生

命
保

険
満

期
の

計
算

書

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
）
収

入
の

わ
か

る
書

類

　 　
生

命
保

険
の

手
数

料
収

入
の

支
払

調
書

扶
養

控
除

等
申

告
書

　
損

害
保

険
の

手
数

料
収

入
の

支
払

調
書

生
命

保
険

料
控

除
証

明
書

　
（
　

　
　

　
　

　
　

　
）
手

数
料

収
入

の
支

払
調

書
損

害
保

険
料

控
除

証
明

書

国
民

年
金

・
健

康
保

険
料

収
納

告
知

書
（
１

月
～

１
２

月
支

払
分

）

住
宅

取
得

控
除

証
明

書

　
買

入
時

の
売

買
契

約
書

小
規

模
企

業
共

済
掛

金
控

除
証

明
書

　
売

卸
時

の
売

買
契

約
書

株
式

・
書

画
・
貴

金
属

等
の

売
買

金
額

が
わ

か
る

書
類

　
買

入
時

に
登

記
し

た
費

用
等

の
領

収
証

類
盗

難
・
災

害
を

受
け

た
時

の
警

察
の

証
明

書

　
売

卸
時

に
登

記
し

た
費

用
等

の
領

収
証

類
学

校
等

に
対

す
る

寄
付

金
の

証
明

書

　
仲

介
手

数
料

等
の

経
費

の
領

収
証

類

　
居

住
用

の
場

合
は

譲
渡

後
２

ヵ
月

の
住

民
票

車
検

証
コ

ピ
ー

（
　

　
　

　
　

　
）

保
険

証
券

コ
ピ

ー
（
　

　
　

　
　

　
）

　 事 　 　 　 　 業

　 　 貸 間 ・ ア パ ー ト 給 料 等 不 動 産 を 売 卸 し た 場 合

　　
御御

中中

　 　 　 そ 　 の 　 他

手 数 料 収 入

買
入

時
の

売
買

契
約

書
又

は
新

築
時

の
請

負
契

約
書

（
コ

ピ
ー

）

年
分

臨 時 収 入

不 動 産 を 新 築 ・ 　 購

入 し た 場 合

医 療 費

－ 86－



医
療
法
人
　○

○
クリ

ニ
ック

決 決
算算

経経
理理

処処
理理

ママ
ニニ
ュュ
アア
ルル

チ
ェッ

ク項
目

必
要
資
料

自
己
ﾁｪ

ｯｸ
課
員
ﾁｪ

ｯｸ

＜
診
療
報
酬
＞

決
算
月
前
月
の
概
算
計
上
額
を
実
額
に
洗
替
え
す
る

国
保
振
込
通
知
書
、社

保
振
込
通
知
書

国
保
の
乳
幼
児
協
力
手
数
料
と介

護
保
険
意
見
書
を
自
費
に
振
替
え
る

国
保
振
込
通
知
書

特
定
健
診
の
未
収
入
金
を
計
上
す
る

〇
〇
市
支
払
明
細

自
賠
責
収
入
の
未
収
を
計
上
す
る

自
賠
責
ノー

ト、
請
求
書

そ
の
他
期
末
に
未
収
計
上
す
べ
き
自
費
収
入
を
計
上
す
る

請
求
書
、支

払
明
細

＜
売
上
原
価
＞

期
首
棚
卸
、期

末
棚
卸
を
計
上
す
る

棚
卸
表

帳
端
の
仕
入
を
計
上
す
る

薬
品
会
社
請
求
書

　 ＜
経
費
の
未
払
い
＞

経
費
の
期
末
未
払
い
分
を
計
上
す
る

カー
ド会

社
の
請
求
書
、そ

の
他
請
求
書

＜
経
費
の
前
払
い
＞

地
代
家
賃
を
前
払
い
処
理
す
る
（前

期
分
を
洗
替
え
る
）

契
約
書

印 印
印印

＜
雑
収
入
＞

　保
険
積
立
金
を
計
上
す
る

保
険
会
社
の
契
約
明
細

　自
動
販
売
機
収
入
を
未
収
計
上
す
る

振
込
通
知
書
、翌

月
通
帳
コピ

ー

＜
減
価
償
却
＞

期
中
概
算
計
上
した

分
を
振
替
え
る

減
価
償
却
費
を
計
上
す
る

固
定
資
産
台
帳

＜
貸
倒
引
当
金
＞

貸
倒
引
当
金
の
戻
入
、繰

入
を
計
上
す
る

試
算
表

＜
特
殊
事
項
＞

個
人
通
帳
か
ら引

き
落
とさ

れ
る
中
元
歳
暮
代
金
を
計
上
す
る

個
人
通
帳
、百

貨
店
の
カー

ド支
払
明
細

期
中
現
金
過
不
足
が
生
じる

た
め
期
末
で
相
殺
処
理
す
る

元
帳

家
事
費
関
係

　車
・・
・ガ

ソリ
ン
代
を
３０

％
否
認

元
帳
　月

次
処
理
に
反
映
させ

る

　水
道
光
熱
費
・・
・５

０％
否
認

元
帳

　ガ
ス
,電

気
・・
・３

０％
否
認

元
帳
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税
務

調
査

準
備

資
料

一
覧

表

項
目

～
平

成
24

年
3月

～
平

成
25

年
3月

～
平

成
26

年
3月

有
無

＜
収
入
関
係
＞

◇
社
保
国
保
振
込
通
知
書
・総

括
表
（ﾚ

ｾｺ
ﾝ帳

票
）

◇
保
険
・自

費
窓
口
ﾚｼ

ﾞﾍ
ﾟｰ
ﾊ
ﾟｰ

◇
保
険
自
費
窓
口
日
計
表

　
（受

付
ｽ
ﾀｯ
ﾌが

日
々
記
入
し
て
い
る
も
の
）

◇
自
賠
責
収
入
未
収
管
理
表

　
（自

賠
責
収
入
を
管
理
し
て
い
る
帳
面
）

◇
自
由
診
療
収
入
明
細

◇
患
者
さ
ん
に
発
行
し
た
領
収
書
綴
り

＜
薬
品
・検

査
関
係
＞

◇
薬
品
の
納
品
書

◇
各
医
薬
品
卸
会
社
　
請
求
書

◇
各
医
薬
品
卸
会
社
　
領
収
書

◇
検
査
会
社
の
請
求
書

◇
検
査
会
社
の
領
収
書

◇
薬
品
の
期
末
棚
卸
表

＜
経
費
関
連
＞

◇
経
費
帳
（日

記
帳
）と

領
収
書

◇
薬
品
・検

査
以
外
の
経
費
の
請
求
書

◇
薬
品
・検

査
以
外
の
経
費
の
領
収
書

◇
医
療
機
器
の
ﾘｰ

ｽ
契
約
書

◇
不
動
産
賃
貸
借
契
約
書
（M

S法
人
等
）

◇
M
S法

人
と
の
取
引
契
約
書

◇
M
S法

人
と
の
取
引
金
額
算
定
根
拠

◇
医
療
法
人
で
契
約
し
て
い
る
生
命
保
険

　
火
災
（所

得
補
償
）保

険
証
券

項目
～平

成2
4年

3月
～平

成2
5年

3月
～平

成2
6年

3月
有無

＜労
務関

連＞
◇扶

養控
除等

申告
書・

保険
等申

告書
　（

年末
調整

の際
、ｽ

ﾀｯﾌ
に記

入し
ても

らう
書類

）
◇源

泉徴
収簿

◇給
与台

帳
◇出

勤簿
◇労

働者
名簿

◇旅
費交

通費
計算

書
（ｽ

ﾀｯﾌ
の通

勤交
通費

を決
定す

る時
の資

料）
◇給

与振
込明

細書
（毎

月）
＜現

金・
預金

関連
＞

◇医
療法

人　
名義

の銀
行　

当座
・普

通　
通帳

◇機
器内

装工
事の

見積
書・

領収
書

◇役
員報

酬増
額　

議事
録

＜借
入金

関連
＞

＜総
勘定

元帳
＞

　弊
社の

担当
者が

決算
終了

後
　に

お返
しし

てい
る資

料
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訪
問

記
録

ー
お

客
様

・
事

務
所

・
担

当
者

の
た

め
に

記
録

す
る

ー

顧
客

番
号

　

契
約

訪
問

頻
度

決
算

月
個

人
月

訪
問

者

面
談

者

監
査

対
象

月
平

成
2
6

年
1
0

月
平

成
2
6

年
9

月

訪
問

日
時

平
成

2
6

年
1
1

月
1
8

日
1
3

時
2
5

分
～

1
5

時
4
5

分

次
回

訪
問

日
平

成
2
6

年
1
2

月
1
8

日

1
．

次
の

勘
定

科
目

等
に

つ
い

て
、

新
た

な
取

引
は

あ
り

ま
し

た
か

。

①
地

代
家

賃
⑤

仮
払

金
・
仮

受
金

⑨
修

繕
費

 (
１

０
万

以
上

)

②
借

入
金

⑥
新

規
リ

ー
ス

契
約

③
貸

付
金

⑦
役

員
報

酬
 (

専
従

者
給

与
)

⑪
固

定
資

産
の

増
減

④
保

険
料

⑧
従

業
員

の
増

減
⑫

資
本

的
支

出

２
．

確
認

事
項

３
．

ヒ
ア

リ
ン

グ
事

項
　

（
有

の
事

項
に

つ
い

て
は

担
当

者
コ

メ
ン

ト
に

詳
細

を
記

載
す

る
こ

と
）

①
経

営
状

況
な

ど
最

近
の

状
況

⑦
預

っ
た

資
料

②
人

事
関

係
⑧

返
却

し
た

資
料

③
保

険
関

係
⑨

押
印

頂
い

た
資

料

④
プ

ラ
イ

ベ
ー

ト
・
ご

家
族

の
状

況
⑩

次
回

訪
問

時
に

特
に

用
意

し
て

お
く

も
の

⑤
そ

の
他

相
談

事
項

⑪
長

期
的

な
課

題
や

宿
題

事
項

⑥
提

供
し

た
資

料
⑫

社
内

口
頭

報
告

の
有

無

４
．

顧
問

先
の

経
営

状
況

、
経

営
者

の
近

況
、

要
望

事
項

ほ
か

面
談

内
容

担
当

者
コ

メ
ン

ト
（
顧

問
先

と
面

談
し

た
場

合
は

必
ず

記
入

す
る

こ
と

）
上

司
コ

メ
ン

ト

☆
経

営
状

況
今

期
予

想
　

年
収

7
,0

0
0
万

円
超

。
売

上
平

均
　

約
６

０
０

万
円

弱
に

な
る

見
込

み
【
１

０
月

も
９

月
と

お
な

じ
く
ら

い
か

若
干

増
加

６
８

０
万

円
ぐ

ら
い

）
１

１
月

は
秋

の
花

粉
の

ピ
ー

ク
と

な
る

の
で

売
上

月
平

均
で

６
０

０
万

円
程

度
に

な
る

。
別

紙
に

て
所

得
予

想
　

税
予

想
　

報
告

☆
節

税
対

策
・
少

額
資

産
　

３
０

万
円

未
満

　
購

入
（
手

術
の

器
具

）
　

年
末

ま
で

に
購

入
・
所

得
拡

大
税

制
活

用
：
初

の
賞

与
支

給
決

定
1
2
/
1
0
に

支
給

。
　

１
年

分
の

平
均

月
額

賃
金

　
１

ｶ
月

前
後

検
討

す
る

。
→

金
額

も
決

定
す

る
・
奥

様
の

小
規

模
共

済
加

入
提

案
。

加
入

決
定

。
申

し
込

み
書

類
を

準
備

し
て

郵
送

す
る

。
1
2
/
2
0
　

年
内

納
期

＜
人

事
関

連
＞

☆
雇

用
条

件
変

更
　

面
談

　
Ｎ

Ｓ
　

A
さ

ん
　

　
事

務
　

O
さ

ん
　

　
時

給
変

更
　

1
1
/
1
6
～

A
N

S
：
時

給
変

更
　

午
前

診
1
,6

0
0
→

1
,6

2
0
／

午
後

診
・
土

曜
　

1
,6

0
0
→

1
,6

5
0
　

※
幼

児
の

聴
検

な
ど

T
さ

ん
の

代
わ

り
に

で
き

る
よ

う
に

依
頼

。
O

さ
ん

：
時

給
変

更
　

午
前

診
8
8
0
→

9
0
0
／

午
後

診
・
土

曜
　

　
9
3
0
→

9
5
0

☆
面

談
：
来

月
　

新
人

A
さ

ん
予

定
。

☆
株

式
会

社
Y
　

　
K
支

店
　

T
様

（
T
E
L
・
・
・
-
　

　
-
　

　
）
へ

連
絡

（
下

記
の

事
項

を
確

認
す

る
）

　
ベ

ン
ツ

リ
ー

ス
購

入
。

現
在

の
車

の
下

取
り

に
つ

い
て

ど
の

よ
う

な
処

理
を

す
る

か
。

確
認

す
る

。
☆

年
末

調
整

　
扶

養
控

除
等

申
告

書
、

保
険

控
除

申
告

書
を

回
収

す
る

。
奥

様
　

小
規

模
共

済
加

入
す

る
の

で
注

意
（
小

規
模

共
済

年
払

い
分

　
所

得
控

除
す

る
）

　
1
2
月

給
与

は
1
6
日

に
メ

ー
ル

に
て

ご
連

絡
い

た
だ

く
事

に
な

っ
て

い
る

。
　

年
内

還
付

（
次

回
訪

問
時

（
１

２
月

１
８

日
）
　

還
付

額
と

源
泉

徴
収

票
を

持
参

す
る

☆
忘

年
会

　
1
2
/
6
（
土

）
1
8
：
0
0
～

　
R
（
J
R
　

　
T
駅

よ
り

徒
歩

４
分

）
地

図
　

写
真

③
消

費
税

の
課

税
区

分
の

チ
ェ

ッ
ク

を
行

な
い

ま
し

た
か

。

④
恣

意
的

と
感

じ
ら

れ
る

取
引

は
あ

り
ま

し
た

か
。

⑤
家

事
関

連
費

と
感

じ
ら

れ
る

取
引

は
あ

り
ま

し
た

か
。

⑩
備

品
消

耗
品

費
 (

１
０

万
以

上
)

①
接

待
交

際
費

に
つ

い
て

、
相

手
先

と
理

由
が

明
確

に
な

っ
て

い
ま

す
か

。

②
厚

生
費

に
つ

い
て

、
交

際
費

又
は

給
与

に
み

な
さ

れ
る

も
の

は
あ

り
ま

せ
ん

か
。

 
 
 
 
業業

　
務務

 
 
報報

 
 
告告

 
 
書書

顧
 問

 先
 名

○
○

ク
リ

ニ
ッ

ク
責

任
担

当
者

原
聡

彦

報
告

者
原

聡
彦

原
聡

彦
作

成
日

2
0
2
2
/
7
/
7

～

（
1
３

：
３

０
～

）

審
理

所
長

無 無無 無無

⑤
仮

払
金

・
仮

受
金

有

無無 無無
⑥

新
規

リ
ー

ス
契

約
有

無無無無
⑦

役
員

報
酬

 (
専

従
者

給
与

)
有

無

無
有 有

適
要

相
談

不
適

適
不

適
要

相
談

適 は
い

不
適

い
い
え

要
相

談

不
要

無
有

要
相

談
無 無

有 有
要

相
談

無

無
有有 有

無
有有 有

無
有有

⑧
従

業
員

の
増

減
有

有

無
⑩

備
品

消
耗

品
費

 (
１

０
万

以
上

)
有

無
⑫

資
本

的
支

出
有

無無
⑪

固
定

資
産

の
増

減
有有有

無
⑨

修
繕

費
 (

１
０

万
以

上
)

有

３
．

ヒ
ア

リ
ン

グ
事

項
　

（
有

の
事

項
に

つ
い

て
は

担
当

者
コ

メ
ン

ト
に

詳
細

を
記

載
す

る
こ

と
）

無

３
．

ヒ
ア

リ
ン

グ
事

項
　

（
有

の
事

項
に

つ
い

て
は

担
当

者
コ

メ
ン

ト
に

詳
細

を
記

載
す

る
こ

と
）

有

無
有

無
有

無
有

無
有

無
有

無
有

無
有

無
有

無
有

無
有

無
有

先
生

・
社

長
配

偶
者

他
（

）
他

（
）

毎
月

隔
月

隔
月

年
一

年
一

不
定

期
決

算
月

他
（

）

審
理

所
長
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＜
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ク
ラ
イ
ア
ン
ト
保
存
資
料

目
次

目
次

例
示

備
考

１
、
定
款
・
議
事
録
・
登
記
関
係
書
類

関
与
先
カ
ル
テ
、
引
き
継
ぎ
調
書
、
組
織
図
,
役

員
・
社

員
名
簿

出
資
持
分
の
贈
与
関
連
の
議
事
録
、
贈
与
証
書

定
款
、
全
部
履
歴
書
証
明
書

役
員
変
更

関
連
の

議
事
録

及
び
役

員
変
更

届
事
業
報
告

書
（
３

期
分
）

２
、
諸
規
程
類

就
業
規
則
,
給
与
規
程
,
退
職
給
与
規
程
,
旅

費
規

程

３
、
金
融
関
係

金
銭
消
費
貸
借
契
約
書
,
借
用
書

借
入
金
返
済
表

４
、
そ
の
他
重
要
な
契
約
書
等

賃
貸

契
約
書

,
合

併
契
約

書
,
不

動
産
売

買
契

約
書

,
そ
の

他
営

業
上

の
取
引

に
関
す
る
契
約
書
、
覚
書

５
、
生
命
保
険
・
損
害
保
険
関
係

（
別
途
生
保

・
損
保
関
係
綴
作
成
の

）
保
険
の
経
理
処
理
一
覧
,
保
険
証
券

保
険
関
係
契
約
書

６
、
税
務
署
等
へ
の
諸
届
出
関
係
書
類

（
受
付
印
確
認
の
上
、
届
出
日
順
に
綴
る
）

消
費
税
届
出
確
認
リ
ス
ト

消
費
税
事
業
内
容
調
査
内
容
確
認
書

（
上
記
２
つ
は
、
常
に
１
番
上
に
綴
る
）

消
費
税
課
税
方
法
選
択
確
認
書

土
地
の
無
償
返
還
届

※
必
須

７
、
社
会
保
険
関
係
書
類

健
康
保
険

・
厚
生

資
格
取

得
確
認

及
び
標

準
報
酬
決
定

通
知
書

８
、
そ
の
他

（
特
殊
事
情
等
に
関
す
る
資
料
、
情
報
）

月
次

処
理

必
要

書
類

一
覧

表
、
月

次
処

理
マ
ニ
ュ
ア
ル

・
決

算
処

理
マ
ニ
ュ
ア

ル
、
新
聞
切
り
抜
き
記
事
,
取
扱
商
品
の
料
金
表

重
要
調
書
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準備しておくべき組織図② メディカル・サービス法人の例

(株）●●メディカル・サービス法人　組織図

　　　　　代表取締役　　A（奥様）

　　取締役会

A（奥様）
B（院長）
C（ご親族）
D（奥様妹）

　統括責任者　　　C（ご親族）

診療報酬請求事務 　経理・労務業務 　　　 受付窓口業務 　　　　　清掃・施設管理業務 仕入管理業務
　　　
　（主）C（ご親族） 　（主）A（奥様） 　（主）E 　　　　　　（主）D（奥様妹） 　（主）C(ご親族）

E C（ご親族） F 　　　　　　　　　G E

F

           2015年3月17日　現在

医療法人社団●●整形外科　組織図

　　　　　　　　　　　　　理事長　　H（院長の父）

　　理事会

H（院長の父）
O（院長）
T（院長の奥様）
K（院長の母）

　統括責任者　　O（院長）

外来診療部門 外来リハビリ部門 　　　 　　訪問リハ 　　　　　　通所リハ部門 レントゲン部門
　　　
　（主）A（看護師） 　（主）W（理学療法士） （主）O（理学療法士 　　　　　　（主）D（柔道整復師） 　（主）D(レントゲン技師）

B（看護師） S(理学療法士） T（言語療法士） 　　　　　　　　　A（理学療法士）　　　　　　　　　　　　　E（レントゲン技師）
　F（理学療法士）

C（看護師）

           2015年3月17日　現在

準備しておくべき組織図① 医療法人の例

－ 92－



院長夫人の給与について-専従者給与と役員報酬の主な相違点-

個人開設の医療機関 メディカル・サービス法人

概念 青色専従者給与 役員報酬

契約形態 労働契約 委任契約

職務 一日の1/2以上就業時間の労働を要求されます 委任（職務）内容を明確にして、その委任された職務の遂行が要求されます

出勤 ほぼ毎日の出勤です 取締役は委任された職務遂行のための勤務が必要です

賞与 賞与の支給は認められます。ただし届け出の範囲内です 取締役の賞与は原則として認められません（別表４加算）

昇給・減給 税務署に届け出ることにより職務内容の変更等であれば年１回とは限りません 年１回となります

支給方法 未払金計上は認められません。必ず現預金支給が必要です 未払金であっても報酬計上が必要です

退職金の支給 いかなる事情であっても認められません 認められます。ただし、明らかに委任された契約を退いた場合です

医療法人の役員及び社員名簿 保存資料
（経過措置型医療法人）

2015.3.17現在

生  年  月  日 性 別 住               所 職  業 出 資 金

（ 役   職 ） 円

理事長 A 昭和●●年〇月●日 男 兵庫県芦屋市●●町1-2-3 医師 5,000,000
●●ｸﾘﾆｯｸ

理   事 B 昭和●●年〇月●日 女 兵庫県芦屋市●●町1-2-3 事務長 3,800,000
●●ｸﾘﾆｯｸ

理　事 C 昭和●●年〇月●日 女 大阪市北区●●　1-2-3 医師 1,200,000
●●ｸﾘﾆｯｸ

監　事 D 大正●年〇月●日 女 兵庫県芦屋市●●町5-6-7-8 無職

計 4名 10,000,000

昭和●●年〇月●日 男 兵庫県芦屋市●●町1-2-3 医師 5,000,000
●●ｸﾘﾆｯｸ

昭和●●年〇月●日 女 兵庫県芦屋市●●町1-2-3 事務長 3,800,000
●●ｸﾘﾆｯｸ

昭和●●年〇月●日 女 大阪市北区●●　1-2-3 医師 1,200,000
●●ｸﾘﾆｯｸ

計 3名 10,000,000

役役員員及及びび社社員員のの名名簿簿

氏          名

役
 
 

員
 
 

名

社
 
 

員
 
 

名

A

B

C
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専
従
者
の
業
務
一
覧

事
例

部
門

№
№ 1 2 3 4 5 6

0
付
加
1

付
加
2

付
加
3

1
付
加
1

付
加
2

付
加
3

2
付
加
1

付
加
2

付
加
3

3
付
加
1

付
加
2

4
付
加
1

付
加
2

5
付
加
1

付
加
2

付
加
3

付
加
4

付
加
5

付
加
6

6

リ
ー
ダ
ー
研
修
の
実
施

外
部
講
師
に
依
頼
/
費
用
清
算
/
レ
ポ
ー
ト
の
管
理

新
入
職
者
試
用
期
間
の
フ
ォ
ロ
ー
と
レ
ポ
ー
ト
の
管
理

フ
ロ
ア
係
（
ホ
ス
ピ
タ
ル
コ
ン
シ
ャ
ル
ジ
ュ
）
育
成
研
修
+
フ
ロ
ア
チ
ェ
ッ
ク
テ
ス
ト

ド
ク
タ
ー
ズ

ク
ラ
ー
ク
育
成
研
修
の
実
施
（
個
別
）

受
付
研
修
の
実
施
（
個
別
）

研
修
計
画
と
そ
の
実
施

全
体
研
修

必
要
専
門
職
人
員
ス
カ
ウ
ト
（
情
報
収
集
と
交
渉
）

リ
ク
ル
ー
ト
サ
イ
ト
へ
の
記
事
掲
載
と
そ
の
問
合
せ
へ
の
管
理

新
卒
リ
ク
ル
ー
ト
（
学
校
へ
の
求
人
案
内
と
施
設
見
学
へ
の
対
応
）

電
話
面
接
と
キ
ー
パ
ン
チ
テ
ス
ト
の
実
施

面
接
同
席
ス
タ
ッ
フ
へ
の
教
育
・
指
導

受
験
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
+
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
の
実
施

入
職
ガ
イ
ダ
ン
ス
+
入
職
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
実
施

ス
タ
ッ
フ
ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
応

雇
用
契
約
書
や
誓
約
書
の
作
成

人
事
考
課

給
与
/
賞
与
明
細
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
の
管
理
と
発
信

ス
タ
ッ
フ
ト
ラ
ブ
ル
個
別
面
接

P
T
の
専
門
研
修
の
受
入
依
頼
/
費
用
の
清
算
/
レ
ポ
ー
ト
の
管
理
/

受
入
先
へ
の
挨
拶
と
お
礼

そ
の
他

② 人 事① 医 療 福 祉 相 談 業 務

一
般
的
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
業
務

患
者
お
よ
び
家
族
へ
の
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク

生
活
保
護
制
度
に
つ
い
て
ス
タ
ッ
フ
へ
研
修

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て
ス
タ
ッ
フ
へ
研
修

リ
ハ
ビ
リ
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
へ
の
参
加

地
域
大
学
で
の
講
義
（
チ
ー
ム
医
療
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
役
割
）

一
般
的
業
務

医
療
と
介
護
の
調
整
が
必
要
な
業
務
へ
の
ス
タ
ッ
フ
へ
の
指
示

採
用
広
告
掲
載
手
続
と
問
合
せ
へ
の
対
応

（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
・
ア
イ
デ
ム
な
ど
）

採
用
に
関
す
る
事
務
手
続

履
歴
書
確
認
・
面
接
日
時
連
絡
・
面
接
同
席

採
用
検
討
/
決
定
→
回
答

ス
タ
ッ
フ
入
退
職
に
関
す
る
手
続

保
険
/
年
金
関
係
加
入
/
脱
退
手
続

退
職
金
に
関
す
る
手
続
/
ロ
ッ
カ
ー
や
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム

給
与
/
賞
与
/
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と

ス
タ
ッ
フ
へ
の
事
務
連
絡
の
周
知

伝
達
/
連
絡

部
門

№
№

1
付
加
1 2

付
加
1

3 4
付
加
1 5 6 7

8 9

10 11

12
付
加
1

1 2 3 4 5
付
加
1

1
看
板
打
ち
合
わ
せ
/リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
/冊

子
へ
の
掲
載
記
事
作
成

2 3

4

⑤ 企 画 / 広 告
そ
の
他

③ 総 務

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
管
理
/新

着
ニ
ュ
ー
ス

Ｆ
ａｃ

ｅｂ
ｏｏ

ｋの
ニ
ュ
ー
ス
配
信
企
画
/実

施

④ 経 理

業
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
（労

災
/Ｄ

Ｃ
/受

付
/フ

ロ
ア
/リ

ハ
助
手
）

棚
卸
資
料
作
成

顧
問
税
理
士
へ
の
報
告

経
理
資
料
の
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
/管

理

そ
の
他

備
品
購
入
決
済
/設

備
搬
入
時
対
応

広
報
誌
（ク

リ
ニ
ッ
ク
新
聞
）/
患
者
説
明
ツ
ー
ル
冊
子
（「
は
じ
め
て
来
院

一
般
的
業
務

一
般
的
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
業
務

事
故
（ト

ラ
ブ
ル
）な

ど
の
処
理
　
20
13
/2
/8
交
通
事
故
　
20
13
/9
/1
9　

停
電
事
故

ス
タ
ッ
フ
へ
の
お
誕
生
日
プ
レ
ゼ
ン
ト
/ラ

ン
チ
/宴

会
の
調
整

教
室
の
開
催
計
画
/実

施
/記

録
　

年
次
/月

次
/日

報
な
ど
の
数
字
の
把
握
と
資
料
管
理

支
払
/現

金
の
管
理
/通

帳
管
理
/入

出
金
管
理

そ
の
他

契
約
書
の
管
理

保
険
/保

守
の
管
理

さ
れ
た
患
者
さ
ま
へ
」「
リ
ハ
ビ
リ
を
う
け
ら
れ
る
患
者
さ
ま
へ
」な

ど
）

患
者
説
明
ツ
ー
ル
動
画
作
成

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
へ
の
参
加

外
部
提
出
物
作
成
/提

出

物
品
発
注
と
購
入
担
当

全
体
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
時
の
レ
ジ
ュ
メ
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
成
績
ス
タ
ッ
フ
公
開
資
料
作
成

ク
リ
ニ
ッ
ク
内
PC

ト
ラ
ブ
ル
へ
の
対
応

IT
チ
ー
ム
の
作
成
と
教
育
/指

導

SP
D
管
理
導
入
と
チ
ー
ム
作
成
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加
入
保
険
一
覧
表
の
事
例

現現
状状

　　
（（

医医
））

◎◎
○○

クク
リリ

ニニ
ッッ

クク
様様

　　
（（

敬敬
称称

略略
））

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦

証券
番号

91
75

50
58

3
91

75
50

58
1

81
78

46
21

1
35

34
00

30
87

91
75

15
61

1
91

75
15

61
0

保険
会社

○○
生命

○○
生命

○○
生命

○○
生命

○○
生命

○○
生命

○○
生命

商品
70

歳定
期

85
歳定

期
70

歳定
期

定期
付終

身
85

歳定
期

70
歳定

期
85

歳定
期

被保
険者

○×
△○

○×
△○

△○
　×

○
△○

　×
○

○○
××

○○
××

○○
○○

保険
金額

10
0,0

00
,00

0
10

0,0
00

,00
0

10
0,0

00
,00

0
75

,00
0,0

00
15

0,0
00

,00
0

15
0,0

00
,00

0
10

0,0
00

,00
0

月払
保険

料
¥4

3,4
00

¥6
2,3

00
¥4

0,9
00

¥2
3,3

87
¥5

7,1
00

契約
年

平成
8年

4月
1日

平成
8年

4月
1日

平成
3年

8月
1日

平成
7年

7月
1日

平成
7年

7月
1日

平成
7年

7月
1日

平成
8年

4月
1日

保険
期間

70
歳

85
歳

70
歳

85
歳

85
歳

70
歳

85
歳

払込
期間

43
年

58
年

39
年

49
年

49
年

34
年

50
年

年払
保険

料
¥5

20
,80

0
¥7

47
,60

0
¥4

90
,80

0
¥2

80
,64

4
¥1

,41
7,9

50
¥9

35
,70

0
¥6

85
,20

0

損金
計上

額
¥5

20
,80

0
¥3

73
,80

0
¥4

90
,80

0
¥2

39
,02

8
¥7

08
,97

5
¥9

35
,70

0
¥3

42
,60

0

現在
の返

戻金
¥3

,30
1,9

69
¥1

,75
9,4

28
¥2

,94
8,1

28
¥9

,26
7,7

49
¥4

,86
6,9

76
¥3

,10
2,8

95

現在
の単

純返
戻率

備考
欄

(ｺﾒ
ﾝﾄ)
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医療法人設立時に提出する書類一覧
保健所

◇◇保保健健所所

【届出必要書類】

①法人診療所の開設許可申請書

②個人診療所の廃止届

③法人診療所の開設届

④X線設置届出

【備考】【準備資料】

原本を保健所へ持参◇管理者の医師免許証（原本照合）

◇管理者の履歴書

◇従事医師の医師免許証（写）

◇従事医師の履歴書

敷地面積が分るよう図の中に記載◇敷地平面図

◇周囲の見取図（地図ｺﾋﾟｰOK）

診療所部分が明確に分るよう赤鉛筆で囲む※◇建物平面図

◇定款（理事長の原本照合要）

法人印をお作り頂く様お願いします◇法人代表印

業者へ依頼お願いします◇X線設置届

※建物平面図 寸法・面積及び各室名を記載。診療所が２階にわたる場合、各階の平面図を添付する

医療法人設立時の留意ポイント
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◇◇厚厚生生局局

【備考】【届出必要書類】

個人診療所として廃止①保険医療機関指定廃止届

法人診療所として申請②保険医療機関指定申請書

継続性のある事由③遡及指定を要する事由書

在宅時医学管理料・在宅末期医療総合等④診療報酬施設基準に係る届出書

【備考】【準備資料】

保健所印あるもの◇開設許可申請書（写）

保健所印あるもの◇開設届（写）

保健所印あるもの◇廃止届（写）

勤務医含む◇医師免許証（写）

勤務医含む◇医師履歴書（写）

地図ｺﾋﾟｰ可◇最寄駅から診療所までの案内図

◇土地建物平面図

調剤室設置しない場合理由書添付◇診療所配置図

弊社にて作成。捺印のみ。◇診療所賃貸契約書（写）

司法書士へ依頼◇法人登記簿謄本

理事長の原本照合要◇定款

医療法人設立時に提出する書類一覧 厚生局
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医
療
法
人
設
立
時
に
提
出
す
る
書
類

税
務
関
連
書
類

●
●

内
科

ク
リ
ニ
ッ
ク
→

医
療

法
人

　
●

●
会

　
●

●
内

科
ク
リ
ニ
ッ
ク
　
へ

　
法

人
成

り

理
事

長
　
○

○
　
◎

○
　
先

生

法
人

設
立

の
日

　
　
H
1
8
.6
.5
　
　
　
（
事

業
開

始
は

H
1
8
.7
.1
～

）

第
１
期

　
　
H
1
8
.6
.5
　
～

　
H
1
9
.5
.3
1

法法
人人

成成
りり
後後

のの
個個

人人
不不

動動
産産

所所
得得

のの
状状

況況
にに

つつ
いい

てて
のの

ココ
メメ
ンン
トト
（（
不不

動動
産産

所所
得得

のの
青青

色色
申申

告告
のの

届届
けけ

のの
要要

否否
判判

断断
のの

たた
めめ

））

ク
リ
ニ
ッ
ク
の

建
物

は
テ
ナ
ン
ト
ビ
ル

で
借

り
て
い
る
か

ら
、
不

動
産

所
得

は
発

生
し
な
い
。

＊
設

立
認

可
申

請
書

一
式

審
理

チ
ェ
ッ
ク
用

＜＜
法法

人人
　　
設設

立立
関関

係係
＞＞

＊
個

人
Ｆ
、
法

人
Ｆ

審
理

チ
ェ
ッ
ク
用

チ
ェ
ッ
ク

チ
ェ
ッ
ク

申
請

書
類

添
付

書
類

提
出

先
備

　
　
　
考

法
人

等
の

設
立

等
の

申
告

書
１
、
定

款
の

写
し

　
　

２
、
登

記
簿

謄
本

（
写

し
で
可

）

法
人

設
立

申
告

書
１
、
定

款
の

写
し

２
、
登

記
簿

謄
本

３
、
社

員
名

簿

法
人

設
立

届
出

書
１
、
定

款
の

写
し

２
、
登

記
簿

謄
本

３
、
社

員
名

簿

青
色

申
告

の
承

認
　
申

請
書

棚
卸

資
産

の
評

価
　
方

法
の

届
出

書
法

定
な
の

で
提

出
不

要

減
価

償
却

資
産

の
　
償

却
方

法
の

届
出

書
法

定
な
の

で
提

出
不

要

給
与

支
払

事
務

所
等

の
開

設
届

出
書

源
泉

所
得

税
の

納
期

の
特

例
の

承
認

に
関

す
る
申

請
書

毎
月

納
付

に
す
る
の

で
不

要

消
費

税
の

新
設

法
人

に
該

当
す
る
旨

の
届

出
書

法
人

設
立

届
出

書
に
記

載
す
れ

ば
提

出
不

要
だ
が

提
出

す
る

消
費

税
簡

易
課

税
制

度
選

択
届

出
書

試
算

し
て
第

1
期

終
了

迄
に
出

す
。
選

択
確

認
書

原
稿

・
判

定
表

添
付

＜＜
個個

人人
　　
廃廃

業業
関関

係係
＞＞

チ
ェ
ッ
ク

チ
ェ
ッ
ク

申
請

書
類

添
付

書
類

提
出

先
備

　
　
　
考

個
人

事
業

廃
業

届
A
府

税
事

務
所

個
人

事
業

廃
業

届

青
色

申
告

の
取

り
や

め
届

出
書

事
業

を
開

始
し
た
場

合
出

し
忘

れ
る
か

も
し
れ

な
い
か

ら
出

さ
な
い

青
色

申
告

の
承

認
　
申

請
書

個
人

Ｆ
に
控

が
な
い
場

合
・
不

動
産

所
得

が
残

る
（
発

生
）
す
る
場

合

給
与

支
払

事
務

所
等

の
廃

止
届

出
書

事
業

廃
止

届
出

書
（
消

費
税

）

納
税

地
の

変
更

届
事

業
所

　
→

　
住

所
地

へ
　
既

に
事

業
所

に
な
っ
て
た
の

で
不

要

A
市

役
所

A
府

税
事

務
所

●
●

税
務

署

●
●

税
務

署
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開業に伴う税務会計の留意ポイント
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新
規
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
事
務
所
で
管
理
す
る
①

■
確

認
事

項

免
許

証
の

コ
ピ
ー

（
開

業
者

）
開

業
者

の
名

前
・
生

年
月

日
・
住

所

源
泉

徴
収

票
・
確

定
申

告
書

の
控

前
年

の
確

定
申

告
の

有
無

賃
貸

契
約

書
開

業
予

定
地

の
住

所

免
許

証
の

コ
ピ
ー

（
専

従
者

）
専

従
者

の
名

前
・
生

年
月

日

■
必

要
資

料
開
業
届
を
作
成

す
る
為
の

必
要
資
料
を

回
収
す
る

税
務
署
・
県
税
（
府

税
）
事
務
所
か
ら
返
送

稟
議
書
・
開
業
届

を
作
成

問
題
点
を
解
消

審
理
担
当

確
認

税
務
署
・
県
税
（
府
税
）

事
務
所
へ
郵
送

問
題
無

問
題
有

所
長
確
認

問
題
点
を
解
消

問
題
有

パ
ー
マ
ネ
ン
ト
フ
ァ
イ
ル
へ

稟
議
書
と
届
出
書
（
控
）
の
コ

ピ
ー
を
挟
み
込
む

開
業
届
出
書
（
控
）
を
フ
ァ
イ

ル
（
開
業
者
返
却
用
）
に
綴

じ

問
題
無

--
所所

内内
のの

開開
業業

届届
作作

成成
フフ
ロロ
ーー
チチ
ャャ
ーー
トト

--
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開
業
届
作
成
シ
ー
ト

作
成
日

確
認
日

扶
養

有
　
・
　
無

扶
養

有
　
・
　
無

扶
養

有
　
・
　
無

扶
養

有
　
・
　
無

扶
養

有
　
・
　
無

扶
養

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

有
　
・
　
無

県
民
局

取
扱

県
税
事
務
所

税
務
署

日

月

昭
和

年
月

日
月

年
平
成

月
日

平
成

日

――― ―

平
成

年

― ― ―

―

―

〒昭
和

自
宅
電
話

自
宅
F
A
X

開
業
日

配
偶
者
氏
名

診
療
所
電
話

―
〒

県
　
　
税

所
　
得
　
税

フ
リ
ガ
ナ

生
年
月
日

確
定
申
告

納
　
税
　
地

資
　
　
格

税
　
務
　
署

不
動
産
所
得

お
子
様

日

診
療
所
F
A
X

自
宅
住
所

氏
　
　
名

生
年
月
日

診
療
所
名

診
療
所
住
所

月

お
子
様

年
齢

年
齢

年
齢

年
齢

年

年

家
族
構
成

フ
リ
ガ
ナ

お
父
様

お
母
様

お
子
様

お
子
様

年
齢

年
齢

新
規
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
カ
ル
テ
を
作
成
し
共
有
す
る
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不

動
産

所
得

有
　

給
与

所
得

有

新
規

開
業

既
存

先
　

事
業

所
得

有

初
回

ヒ
ア

リ
ン

グ
シ

ー
ト

開
業

届
ヒ

ア
リ
ン

グ
シ

ー
ト

議
事

録
確

定
申

告
書

（
控

え
）
o
r源

泉
徴

収
票

開
業

者
運

転
免

許
証

（
身

分
証

明
書

）
診

療
所

賃
貸

契
約

書
そ

の
他

（
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ）

月
日

月
日

月
日

個
人

事
業

税
の

開
廃

業
等

の
届

出
書

個
人

事
業

の
開

業
届

出
書

所
得

税
の

青
色

申
告

書

青
色

事
業

専
従

者
給

与
に

関
す

る
届

出
書

配
偶

者
無

勤
労

配
偶

者

確
定

申
告

時
提

出

給
与

事
務

所
等

の
開

設
届

出
書

源
泉

所
得

税
の

納
期

の
特

例
の

承
認

に
関

す
る

申
請

書

所
得

税
の

納
税

地
の

変
更

に
関

す
る

届
出

書
（

）
税

務
署

所
得

税
の

納
税

地
の

変
更

に
関

す
る

届
出

書
（

）
税

務
署

消
費

税
課

税
事

業
者

選
択

不
適

用
届

出
書

消
費

税
簡

易
課

税
制

度
選

択
届

出
書

消
費

税
簡

易
課

税
制

度
選

択
不

適
用

届
出

書

消
費

税
課

税
期

間
特

例
選

択
・
変

更
届

出
書

消
費

税
課

税
期

間
特

例
選

択
不

適
用

届
出

書

備
考

日
年

月

所
長

代
理

担
当

者

証
明

書
類

月
顧

問
開

始
現

状
区

分

顧
問

開
始

月
年

事事
務務

所所
印印

捺捺
印印

稟稟
議議

書書
所

長

役
所

郵
送

日
顧

客
返

却
日

県 民 局

事 業 税

開
業

月
日

捺 印 申 請 書 類

消 費 税 関 係

所
得

税
の

　
た

な
卸

の
評

価
方

法
　

及
び

　
減

価
償

却
資

産
の

評
価

方
法

　
の

届
出

書
所 得 税 関 係

コ メ ン ト

担
当

検
印

者

税 務 署

事
業

所
名

　
不

動
産

所
得

有
　

給
与

所
得

有

　
事

業
所

得
有

既
存

先
新

規
開

業

確
定

申
告

時
提

出

初
回

ヒ
ア

リ
ン

グ
シ

ー
ト

開
業

届
ヒ

ア
リ
ン

グ
シ

ー
ト

議
事

録
確

定
申

告
書

（
控

え
）
o
r源

泉
徴

収
票

開
業

者
運

転
免

許
証

（
身

分
証

明
書

）
診

療
所

賃
貸

契
約

書

配
偶

者
無

勤
労

配
偶

者

そ
の

他
（
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 ）

新
規
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
事
務
所
で
管
理
す
る
②

－ 102－



開業時の初期指導ノウハウ
開業時お渡しファイル一覧表（兵庫/大阪 ・ 院内/院外）

背番号 兵庫・院内 兵庫・院外 大阪・院内 大阪・院外

A 契約書等長期保存 ● ● ● ●

B 税務署届出関係 ● ● ● ●

C 人事関係 ● ● ● ●

D 初期指導マニュアル ● ● ● ●

開業費貼り付けノート

背番号 兵庫・院内 兵庫・院外 大阪・院内 大阪・院外

1 薬品仕入 検査（院内） ● ●

1 薬品仕入 検査（院外） ● ●

2 月次ファイル 兵庫版 兵庫版 大阪版 大阪版

3 売上 平成○年○月 ● ● ● ●

4 現金ノート ● ● ● ●

5 給与ファイル ● ● ● ●

他 ボックス2つ ● ● ● ●

開業時の初期指導ノウハウ

－ 103－

医
療
機
関
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税
務
・
会
計
処
理
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保存すべき書類はBOXにまとめる

BOXとファイルごとに保管する書類は
決めておく

－ 104－



月次ファイルはインデックスに別ける

請求書・自動引き落とし等の書類は１冊のファイルで
管理する

－ 105－

医
療
機
関
の
税
務
・
会
計
処
理
Ⅰ



保
険

窓
口

収
入

４
１

１
１

保
険

診
療

収
入

の
う

ち
窓

口
入

金
額

介
護

窓
口

収
入

４
１

１
２

介
護

保
険

診
療

収
入

の
う

ち
窓

口
入

金
額

保
険

請
求

収
入

４
１

２
１

社
保

・
国

保
の

請
求

金
額

（
窓

口
以

外
）

介
護

請
求

収
入

４
１

２
２

介
護

保
険

の
請

求
金

額
（

窓
口

以
外

）

自
費

診
療

・
健

康
診

断
・

診
断

書
作

成
・

労
災

・
自

賠
責

国
保

の
事

務
手

数
料

・
乳

幼
児

協
力

手
数

料
・

介
護

主
治

医
意

見
書

作
成

料

診
査

料
（

生
保

）
・

市
町

村
収

入
役

か
ら

の
振

込
な

ど

ビ
ン

、
容

器
代

・
松

葉
杖

預
り

金

薬
品

仕
入

高
５

４
２

１
投

薬
用

薬
品

・
注

射
用

薬
品

・
外

用
薬

な
ど

診
療

材
料

仕
入

高
５

４
３

１
（

歯
科

限
定

）
石

膏
・

金
属

・
型

ど
り

材

給
食

材
料

仕
入

高
５

４
４

１
患

者
給

食
用

食
品

医
療

消
耗

備
品

仕
入

高
５

４
５

１
レ

ン
ト

ゲ
ン

フ
ィ

ル
ム

・
酸

素
・

包
帯

・
薬

袋
な

ど

委
託

費
５

５
１

１
検

査
会

社
委

託
費

役
員

報
酬

６
２

１
１

理
事

報
酬

従
業

員
給

与
６

２
３

１
従

業
員

給
与

賞
与

６
２

４
１

従
業

員
賞

与

退
職

金
６

２
５

１
従

業
員

退
職

金

法
定

福
利

費
６

２
６

０
社

会
保

険
料

会
社

負
担

分
・

労
働

保
険

料

従
業

員
残

業
食

・
従

業
員

忘
年

会
・

慰
安

旅
行

健
康

診
断

・
お

祝
い

，
香

典
，

お
見

舞
い

（
従

業
員

用
）

・
お

茶
代

（
社

内
）

永
年

勤
務

表
彰

旅
費

交
通

費
６

３
１

１
通

勤
費

・
高

速
券

Ｅ
Ｔ

Ｃ
代

・
出

張
旅

費
・

出
張

宿
泊

費
・

回
数

券
・

ガ
ソ

リ
ン

代
・

電
車

・
バ

ス
・

タ
ク

シ
ー

取
引

先
と

打
ち

合
わ

せ
費

用
・

来
客

食
事

代
・

会
議

関
連

費
・

お
茶

代
（

来
客

用
）

　
※

会
議

に
関

連
し

て
通

常
要

す
る

茶
菓

、
弁

当
等

、
昼

食
の

程
度

を

　
 
 
 
越

え
な

い
飲

食
物

等
の

接
待

に
要

す
る

費
用

。

　
　

 
 
 
 
（

１
人

あ
た

り
３

，
０

０
０

円
程

度
ま

で
）

通
信

費
６

３
３

１
電

話
代

・
切

手
・

は
が

き
代

、
有

線
放

送
・

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
回

線
使

用
料

文
房

具
・

事
務

用
品

・
コ

ピ
ー

代
・

ダ
ス

キ
ン

（
用

品
）

・
白

衣
・

洗
剤

・
灯

油
代

医
院

の
花

、
植

木
・

カ
ル

テ
、

レ
セ

用
紙

・
ゴ

ミ
袋

・
診

療
所

用
備

品
（

１
０

万
円

未
満

）

水
道

光
熱

費
６

３
６

１
水

道
代

・
電

気
代

・
ガ

ス
代

修
繕

費
６

３
７

１
診

療
所

使
用

物
品

の
修

理
・

診
療

所
建

物
修

理
・

車
検

代
（

整
備

費
用

）

広
告

宣
伝

費
６

３
８

１
看

板
等

の
掲

載
料

・
求

人
費

用

地
代

家
賃

６
３

９
１

診
療

所
地

代
・

診
療

所
家

賃
・

契
約

駐
車

場
・

従
業

員
借

り
上

げ
社

宅

生
命

保
険

料
（

損
金

部
分

）
・

火
災

保
険

・
自

動
車

保
険

所
得

補
償

保
険

・
医

師
賠

償
・

中
退

金
掛

金
・

特
退

共
掛

金

香
典

代
・

御
祝

・
お

見
舞

・
お

中
元

お
歳

暮
・

手
土

産
等

贈
答

品
・

記
念

式
典

諸
費

用

接
待

関
係

交
通

費
・

情
報

交
換

飲
食

代
・

情
報

交
換

ゴ
ル

フ
プ

レ
ー

代
・

医
療

費
免

除
（

取
引

先
の

み
）

ロ
ー

タ
リ

ー
ク

ラ
ブ

会
費

・
ラ

イ
オ

ン
ズ

ク
ラ

ブ
会

費

諸
会

費
６

４
３

１
医

師
会

費
・

同
業

者
団

体
会

費
・

納
税

協
会

会
費

自
動

車
税

・
印

紙
代

・
受

取
利

息
源

泉
税

・
償

却
資

産
税

診
療

所
固

定
資

産
税

・
延

滞
金

・
過

怠
金

減
価

償
却

費
６

４
６

１
減

価
償

却

図
書

研
究

研
修

費
６

４
７

１
医

学
書

・
待

合
室

用
雑

誌
・

新
聞

代
・

各
種

研
修

費
用

及
び

付
随

費

寄
付

金
６

４
８

１
共

同
募

金
・

寺
院

神
社

寄
付

・
日

本
赤

十
字

・
指

定
寄

付
金

・
一

般
寄

付
金

Ｓ
Ｍ

Ｂ
の

顧
問

料
・

税
理

士
労

務
士

等
の

報
酬

・
庭

手
入

れ

セ
コ

ム
等

保
守

料
・

Ｍ
Ｓ

法
人

へ
の

委
託

料
・

医
療

事
務

委
託

リ
ー

ス
料

６
５

１
１

各
種

機
器

リ
ー

ス

支
払

手
数

料
６

５
１

２
譲

渡
時

の
仲

介
手

数
料

・
車

の
購

入
手

数
料

（
登

録
費

用
等

）

衛
生

管
理

費
６

５
１

３
ク

リ
ー

ニ
ン

グ
代

・
廃

液
処

理
・

廃
棄

物
処

理
・

清
掃

費
用

（
ダ

ス
キ

ン
含

む
）

雑
費

６
５

２
１

振
込

手
数

料
・

貸
付

金
手

数
料

・
残

高
証

明
手

数
料

・
計

量
費

用
・

証
紙

・
上

記
以

外
の

科
目

管
理

諸
費

６
４

９
１

接
待

交
際

費
６

４
２

１

租
税

公
課

６
４

４
１

科
目

判
断

表
Ｐ

／
Ｌ

（
医

療
機

関
）

自
由

診
療

収
入

４
２

１
１

保
険

料
６

４
１

１

会
議

費
６

３
２

１

福
利

厚
生

費
６

２
６

１

備
品

消
耗

品
費

６
３

５
１

現
金

１
１

１
１

現
金

・
小

口
現

金

当
座

預
金

１
１

１
２

当
座

預
金

普
通

預
金

１
１

１
３

普
通

預
金

定
期

預
金

１
１

１
４

定
期

預
金

・
定

期
積

金

そ
の

他
預

金
１

１
１

５
納

税
準

備
預

金
・

そ
の

他
預

金

資
金

諸
口

給
　

　
　

与
1
1
1
6
-
1

借
入

返
済

1
1
1
6
-
2

医
師

信
用

組
合

1
1
1
6
-
3

保
険

医
協

会
1
1
1
6
-
4

医
師

協
同

組
合

1
1
1
6
-
5

ク
レ

ジ
ッ

ト
1
1
1
6
-
6

総
合

振
込

1
1
1
6
-
7

そ
　

の
　

他
1
1
1
6
-
8

窓
口

現
金

１
１

２
１

窓
口

現
金

保
険

未
収

入
金

１
１

２
２

保
険

請
求

収
入

の
未

収
入

金
・

保
険

窓
口

収
入

未
収

入
金

　
　

自
由

診
療

未
収

入
金

１
１

２
３

自
由

診
療

収
入

の
未

収
入

金
・

窓
口

自
費

の
未

収
入

金

介
護

未
収

入
金

１
１

２
４

介
護

請
求

収
入

の
未

収
入

金
・

介
護

窓
口

収
入

の
未

収
入

金

有
価

証
券

１
１

２
５

株
式

薬
品

１
１

３
１

薬
品

棚
卸

額

診
療

材
料

１
１

３
２

（
歯

科
限

定
）

石
膏

・
金

属
・

型
ど

り
材

給
食

材
料

１
１

３
３

給
食

材
料

棚
卸

額

医
療

消
耗

備
品

１
１

３
４

医
療

消
耗

品
棚

卸
額

貯
蔵

品
１

１
３

７
診

療
所

案
内

・
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
等

前
渡

金
１

１
５

１
手

付
金

・
前

払
金

前
払

費
用

１
１

５
２

リ
ー

ス
料

・
地

代
家

賃
・

広
告

宣
伝

費
・

保
険

料
の

前
払

い
・

経
費

の
前

払
い

短
期

貸
付

金
１

１
５

３
役

員
貸

付
金

・
従

業
員

貸
付

金
（

一
年

以
内

返
済

予
定

）
　

未
収

入
金

１
１

５
４

保
険

請
求

収
入

・
自

由
診

療
収

入
以

外
の

未
収

入
金

立
替

金
１

１
５

５
一

時
的

な
立

替
払

い
・

従
業

員
に

対
す

る
立

替
・

役
員

に
対

す
る

立
替

仮
払

金
１

１
５

６
院

長
仮

払
い

・
交

際
費

仮
払

い
・

交
通

費
仮

払
い

（
左

記
の

精
算

も
含

む
）

仮
払

消
費

税
等

１
１

６
４

仮
払

消
費

税

貸
倒

引
当

金
１

１
７

１
貸

倒
引

当
金

建
物

１
２

１
１

診
療

所
取

得
費

・
診

療
所

増
改

築
・

従
業

員
社

宅
・

倉
庫

等

構
築

物
１

２
１

２
門

・
塀

・
緑

化
設

備
・

花
壇

・
広

告
看

板
・

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

等

機
械

装
置

１
２

１
３

機
械

車
両

運
搬

具
１

２
１

５
車

両
・

普
通

乗
用

車
・

軽
自

動
車

・
ﾊ゙

ﾝ
等

電
子

計
算

機
（

レ
セ

コ
ン

）
・

コ
ピ

ー
機

・
Ｔ

Ｖ
・

冷
暖

房
機

器

通
信

機
器

・
応

接
セ

ッ
ト

等
（

１
０

万
円

以
上

の
も

の
）

建
物

附
属

設
備

１
２

１
７

ガ
ス

設
備

・
給

排
水

設
備

・
電

気
設

備
・

衛
生

設
備

・
冷

暖
房

設
備

・
昇

降
機

設
備

等

医
療

機
器

１
２

１
８

医
療

機
器

・
レ

ン
ト

ゲ
ン

・
Ｘ

線
Ｔ

Ｖ
装

置
・

エ
コ

ー
・

内
視

鏡
等

（
１

０
万

円
以

上
の

も
の

）

土
地

１
２

２
１

土
地

建
設

仮
勘

定
１

２
２

２
建

築
代

金
の

手
付

金
・

設
備

取
得

の
前

渡
金

一
括

償
却

資
産

１
２

２
６

三
年

一
括

償
却

す
る

資
産

（
1
0
万

円
以

上
2
0
万

円
未

満
）

※
た

だ
し

平
成

1
5
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
購

入
し

事
業

に
供

し
た

も
の

に
限

る

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

１
２

３
３

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

（
1
0
万

円
以

上
）

借
地

権
１

２
３

５
借

地
権

電
話

加
入

権
１

２
３

６
電

話
加

入
権

出
資

金
１

２
５

１
協

同
組

合
へ

の
出

資
・

社
団

法
人

へ
の

出
資

・
ゴ

ル
フ

ク
ラ

ブ
・

ス
ポ

ー
ツ

ク
ラ

ブ
の

入
会

金

保
険

積
立

金
１

２
５

３
保

険
料

積
立

部
分

・
保

険
積

増

敷
金

・
保

証
金

１
２

５
５

建
物

賃
借

の
敷

金
・

差
入

れ
保

証
金

・
テ

ナ
ン

ト
借

家
保

証
金

（
返

還
さ

れ
る

も
の

）

長
期

貸
付

金
１

２
５

６
役

員
貸

付
金

・
従

業
員

貸
付

金
（

返
済

期
間

が
一

年
超

）
　

長
期

前
払

費
用

１
２

５
７

リ
ー

ス
料

・
地

代
家

賃
・

広
告

宣
伝

費
・

借
入

保
証

料
・

保
険

料
の

先
払

い
（

一
年

超
の

期
間

分
の

前
払

い
費

用
）

繰
延

資
産

１
３

１
１

同
業

者
団

体
加

入
金

開
業

費
１

３
１

２
一

括
償

却
可

能
な

も
の

科
目

判
断

表
Ｂ

／
Ｓ

（
医

療
機

関
）

器
具

・
備

品
１

２
１

６

－ 106－



経理業務の効率化機能

追加

経理業務の効率化機能

追加
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社
保

（
12

月
分

２
月

入
金

）
の
振
込
通
知
書
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
方
法

(一
部

抜
粋

）
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税務調査で必要な帳簿書類は７年

「取引に関する書類」・・・総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、

固定資産台帳など

「現金・預貯金の取引証憑書類」・・・領収書、通帳、小切手控など

「取引証憑書類」・・・請求書、契約書など

「年末調整の時に会社に提出される」扶養控除等申告書など全ての書類

「源泉徴収簿」

「消費税法上必要な」課税仕入れに関する請求書 など

社保（12月分２月入金）の振込通知書をダウンロードしてもらう事で確定申告がス
ムーズに進みます

【手順】

オンライン請求「各種帳票等」

→振込額明細をクリック

→処理年月 令和4年1月（＝12月診療分1月提出）のExcel「作成」をクリック

→「作成しますか？」OKをクリック

→「最新状況に更新」をクリック

→1月処理分一式のZIPファイルをダウンロード

一式の中に「当座口振込通知書」があります。

これのみメールまたは印刷して頂くか、

もしくは、ZIPファイルまるごとメール頂きましたら、税理士事務所のほうで必要なものを取り出します。
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クリニックにおける会計業務の流れと監査のポイント
ー 個人診療所と医療法人共通事項 ー

・診療録（カルテ）の保存期間は？

⇒医師、歯科医師が作成する診療録（カルテ）は医師法、歯科医師
法により５年間の保存が求められています。

・レントゲンの保存期間は？

⇒診療放射線技師法により、原則2年間、保険医療機関は3年間の
保存が求められています。

・診療所で実施した生理検査のデータ（心電図、エコーなど）保存期間
は？

⇒検査結果成績の保存期間は法的には明記されていません。一般
的には診療録と同様と考え５年間の保管をしているケースが多いよう
に思います。

医療関連の書類は基本5年間の保存義務がある
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１ｶ月の流れを把握しておく

診療報酬は、保険医療機関、健康保険組合がそれぞれの請求・支払を個別に行うのではなく、保険者等から
審査と支払を委託されている支払基金という公的な機関を通して適正に審査され、支払われています。

社会保険支払基金とは？

支払基金は、健康保険制度における診療報酬
の「審査」及び「支払」について、保険者等の委
託を受けて実施する審査支払の専門機関です。

保険医療機関（薬局）からの診療に係る医療
費の請求が正しいか審査したうえで、健康保
険組合（保険者）などへ請求し、健康保険組合
から支払われた医療費を保険医療機関へ支
払いをする仕事をしています。

会社の従業員などの方は、協会けんぽや健康
保険組合（保険者）などに加入しています。

加入者本人（被保険者）やその家族（被扶養
者）が病気やケガをして、病院（保険医療機
関）に行って治療を受けると、その医療費（１日
から末日まで）は診療報酬明細書（レセプト）と
いう形で病院から支払基金に請求されます。
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■■■■　窓窓口口現現金金のの管管理理のの流流れれ　■■■■

※　レジペーパーの控えは窓口現金受渡表の裏に貼りつけるか、別途保管をしてください

※　ファスナー付きのビニール袋を用意して、あらかじめ、
　　「午前診」「午後診」「１日」「２日」・・・「３１日」と書いておくと便利です

午午前前 現現金金残残高高のの確確認認

窓口現金受渡表を記入 窓口月計表を記入

午午前前 診診察察終終了了後後

レセコンから日報を印刷 窓口日計表に縦横計を記入

午午前前 診診察察中中

レセコンに入力
未収・返金・保険証
忘れノートに記入

窓口日計表を記入

午午後後 現現金金残残高高のの確確認認

窓口現金受渡表を記入 窓口月計表を記入

午午後後 診診察察終終了了後後

レセコンから日報を印刷 窓口日計表に縦横計を記入

午午後後 診診察察中中

レセコンに入力
未収・返金・保険証
忘れノートに記入

窓口日計表を記入

午前診の本日入

金額を袋に入れ

る

午後診の本日入

金額を袋に入れ

る

本
日
の
売
上
を
１
つ
の
袋
に
ま
と
め
て
保
管

毎日の窓口現金

を１日ずつ銀行に

入金する

（入金に行くのは

数日分まとまって

からでもよい）

レセプトとは？
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日日
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午
前
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午
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売
　

　
　

上

患
者

名
備
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例例
３３

保保
険険

証証
忘忘

れれ

患
者

名
に

つ
い

て
は

、
来

院
者

全
員

を
記

入
し

て
くだ

さ
い

受
取

金
額

が
な

い
方

も
記

入
し

て
くだ

さ
い

合
計

金
額

ゼ
ロ

の
場

合
の

理
由

（未
収

・公
費

負
担

等
）等

を
記

入
し

て
くだ

さ
い

田
中

　
直

子
7
月

1
3
日

保
険

2
0
0
円

だ
が

、
親

族
な

の
で

免
除

し
た
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険

証
忘
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収

入
物

品
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計

A
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D

Ａ
～

Ｄ
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計
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田

中
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子
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0
0

2
0
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親
族
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山

田
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子
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0
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鈴
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1
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0
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0
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0
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※
窓

口
免

除
を

し
て

は
い

け
な

い
の

で
、

窓
口

で
一

旦
領

収
し

て
く
だ

さ
い

従
業

員
様

の
分

→
給

与
に

「
医

療
手

当
」
と

し
て

返
金

す
る

、
ま

た
は

、
下

記
取

引
先

と
同

様
に

す
る

親
族

・
友

人
、

取
引

先
な

ど
→

受
付

管
理

の
小

口
現

金
ま

た
は

院
長

管
理

の
現

金
か

ら
窓

口
の

レ
ジ

に
支

払
う

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
医

療
費

の
領

収
書

は
他

の
小

口
現

金
ま

た
は

現
金

の
領

収
書

と
一

緒
に

保
管

す
る

　
　

　
　

　
親

族
・
知

人
・
・
・
事

業
主

貸
（
法

人
の

場
合

は
立

替
払

に
し

て
お

い
て

、
月

末
に

院
長

の
ポ

ケ
ッ

ト
マ

ネ
ー

か
ら

返
金

し
て

も
ら

う
）

　
　

　
　

　
取

引
先

（
事

業
関

係
者

）
・
・
・
交

際
費

　
　

　
　

　
（
従

業
員

・
・
・
福

利
厚

生
費

　
給

料
で

上
乗

せ
し

な
い

場
合

）

宮
田

　
洋

子
7
月

1
5
日

午
前

　
2
5
0
円

の
と

こ
ろ

、
誤

っ
て

2
8
0
円

を
領

収
し

た
7
月

1
5
日

午
後

　
3
0
円

を
返

金
し

た
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0
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→
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0
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陽
子

-
3
0

-
3
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7
/
1
5
午

前
3
0
円

返
金

2
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3
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3
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0

-
3
0

0
0

0
-
3
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午
後

売
　

　
　

上

患
者

名
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考

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

窓窓
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日日
　

計計
　

表表
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

午
前

　
・
　

午
後

売
　

　
　

上

患
者

名
備

　
考

例例
４４

窓窓
口口

免免
除除

例例
５５

返返
金金

A
B

C
D

Ａ
～

Ｄ
の

計

患
者

様
に

と
っ

て
は

無
料

で
す

が
、

ク
リ

ニ
ッ

ク
の

現
金

を
窓

口
に

支
払

う
の

で
領

収
し

た
こ

と
に

な
り

ま
す

親
族

・
友

人
、

従
業

員
、

取
引

先
の

区
分

を
記

入

患
者

名
に

つ
い

て
は

、
来

院
者

全
員

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い

受
取

金
額

が
な

い
方

も
記

入
し

て
く
だ

さ
い

合
計

金
額

ゼ
ロ

の
場

合
の

理
由

（
未

収
・
公

費
負

担
等

）
等

を
記

入
し

て
く
だ

さ
い
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実
際
の
事
例

日
々
の
窓
口
収
入
の
帳
票

追
加
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平
成

年
月

日
（

）

【
レ

セ
コ

ン
】

円
…

Ａ

【
窓

口
日

計
表

の
合

計
】

円
…

B

【
レ

ジ
ス

タ
ー

の
合

計
】

万
円

札
円

千
円

札
円

千
円

札
円

千
円

札
円

円
玉

円

円
玉

円

円
玉

円

円
玉

円

円
玉

円

円
玉

円 円

▲
円 円

…
C

Ａ
 
と

 
Ｂ

と
 
C

 
と

の
金

額
は

一
致

し
て

い
ま

す
か

？
・

【
不

一
致

の
原

因
と

金
額

】

円 円 円
あ

る
べ

き
金

額
よ

り

円
多

　
・
　

少
現

金
過

不
足

の
合

計

確
認

者
②

確
認

者
①

原
　

　
　

　
　

因
金

　
　

額

つ
 
 
 
り

 
 
 
銭

 
 
 
金

 
 
 
額

本
 
 
 
日

 
 
 
入

 
 
 
金

 
 
 
額

は
い

い
い

え

一

合
計

十 五百

五
十

一

五
百

五 二一

窓窓
  
  
口口

  
  
現現

  
  
金金

  
  
受受

  
  
渡渡

  
  
表表

A
M

 
 
・
 
 
P
M

レ
セ

コ
ン

か
ら

出
し

た
日

報
の

領
収

金
額

窓
口

日
計

表
の

領
収

金
額

金
 
 
 
 
 
 
 
 
種

数
 
 
 
 
量

金
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
額
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追
加

－ 118－



平
成

　
●

●
　
年

　
　
７
月
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収
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保
険
証
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れ
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費
収
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品
販
売
等
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合
計
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日
の
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計
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Ａ
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の
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Ａ
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Ｆ
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＋
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2
,0
0
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＋
△

0

＋
△

0

＋
△

0

2
8
0

＋
△

2
8
0

-
3
0

＋
△

-
3
0

0
1
7
,2
5
0

3
,0
0
0

2
,0
0
0

0
0

0
2
2
,2
5
0

2
2
,2
5
0

1
4

日

0

1
5

月

2
5
0

1
2

金

0

1
3

土

2
,0
0
0

1
0

水

-
7
,0
0
0

1
1

木

0

8
月

0

9
火

1
0
,0
0
0

6
土

2
,0
0
0

7
日

0

4
木

1
5
,0
0
0

5
金

0

2
火

0

3
水

0

例

5
0
,4
0
0

1
月

0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窓窓

　
口口

　
月月

　
計計

　
表表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

売
　
　
　
上

現
金
過
不
足

日
付

曜
日

人
数

多
い

少
な
い

Ｅ
Ｆ

実
際

に
領

収
し
た
金

額

あ
る
べ

き
金

額
と

差
額

が
出

る
場

合

延
べ

人
数

保
険

が
使

え
な
い
診

療
診

断
書

、
予

防
接

種
な
ど

物
品

の
販

売
A
M
/
P
M
ご
と
の

合
計

金
額

上
段

A
M
、
下

段
P
M

銀
行

へ
入

金
す
る
金

額
窓

口
に
あ
る
お
金

と
一

致
す
る

①
1日

ご
と
の
窓

口
入

金
の

合
計

を
保

険
分

、
自

費
分

、
そ
の
他
に
わ

け
て
記

入
し
ま
す
。

②
実
際
の
窓

口
入

金
を
〈
合

計
〉
に
記

入
し
ま
す
。

③
上
記
①
と
②

の
差

額
を
〈
過

不
足

〉
に
記

入
し
ま
す
。

④
月
末
ま
で
記

入
し
た
ら
、
そ
れ

ぞ
れ

の
欄

の
縦

計
を

お
き
ま
す
。

【
注
意
点
】

＊
窓
口
入
金

分
は

毎
日

の
合

計
金

額
を
普

通
預

金
に
必

ず
入
金
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
普
通
預
金

に
入

金
す
る
際

に
は

、
日

ご
と
に
分

け
て
入

金
す
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
窓
口
入
金

分
か

ら
経

費
の

支
払

は
し
な
い
で
下

さ
い
。

日
々
の
細
か

な
経

費
に
つ
い
て
は

、
預

金
か

ら
小

口
現

金
と
し
て
引
き
出

し
た
お
金

か
ら
使

う
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
窓
口
日
計

表
に
は

、
当

日
の

未
入

金
分

は
記

入
し
な
い
で

下
さ
い
。
未

入
金

分
に
つ
い
て
は

、
実

際
に
入

金
さ
れ

た
日

に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

窓
口

月
計

表
の
記
入
に
つ
い
て
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毎月の売上についてファイル作成を指導する

☆毎日のセット

【○月1日】
③　窓口現金受渡表
②　レセコンから印刷した日報 ＰＭ
①　窓口日計表
③　窓口現金受渡表
②　レセコンから印刷した日報 ＡＭ

下から ①　窓口日計表

「毎月の売上ファイル」には、以下の書類を綴ってください。１ヶ月１冊です。

【月末最後にいれて頂く書類】

請求書コピー（保険請求以外）ex医師会・市町村
※労災・自賠責は別管理

総括表 社保
国保

診療行為別
窓口月計表

追加

－ 120－



追
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医療機関の税務・会計処理Ⅱ

講師：原 聡彦





●クリニックのDX化に伴う留意点

オンライン診療

クレジットカードと自動引き落としの会計処理

追加

ＤＸとは？
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診療所のDX化
【世の中の流れ】
① デジタル庁創設 ハンコをやめることが電子処方箋・電子紹介状を加速させる

②令和4年度の診療報酬改定は別名「デジタル化改定」
・デジタル化に参加したらプラス改定、参加しないとマイナス改定になる可能性が高い
・オンライン資格確認・オンライン診療・電子処方箋・電子紹介状を評価する

キャッシュレス決済 資格確認システム WEB問診 オンライン診療

58

電話・オンラインによる診療と調剤の流れ

－ 126－



59

オンライン診療 1年後は利用意向５０％超

60

オンライン診療のオペレーション

－ 127－
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61
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63

医療機関のキャッシュレス化

62
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医療機関向けキャッシュレスサービスの特徴

65

医療機関のキャッシュレス化

64

－ 130－



初期費用等

67

日医会員・非会員向けサービスメニュー

66
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クレジット決済と自動引き落としによる
会計処理の留意点

追加
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自動引き落としの例：日本システム収納株式会社（NSS)

■日本システム収納の口座振替システム
・請求書をそのまま振替し過不足なく集金可能である

・一括登録機能がある

・金融機関への預金口座振替依頼書の届出の無料代行もしている

【メリット】

・お取引様の通帳に記録が残る

・全国約1,200の金融機関を利用できる
・専用ソフトの導入は不要

・口座振替案内ハガキの作成・郵送も可能

・未収の一覧が出力できる

・集金の手間やお客様の振込手数料が減る

－ 134－



【
注
意
点
】

①
患
者
側
の
引
き
落
と
し
月
日
と
診
療
所
側
の
入
金
月
日
を
確
認
す
る
（
例

患
者
側

27
日
引
落
し

診
療
所
側

翌
月
３
日
入
金
）

②
患
者
側
の
当
月
分
の
引
き
落
と
し
は
何
月
分
の
請
求
な
の
か
（
例
：

5 月
27
日
引
落
分
は
4 月

分
の
訪
問
診
療
と
居
宅
療
養
管
理
指
導
料

）
③
決
算
期
末
は
上
記
②
の
請
求
サ
イ
ク
ル
分
を
未
収
計
上
す
る

④
振
替
不
能
者
の
把
握
を
行
っ
て
未
収
計
上
を
す
る
。

自
動
引
き
落
と
し
の
注
意
事
項
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N
SS

振
替
不
能
金
額

（
未
収
金
を
決
算
期
末
に
て
把
握
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
）
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項 目 項 目 の 内 容 チェック

仕入れ

備品、医療機器を、仕入れに計上していませんか。

値引き、返品した薬品を、仕入れから減額しましたか。

棚卸し

棚卸し表を作成、保存していますか。

●医薬品に変質・破損・期限切れ等がある場合は、評

価損として在庫から減額できるので、その旨を棚卸

し表に明記しておきましょう。

薬品会社へ預けている薬品の在庫の計上漏れ

未使用レントゲンフィルム、包帯等の診療材料の計上

漏れ。

棚卸実施日と年末までの間に仕入れた薬品の棚卸計上

漏れ。

評価額は、最終の納品書等で、最終の仕入れ単価で計

算しましたか。

●評価方法は届出のない場合は、｢最終仕入原価法｣で

す。

棚卸し金額に消費税をＯＮ(税込みに)して計上しまし

たか。

個人・医療法人に共通する売上原価のチェックポイント

項 目 項 目 の 内 容 チ ェ ッ
ク

保険窓口収入
自費窓口収入

窓口収入（保険・自費）の未収入金の計上漏れ

●未収入金リストを作成し、転居・貧困者等で徴収

不能の場合は｢貸倒損失｣に計上しましょう。

●入金管理（領収証・レジ伝票・預金の一致）をし

て計上漏れのないように注意しましょう。

入院患者の年末までの診療分
●カルテで確認し、未収計上しましょう。

労災保険収入
労災・公害医療の報酬の計上漏れ
（１２月分は未収入金に計上）

自由診療収入

診断書作成料収入の計上漏れ

●未収入金リストを作成しましょう。

人間ドック・健康診断料収入の計上漏れ

●入金管理をして計上漏れのないように注意しま

しょう

ピアス施術料収入の計上漏れ

自動車損害賠償責任保険料収入の計上漏れ

●未収入金リストを作成し、長期の未収は保険会社

に問い合せましょう。

雑収入

往診に係るお車代等の計上漏れ

リベート、患者からの謝礼の計上漏れ

病医院内の公衆電話・自動販売機等の収入漏れ

レントゲン廃液・容器・歯ブラシの販売収入の計上
漏れ。

個人・医療法人に共通する診療収入及び雑収入のチェックポイント
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売上原価の明細 事例 －担当者以外にチェック確認ができる仕組み－

－クライアントに即フィードバックできる仕組みをつくる－

売売上上原原価価のの明明細細（（法法人人用用））
内容 薬品仕入高 医療消耗品仕入 委託費 委託費

消費税 ○ ○ ○ ○ 合計

仕入先 ○○ ○○ ○○ ○○

3 2,174 285,054 14,353,500 84,343 14,725,071

4 46,936 261,033 14,248,815 76,307 14,633,091

5 22,377 265,457 14,511,105 64,300 14,863,239

6 7,050 236,250 14,532,050 79,851 14,855,201

7 12,800 274,201 14,582,085 84,779 14,953,865

8 32,097 266,550 14,787,360 75,338 15,161,345

9 19,356 270,185 14,754,143 87,043 15,130,727

10 20,502 266,571 14,592,690 74,207 14,953,970

11 85,245 260,641 14,830,070 64,281 15,240,237

12 2,940 283,741 14,903,070 71,070 15,260,821

1 47,390 293,075 14,962,815 60,511 15,363,791

2 20,973 255,061 15,157,590 67,131 15,500,755

決算

合計 319,840 3,217,819 176,215,293 889,161 180,642,113

期首棚卸高 75,943

期末棚卸高 89,859

当期売上原価 180,628,197

【　１　】 給与計算事務の流れ

【　２　】 帳簿の整理

【　３　】 社会保険の仕組み

【　４　】 社会保険の適用事業所

【　５　】 社会保険料の計算のしかた

【　６　】 労働保険の適用事業所

【　７　】 労働保険料の計算のしかた

【　８　】 源泉所得税について

【　９　】 非課税交通費

11 給給与与計計算算事事務務のの流流れれ

入入社社時時
↓↓ 別紙の入社時確認シートに沿って準備します

↓↓ タタイイムムカカーードドのの集集計計
※ 下記に詳細

↓↓
支支給給額額のの計計算算

↓↓
固定給　・　時給

↓↓ 手当て
交通費

↓↓
控控除除項項目目

↓↓ 社会保険料　（医師国保、健康保険、厚生年金）
労働保険料　（雇用保険）

↓↓ 源泉所得税
住民税（給与天引きの場合）

↓↓
資資金金のの準準備備

↓↓ 現金支給　・・・　預金から引き出し
振込支給　・・・　金融機関に合わせて、期日までに振込み

※ タイムカードの集計

診療時間前後の掃除や着替えの時間も、事業主の指揮命令であれば、労働時間に入れます

① 毎日の労働時間について

３０分以上１時間未満を１時間に切り上げる → ○ 認められます

３０分未満を切捨てる → × 認められません

② １ヶ月分を合計したときの1時間未満の端数

３０分未満は切捨て

３０分以上１時間未満の端数は切り上げて１時間とする

例） 150時間28分 → 150時間×時給
150時間43分 → 151時間×時給

控除合計の決定

人事情報の収集

賃金の締切日

勤怠情報の収集

固定的賃金の計算

差引支給額の決定

給与支給日

給与支払の準備

変動的賃金の計算

総支給額の決定

各控除項目の計算
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66 労労働働保保険険((労労災災保保険険、、雇雇用用保保険険))のの適適用用事事業業所所

次のいずれにも該当する者は被保険者となります
① 1週間の労働時間が２０時間以上
② 反復継続して就労する者

（１ヶ月以上継続して雇用が見込まれる者）
※ただし、採用時に65歳以上の方は対象外です

※原則として、事業主は被保険者になれません

77 労労働働保保険険料料のの計計算算ののししかかたた

① 労災保険

労災保険料は全額を事業主が負担するため、社員の給与から徴収することはありません。

② 雇用保険

雇用保険料＝毎月の給与の総額　×　雇用保険料率（被保険者負担分）
（交通費も含む）

50銭以下・・・切捨て 例）　 → 円
50銭超　・・・　切り上げ 例）　 → 円

※ 労働保険料は原則として１年に１回、まとめて労働基準監督署に納付します

雇用保険
雇用保険の

被保険者がいる場合

すべての労働者が強制的に被保険者になります

被保険者になる条件

労災保険
労働者を１人でも
雇っている場合

適用事業所になる条件

3,050.5
3,050.6

3,050
3,051

88 源源泉泉所所得得税税ににつついいてて

「その月の社会保険料等控除後の給与の金額（非課税交通費があれば、それも控除した後）」
と
「扶養親族等の数」
を源泉徴収税額表にあてはめて、源泉所得税を算出します。

甲欄　…　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書がある場合

乙欄　…　給与所得者の扶養控除等（異動）申告書がない場合

丙欄　…　日雇いの人や一時的に雇用するアルバイトなどに支払う場合

※ 扶養親族「等」の数は控除対象扶養親族だけでなく、寡婦（母子家庭など）や障害者でも１人と
カウントする場合がありますので、注意が必要です

※ 甲欄に該当する人
その事業所がその人にとって主たる事業所の場合、
扶養控除等（異動）申告書を書いてもらうことによって、甲欄の税額表を使えます
つまり、甲の人はその年の最初の給料をもらうまでに、
扶養控除等申告書を書かないといけません（年末調整をするしないは関係ありません）

※ 源泉所得税は翌月10日までに税務署に納付します
（特例の適用を受けている場合は、半年に１回。7月10日までと1月20日まで）

22 帳帳簿簿のの整整理理

社会保険事務所等で提示が求められることがありますので、保存しておきます。

33 社社会会保保険険のの仕仕組組みみ

社会保険には大きく分けて、社会保険と労働保険があります。

社
会
保
険
（
広
義
）

社会保険（狭義）

労働保険

自営業・フリーター

健康保険

介護保険

厚生年金保険

労災保険

雇用保険

国民健康保険(医師国保)

国民年金

法定３帳簿

出勤簿・タイムカード

労働者名簿

賃金台帳

44 社社会会保保険険((健健康康保保険険、、介介護護保保険険、、厚厚生生年年金金保保険険))のの適適用用事事業業所所

55 社社会会保保険険料料のの計計算算ののししかかたた

① 給与から徴収する社会保険料

健康保険や厚生年金の保険料は、一旦決定された標準報酬月額（等級）に基づいて、
原則として１年間は同じ保険料を徴収することになります。

1 資格取得時決定の場合
→社員が入社したときや、社会保険に加入したときに決めます

2 定時決定の場合
→毎年１回、４月・５月・６月の給与に基づいて決定します

3 随時改定の場合
　 →変動月から連続３ヶ月間の報酬の平均と、現在の標準報酬月額との差が

　 ２等級以上ある場合は、随時、標準報酬月額（等級）を変えます

いずれの場合も、年金事務所への届出が必要です。

② 賞与から徴収する保険料

標準報酬月額は使用せず、次の算式により保険料を算出します。

　 社会保険料　＝　賞与の額（千円未満切捨て）×　保険料率　※

　 ※保険料率は、年金事務所より掲示されている保険料率を使います。
　　保険料率の改正にご注意ください。

人数問わず
任意適用

強制適用

強制ｏｒ任意人数

人数問わず

常時　５人以上

常時　５人未満

法人

個人

業種

業種を問わず

法定16業種
（医療機関など）

法定16業種以外
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99 非非課課税税交交通通費費

給与のうち、下記に該当する非課税交通費には源泉所得税が課税されません。

① 電車やバスだけを利用して通勤している場合

この場合の非課税となる限度額は、通勤手当や通勤定期券などの金額のうち、
1か月当たり100,000円までの金額です。

② 自転車や自動車で通勤している人

片道の通勤距離に応じて、非課税となる1か月当たりの限度額は次のように定められています。

片片道道のの通通勤勤距距離離 11かか月月当当たたりりのの限限度度額額

2キロメートル未満 (全額課税)

 2キロメートル以上10キロメートル未満 4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満 7,100円

15キロメートル以上25キロメートル未満 12,900円

25キロメートル以上35キロメートル未満 18,700円

35キロメートル以上45キロメートル未満 24,400円

　45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円

　55キロメートル以上 31,600円

※1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、
超える部分の金額が給与として課税されます。

この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして
所得税の源泉徴収を行います。 

給料から差し引く源泉所得税の納付期限

（回答）

月末締め翌月払いのサイクルで給料を1月に支払った給料を「12月
分」というケースと「1月分」と呼ぶケースがありますが、何月分という
名称は関係なく、実際に支払った月の翌月10日が源泉所得税の納付
期限です【所基通３６－９（１）】。
源泉所得税は特に間違いが多いので注意して下さい。

（質問）

当院ではその月の勤務分の給与を翌月１０日に支給しています（末締
め翌月10日払い）。源泉所得税の納付は、給与の支払日基準or給与
月分基準どちらにした方が良いのでしょうか？

追加
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ダイレクト納付

追加

追加
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決算業務の流れ
決算時のチェックポイント

（チェックリスト）
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生
命

保
険

保
険

積
立

金
・
配

当
金

残
高

を
確
認

で
き
る
明
細

書
を
作

成
す
る
（損

金
と
資

産
計

上
）

保保
険険

料料
（（

６６
４４

１１
１１

））
Ｐ

記
号

内
容

長
期
平
準
定
期

長
期
平
準
定
期

所
得
保
障

長
期

平
準

定
期

が
ん

保
険

長
期

傷
害

保
険

取
引

先
○
○
生
命

○
○
生
命

○
○
生
命

○
○
生
命

○
○

生
命

○
○

生
命

3
1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
5
3
,
1
7
0

4
1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
5
3
,
1
7
0

5
1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
5
3
,
1
7
0

6
1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
5
3
,
1
7
0

7
1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
5
3
,
1
7
0

8
1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
5
3
,
1
7
0

9
1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
5
3
,
1
7
0

1
0

1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
7
7
,
7
4
0

1
1

1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
7
7
,
7
4
0

1
2

1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
7
7
,
7
4
0

1
1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
7
7
,
7
4
0

4
6
2
,
1
0
0

7
6
9
,
0
2
0

6
3
4
,
5
5
0

2
1
2
6
,
0
0
0

1
2
5
,
0
5
0

1
7
7
,
7
4
0

決
算

合
計

1
,
5
1
2
,
0
0
0

1
,
5
0
0
,
6
0
0

1
,
9
6
0
,
8
9
0

4
6
2
,
1
0
0

7
6
9
,
0
2
0

6
3
4
,
5
5
0

Ｐ
記

号

内
容

が
ん
保
険

診
療

所
火

災
保

険
個

人
情

報
漏

え
い

自
動
車
保
険

合
計

取
引

先
○

○
生

命
○
○
生
命

医
師
協
同

○
○
生
命

3
4
3
,
2
0
0

4
4
7
,
4
2
0

4
4
0
4
,
2
2
0

5
7
9
,
1
9
0

4
8
3
,
4
1
0

6
6
,
8
3
3
,
1
6
0

7
,
2
3
7
,
3
8
0

7
4
0
4
,
2
2
0

8
4
0
4
,
2
2
0

9
4
0
4
,
2
2
0

1
0

4
2
8
,
7
9
0

1
1

4
2
8
,
7
9
0

1
2

4
2
8
,
7
9
0

1
2
,
2
9
4
,
4
6
0

保保
険険

積積
立立

金金
（（

１１
２２

５５
３３

））
Ｐ

記
号

内
容

長
期

平
準

定
期

長
期

平
準

定
期

長
期

平
準

定
期

長
期

傷
害

保
険

合
計

取
引

先
○

○
生

命
○

○
生

命
○

○
生

命
○

○
生

命

前
残

12
,2

22
,0

00
18

,2
90

,4
95

3,
23

4,
70

0
5,

71
5,

54
0

39
,4

62
,7

35

3
12

6,
00

0
12

5,
05

1
25

1,
05

1

4
12

6,
00

0
12

5,
05

1
25

1,
05

1

5
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メメデディィカカルル・・ササーービビスス（（ＭＭＳＳ））法法人人ととはは

「「診診療療とと管管理理のの分分離離」」をを指指向向しし単単ななるる節節税税だだけけをを目目的的ととししたたももののでではは
ななくく、、節節税税をを手手段段ととししてて「「よよりりよよいい医医療療」」をを志志向向ししたた経経営営・・税税務務のの全全般般
ににわわたたるる改改善善策策をを実実現現すするるたためめのの法法人人（（株株式式会会社社・・有有限限会会社社・・合合同同
会会社社等等））でですす。。

医療の純粋性の確立
医療の継承性を確立
老後生活の安定性

ＭＭＳＳ法法人人のの目目的的 ＭＭＳＳ法法人人のの税税務務基基本本原原則則

①第三者主義の原則
②経済合理主義の原則
③物的証拠主義の原則

ＭＳ法人の設立がお手盛りで常識では考えられない行為
及び租税回避行為でない事を税務署に証明しなければならない

税税務務署署にに経経済済合合理理性性をを主主張張すするる

MS法人の監査時・決算時のポイント

項目 確認 問題点

MS法人と医療法人（個人診療所）の取引はMS法人の定款に掲載されていますか。

MS法人取引一覧表を作成して添付したか。

MS法人と医療法人（個人診療所）との債権（未収入金残高）と債務（未払金残高）は
合致しているか。

MS法人と医療法人（個人診療所）との取引の契約書を作成していますか。

印紙をはるべき契約書に印紙が貼られていますか。

役員報酬と専従者給与の両方を支給されていませんか。

＜リース取引＞

リース取引がある場合、リース物件の確認をされていますか。

リース料は適正か（取得価格　1.3倍以下）

再リース物件の買い取りを検討したか。

＜建物賃貸借契約＞

家賃は適正か。　※周辺相場と乖離していないか

メンテナンス費用など一貫性があるか

＜業務委託契約＞

派遣と請負の違いを理解してもらっているか。

業務委託を計算する際、請負業務の職員の人件費をもとに計算されているか。コンタ
クト販売員は除外されているか。

契約内容と整合性のあるMS法人・医療法人の組織図は整備されていますか。
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Ⅱ 開業医の心を掴む経営相談の切り口とは？
MS法法人人のの活活用用のの選選択択肢肢とと事事例例

• クリニックの受付窓口業務
• 窓口等の経理事務業務
• クリニック内の清掃業務及び施設管理業務
• クリニックの人事管理業務 など

• 医療機器や車、パソコンをリースすることができます。

• 啓蒙グッズの販売
• 患者様に対するセミナー企画運営
• 広報コンサルティング
• 広報、分院開設コンサルティング

• 個人の不動産、有価証券等を法人へ売却して法人にて運用。
（法人にて運用した損失は損金扱いとなる）

• 少人数私募債（個人の資金をＭＳ法人へ回し法人から利息を
受け取る）。

・
・・診療所の不動産を所有して医療法人へ賃貸する
・・社宅・研究所等を所有して先生と医療法人へ賃貸する

• ﾏﾝｼｮﾝ等不動産を購入して第３者へ賃貸事業を始める。
• サービス付高齢者賃貸住宅事業

事例

MS法人

①業務請負契約により収入を得る

③啓蒙グッズ販売・セミナー企画など
④訪問介護事業などの介護事業
⑤経営コンサルティング業務

①診療所建物を賃貸
②社宅・研究所（研修所）を賃貸

クリニッククリニック
関関連連業業務務

不動産賃貸不動産賃貸
管管理理業業務務

②リース契約締結により収入を得る

③アパート・マンション経営

財財産産運運用用業業務務

①個人資産の運用

②少人数私募債の発行
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メディカル・サービス法人の定款
（目 的）

第２条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

１．医療用の器械・器具の販売及び賃貸

２．医療設備の維持・保守・改造・修理の請負及び管理

３．診療報酬請求事務並びに病医院経理事務の受託及び代行

４．病医院の福利厚生活動の企画

５．病医院に対する経営指導

６．病医院の宣伝広告及び求人広告に関する業務の代行

７．病医院の防災及び警備業務、一般用及び産業用廃棄物処理の受託

８．有価証券の投資及び運用

９．不動産の売買・賃貸・管理・保有並びに運用

１０．駐車場の管理及び自動車の保守業務の受託

１１．自動車リース業

１２．リネンサプライ業務

１３．各種講演会の企画及び開催

１４．前各号に付帯関連する一切の業務

リリ  ーー  スス  料料  計計  算算

契約期間 自 平成13年7月1日

至 平成17年6月30日

物件 デジタル超音波診断装置

借主 医療法人社団  〇〇医院

貸主 株式会社ABC

年利  ％ リース期間  （月数）

取得価格 4 6,975,000

金利 3.5% 48 488,250

租税公課 1.7% 237,150

保険料 0.2% 55,800

利益 5.0% 697,500

合    計 8,453,700

176,100

消 費 税 8,805

リース料月額 184,905

リリーースス物物件件目目録録

品名 数量 単価 リース料

デジタル超音波診断装置 1 6,975,000 176,100

カーディウォーク SM-60 2 700,000 17,600

スパイロシフト SP-310 1 175,000 4,400

計 7,850,000 198,100
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リリ
  ーー

  スス
  契契

  約約
  書書

（
禁

止
行

為
）

第
７

条
 　

 甲
は

事
前

に
乙

の
書

面
に

よ
る

承
諾

な
く
し

て
、

次
の

行
為

を
し

て
は

  
  

  
  

  
（
１

）
物

件
に

装
置

、
部

品
、

付
属

品
を

付
着

す
る

こ
と

。

借
主

医
療

法
人

社
団

  
〇

〇
医

院
  

  
  

  
  

（
２

）
物

件
に

付
着

し
た

部
品

、
付

属
品

を
取

り
は

ず
す

こ
と

。

理
  

事
  

長
〇

〇
　

▲
×

  
  

  
  

  
（
３

）
物

件
の

賃
借

権
の

譲
渡

、
又

は
転

貸
す

る
こ

と
。

〇
〇

市
〇

〇
町

1
2
3

（
以

下
甲

と
い

う
）

（
契

約
終

了
時

の
措

置
）

貸
主

株
式

会
社

A
B

C
第

８
条

  
  

１
）
リ

ー
ス

期
間

の
満

了
、

そ
の

他
の

事
由

に
よ

り
契

約
が

終
了

し
た

代
表

取
締

役
〇

〇
　

×
×

  
  

  
  

  
  

  
  

物
件

を
乙

に
送

付
し

て
返

還
す

る
。

〇
〇

市
〇

〇
町

1
2
3

  
  

  
  

  
  

 ２
）
物

件
の

返
還

が
遅

れ
た

場
合

に
は

、
甲

は
物

件
返

還
完

了
ま

で

（
以

下
乙

と
い

う
）

  
  

  
  

  
  

  
  

た
リ

ー
ス

料
相

当
額

を
乙

に
支

払
う

と
同

時
に

、
こ

の
契

約
に

定

  
  

  
  

  
  

  
  

務
 を

履
行

す
る

。

  
  

  
  

  
は

、
以

下
の

通
り

リ
ー

ス
契

約
を

締
結

す
る

こ
と

と
す

る
。

（
契

約
の

解
除

）

（
リ

ー
ス

物
件

）
第

９
条

　
　

甲
が

下
記

各
号

の
一

つ
に

で
も

該
当

し
た

場
合

は
、

乙
は

こ
の

契
約

第
１

条
　

　
乙

は
甲

に
下

記
の

物
件

を
賃

貸
（
以

下
リ

ー
ス

と
い

う
）
し

、
甲

は
こ

れ
を

借
受

け
る

。
  

  
  

  
  

き
る

。

リ
ー

ス
物

件
後

記
、

再
リ

ー
ス

物
件

目
録

に
記

載
  

  
  

  
  

（
１

）
仮

差
押

、
差

押
も

し
く
は

競
売

の
申

請
又

は
破

産
、

和
議

開
始

、

  
  

  
  

  
  

  
  

会
社

更
生

手
続

開
始

の
申

立
が

あ
っ

た
と

き
、

又
は

清
算

に
入

（
リ

ー
ス

期
間

）
  

  
  

  
  

（
２

）
租

税
公

課
を

滞
納

し
て

督
促

を
受

け
た

と
き

、
又

は
保

全
差

押
を

第
２

条
　

　
リ

ー
ス

期
間

は
、

甲
が

物
件

の
検

収
（
機

械
等

の
性

能
検

査
）
を

終
了

し
た

日
よ

り
起

算
し

、
下

記
  

  
  

  
  

（
３

）
支

払
を

停
止

し
た

と
き

。

  
  

  
  

  
の

通
り

と
す

る
。

  
  

  
  

  
（
４

）
手

形
交

換
所

の
取

引
停

止
処

分
を

受
け

た
と

き
。

リ
ー

ス
期

間
自

平
成

1
3
年

7
月

1
日

  
  

  
  

  
（
５

）
こ

の
契

約
に

違
反

し
た

と
き

。

至
平

成
1
7
年

6
月

3
0
日

  
  

  
  

  
（
６

）
甲

の
営

業
が

引
続

き
不

振
で

あ
り

、
又

は
甲

の
営

業
継

続
が

困

  
  

  
  

  
  

  
  

と
き

。

（
リ

ー
ス

料
）

第
３

条
  

  
リ

ー
ス

料
は

、
月

額
1
9
8
,1

0
0

円
、

消
費

税
9
,9

0
5

円
、

  
  

上
記

の
通

り
契

約
し

た
の

で
本

書
面

二
通

を
作

成
し

、
甲

乙
各

一
通

を
保

有

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
合

計
2
0
8
,0

0
5

円
也

と
す

る
。

  
  

  
  

  
  

 支
払

方
法

は
、

原
則

と
し

て
毎

月
末

日
迄

に
、

支
払

う
も

の
と

す
る

。

（
物

件
の

送
付

引
渡

）
借

主
（
甲

）
住

 所
〇

〇
市

〇
〇

町
1
2
3

第
４

条
　

　
乙

は
物

件
を

、
平

成
1
3
年

7
月

1
日

に
送

付
、

引
渡

す
も

の
と

す
る

。

名
 称

医
療

法
人

社
団

  
〇

〇
医

院

（
物

件
の

瑕
疵

の
責

任
）

理
  

事
  

長
〇

〇
　

▲
×

第
５

条
　

　
売

主
（
メ

ー
カ

ー
）
か

ら
物

件
の

引
渡

が
遅

延
し

た
と

き
、

又
は

物
件

に
瑕

疵
が

あ
っ

た
と

き
で

も
、

  
  

  
  

  
乙

は
そ

の
責

任
を

負
わ

な
い

。

貸
主

（
乙

）
住

 所
〇

〇
市

〇
〇

町
1
2
3

（
物

件
の

保
管

・
維

持
・
修

理
の

責
任

）

第
６

条
 　

 乙
は

物
件

の
保

管
、

維
持

、
修

理
の

責
任

を
負

う
も

の
と

し
、

そ
の

為
の

部
品

の
取

替
、

物
件

の
名

 称
株

式
会

社
A
B

C

  
  

  
  

  
補

修
、

損
傷

の
修

理
、

定
期

、
そ

の
他

一
切

の
維

持
、

修
理

を
行

い
、

そ
の

費
用

を
負

担
す

る
。

代
表

取
締

役
〇

〇
　

×
×
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業
務

請
負

計
算

書

会
 社

 名
（
医

）
〇

〇
会

　
〇

〇
ク

リ
ニ

ッ
ク

*
受

 託
 先

（
株

）
〇

〇
メ

デ
ィ

カ
ル

・
サ

ー
ビ

ス
*

受
託

期
間

2
0
１

5
年

3
月

～
2
0
1
6
年

2
月

*
 

 
 

 
 

計
算

単
位

1
2

ヶ
月

*
＊ ＊

３３
、、

６６
、、

１１
２２

ヶヶ
月月

のの
みみ

対対
応応

労
務

対
価

割
合

1
/
5

 
*

１１
年年

間間
のの

デデ
ーー

タタ
をを

入入
力力

すす
るる

とと
、、

人
数

6
 

*
最最

終終
33
、、

66
、、

11
22
ヶヶ

月月
がが

計計
算算

単単
位位

とと
なな

りり
まま

すす

*
*

*
*

*
*

*
*

*
年

月
報

酬
・
給

与
法

定
福

利
通

勤
手

当
役

員
報

酬
役

員
法

・
通

コ
ン

販
売

員
コ

ン
法

・
通

人
数

平
成

1
5
年

4
月

3
,2

9
6
,5

0
0

2
6
4
,4

6
0

4
4
,1

4
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

平
成

1
5
年

5
月

3
,2

8
5
,0

0
0

2
6
4
,4

2
1

4
4
,1

4
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

平
成

1
5
年

6
月

3
,3

0
7
,5

0
0

2
6
4
,4

2
1

4
4
,1

4
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

平
成

1
5
年

7
月

3
,2

9
8
,5

0
0

2
6
4
,4

6
0

5
1
,7

0
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

平
成

1
5
年

8
月

3
,2

8
0
,0

0
0

2
6
4
,4

2
1

5
1
,7

0
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

平
成

1
5
年

9
月

3
,2

9
2
,0

0
0

2
6
4
,4

6
0

5
1
,7

0
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

平
成

1
5
年

1
0
月

3
,2

8
2
,5

0
0

2
6
4
,7

9
1

5
1
,7

0
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

平
成

1
5
年

1
1
月

3
,3

1
7
,0

0
0

2
6
5
,0

3
3

5
1
,7

0
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

平
成

1
5
年

1
2
月

3
,3

0
3
,0

0
0

2
6
4
,9

3
7

5
1
,7

0
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

平
成

1
6
年

1
月

3
,3

5
0
,0

0
0

2
6
4
,8

8
8

5
1
,7

0
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

平
成

1
6
年

2
月

3
,3

3
9
,0

0
0

2
6
4
,8

8
8

5
1
,7

0
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

平
成

1
6
年

3
月

3
,3

4
9
,5

0
0

2
6
4
,8

8
8

5
1
,7

0
0

2
,1

5
0
,0

0
0

0
0

0
6

合
計

3
9
,7

0
0
,5

0
0

3
,1

7
6
,0

6
8

5
9
7
,7

2
0

2
5
,8

0
0
,0

0
0

0
0

0
7
2

賞
与

1
6
年

6
月

1
,0

0
0
,0

0
0

1
2
,2

0
6

0
0

3
賞

与
1
5
年

 1
2
月

1
,0

2
0
,0

0
0

1
3
,2

5
7

0
0

3
合

計
2
,0

2
0
,0

0
0

2
5
,4

6
3

 
 

0
0

１
．

算
定

報
・
給

平
均

値
1
,5

8
8
,3

7
5

給
与

+
役

員
報

酬
(労

務
対

価
)の

平
均

値
労

働
分

配
率

2
.0

*
 

切
捨

て
(千

円
)

3
,1

7
6
,0

0
0

た
だ

し
、

コ
ン

タ
ク

ト
販

売
員

分
は

除
く

×
１

２
カ

月
3
8
,1

1
2
,0

0
0

A

２
．

比
較

比
較

金
額

2
4
,8

7
9
,7

5
1

給
与

＋
賞

与
+
役

員
報

酬
(労

務
対

価
)＋

法
定

福
利

費
+
通

勤
手

当
×

１
．

６
倍

3
9
,8

0
7
,6

0
2

B
 

 
倍

率
1
.5

3
判

定
O

K
 

た
だ

し
、

コ
ン

タ
ク

ト
販

売
員

分
は

除
く

３
．

決
定

A
<
=
B

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い

税
抜

金
額

3
,1

7
6
,0

0
0

消
費

税
(５

％
)

1
5
8
,8

0
0

月
額

3
,3

3
4
,8

0
0

年
額

4
0
,0

1
7
,6

0
0

半
年

分
2
0
,0

0
8
,8

0
0

注 注
    

１１
のの

倍倍
率率

はは
、、

２２
のの

11
．．

６６
倍倍

以以
下下

とと
なな

っっ
てて

もも
余余

りり
変変

更更
しし

なな
いい

方方
がが

良良
いい

。。

  

業
務

仕
様

書
 

     
業

務
請

負
契

約
書

第
二

条
の

事
務

、
清

掃
に

関
す

る
業

務
は

、
下

記
の

通
り

と
す

る
。

 

  

記
 

    
  

業
 務

 時
 間

  
  

原
則

と
し

て
毎

日
午

前
８

時
３

０
分

よ
り

午
後

１
２

時
３

０
分

ま
で

と
午

後
５

時
０

０
分

よ
り

午
後

７
時

３
０

で
の

間
に

行
う

。
 

    
  

業
 務

 内
 容

 
１

．
医

院
の

受
付

業
務

 
１

．
医

院
内

の
連

絡
事

務
 

１
．

医
院

の
経

理
事

務
（

窓
口

）
 

１
．

医
院

の
保

険
請

求
事

務
 

１
．

上
記

の
事

務
業

務
に

付
帯

す
る

一
切

の
業

務
 

１
．

医
院

内
の

清
掃

 
１

．
医

院
の

敷
地

、
建

物
に

関
す

る
清

掃
 

 
以

  
上
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決
算

監
査

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（消

費
税

・簡
易

）

企
業

・個
人

名

担
当

者

同
時

提
出

１
．

決
算

監
査

報
告

書
２

．
申

告
書

３
．

付
表

４
．

計
算

根
拠

資
料

注
)該

当
ﾅ

ｼ
の

場
合

は
‘－

‘ﾏ
ｰ

ｸ
を

記
入

は い
い い え

       

添 付
書 類

 
付

表
５

　
「控

除
対

象
仕

入
税

額
の

計
算

表
」を

添
付

し
た

か
。

問
題

点

基
準

期
間

の
課

税
売

上
高

が
5千

万
円

超
で

な
い

か
確

認
し

た
か

2種
類

以
上

の
事

業
を

営
む

場
合

で
1種

類
の

売
上

が
、

ま
た

3種
類

以
上

の
事

業
を

営
む

場
合

で
特

定
の

2事
業

の
売

上
が

全
体

の
75

％
以

上
を

占
め

る
場

合
、

有
利

な
み

な
し

仕
入

率
を

適
用

し
て

い
る

か
。

仕 入 の 区 分 ・ 税 額 控 除

売
上

返
品

等
が

あ
っ

た
場

合
の

消
費

税
額

が
控

除
さ

れ
て

い
る

か
。

貸
倒

が
生

じ
た

場
合

の
消

費
税

額
が

控
除

さ
れ

て
い

る
か

。

事
業

区
分

は
適

正
に

な
さ

れ
て

い
る

か

基
準

期
間

の
課

税
売

上
高

が
5千

万
円

以
下

の
事

業
者

は
、

原
則

・
簡

易
い

ず
れ

か
有

利
な

方
を

選
択

し
て

い
る

か
。

項
目

チ
ェ

ッ
ク

内
容

確
認

翌 期 以 降

決
算

監
査

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（

消
費

税
・

原
則

）

企
業
・
個
人
名

担
当
者

同
時
提
出

１
．
決
算
監
査
報
告
書

２
．
申
告
書

３
．
付
表

４
．
計
算
根
拠
資
料

注
)
該
当
ﾅ
ｼ
の
場
合
は
‘
－
‘
ﾏ
ｰ
ｸ
を
記
入

は い
い い え

 
 
売
上

の
 
区
分

添 付
書 類

決
算

監
査

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（

消
費

税
・

原
則

）
 
 
別

紙
２

は い
い い え

付
表
２
 
課
税
売
上
割
合
・
控
除
対
象
仕
入
税
額
等
の
計
算
表
を

添
付
し
た
か
。

翌 期 以 降

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
5
千
万
円
超
の
事
業
者
は
、
原
則
課

税
方
式
で
消
費
税
を
計
算
し
て
い
る
か

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
が
5
千
万
円
以
下
の
事
業
者
は
、
原

則
・
簡
易
い
ず
れ
か
有
利
な
方
を
選
択
し
て
い
る
か
。

す
べ
て
の
取
引
を
課
税
・
非
課
税
・
不
課
税
・
免
税
に
区
分
し
て

い
る
か
。

問
題

点
項

目
チ

ェ
ッ

ク
内

容

確
認

海 外 取 引
※
「
有
」
と
答
え
た
人
は
別
紙
２
を
添
付
す
る
こ
と
。

輸
出
・
輸
入
取
引
が
あ
る
か
。

税 額 控 除

控
除
対
象
仕
入
税
額
は
正
し
く
把
握
さ
れ
て
い
る
か
。

売
上
返
品
等
が
あ
っ
た
場
合
の
消
費
税
額
が
控
除
さ
れ
て
い
る

か
。

貸
倒
が
生
じ
た
場
合
の
消
費
税
額
が
控
除
さ
れ
て
い
る
か
。

課
税
売
上
割
合
の
算
出
に
あ
た
り
、
免
税
売
上
を
分
子
、
分
母
に

含
め
た
か
。

課
税
売
上
割
合
の
検
討
は
さ
れ
て
い
る
か
。

区
分
で
き
る
場
合
個
別
対
応
方
式
、
一
括
比
例
配
分
方
式
(
 
2
年

間
継
続
適
用
）
 
ど
ち
ら
か
有
利
な
方
を
選
択
し
て
い
る
か
。

課 税 売 上 割 合

項
目

チ
ェ

ッ
ク

内
容

課
税
売
上
割
合
が
９
５
％
以
上
の
場
合
、
課
税
仕
入
等
の
消
費
税

額
を
全
額
控
除
し
て
い
る
か
。

課
税
売
上
割
合
が
９
５
％
未
満
の
場
合
、
課
税
仕
入
等
を
課
税
・

非
課
税
等
に
明
確
に
区
分
で
き
る
か
。

問
題

点

有
無

確
認

商
社
等
を
通
じ
た
間
接
輸
出
を
免
税
売
上
と
し
て
い
な
い
か
。

輸 出 売 上
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医療法人とは
～医療法人を活用してクライアントを増やす～

講師：鈴木 竹仁





1.医療法⼈とは
昭和60年12月の医療法改正により、

１人の医師のみで診療所経営を法人形態で

行うことが可能になりました。診療所の経営

収支と医師個人の家計とを明確に分離することで、

診療所の設備等の充実を図るとともに、

経営基盤の近代化と合理化を計ることを

目的とし、設立されたものです。

2

医療法

• 第第三三十十九九条条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務
する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする
社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人と
することができる。

• 《改正》平９法124
• ２２ 前項の規定による法人は、医療法人と称する。

3
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5

（１）医療法⼈の基礎知識

4
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税理⼠事務所・公認会計⼠事務所
• 約 27,000軒

税理⼠・公認会計⼠ 登録者数

• 登録者数 約11万⼈

7

（2）医療に強い会計事務所という評判

• 公益社団法⼈ ⽇本医業経営コンサルタント協会
• TKC（TKC全国会 医業・会計システム研究所）
• MMPG（メディカル マネジメント プランニング グループ）
• その他

6
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個⼈・法⼈の割合
（開設者別にみた施設数）

平平成成28年年 平平成成29年年 平平成成30年年 令令和和元元年年 令令和和2年年
病院 個人 240 2.8％ 210 2.5% 187 2.2% 174 2.1% 156 1.9%

法人等 8,202 97.2％ 8,202 97.5% 8,185 97.8% 8,126 97.9% 8,082 98.1%
計 8,442 100% 8,412 100% 8,372 100% 8,300 100% 8,238 100%

一般診療所 個人 42,770 42.1% 41,892 41.3% 41,444 40.6% 41,073 40.0% 40,310 39.3%
法人等 58,759 57.9% 59,579 58.7% 60,661 59.4% 61,543 60.0% 62,302 60.7%
計 101,529 100% 101,471 100% 102,105 100% 102,616 100% 102,612 100%

歯科診療所 個人 54,930 79.7% 54,133 78.9% 53,682 78.2% 53,133 77.6% 52,103 76.8%
法人等 14,010 20.3% 14,476 21.1% 14,931 21.8% 15,367 22.4% 15,771 23.2%
計 68,940 100% 68,609 100% 68,613 100% 68,500 100% 67,874 100%

＊法人等には公的医療機関などを含みます 厚生労働省「医療機関調査」より

9

年間の医療法⼈設⽴件数・前年⽐増減数
平平成成28年年 平平成成29年年 平平成成30年年 令令和和元元年年 令令和和2年年

（病院）

一般診療所 1088 820 1082 882 759

歯科診療所 517 466 455 436 404

合合計計 1605 1286 1537 1318 1163

＊法人等には公的医療機関などを含みます 厚生労働省「医療機関調査」より

8
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医療法⼈に強い
会計事務所・税理⼠事務所は
1％以下かもしれません

医療クライアントを増やすビッグチャンス

11

医療に強い公認会計⼠・税理⼠は1％︖

1400軒
11万⼈

（1事務所が年に5〜10軒法⼈設⽴）

10
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＊法人の目的は老後の安心

＊納税から年金・退職金へ

13

2.医療法⼈成りの誤解
メリットとデメリット

12
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①利益が出ていない︕への反論
＊勤務医の平均年収、1,200万円～1,500万円
開業医の平均年収は、2,500万円との報道

＊医療法人は利益3000万円以上必要
2700万円以上、1700万円以上必要などの意見

＊ご近所にある法人組織の商店や工場は、

医院より利益が多いでしょうか？

＊一般業種では法人化するのに、

医院は何故しないのでしょうか？

15

＊法人にするほど利益が出ていない

＊後継者がいない（子供がまだ小さい）

＊厚生年金の負担が大きい

＊法人にすると手取りが減る

＊あまり長く診療は続けない

＊今の利益水準を維持できるか不安

＊借入金が多いと法人にできない

＊国に財産が没収されてしまう

（1）医療法⼈にしない理由

14
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*具体的なシミュレーションをしましょう

給与等の収入金額
（給与所得の源泉徴収票の支払金額）

給与所得の金額

550,000円 0

551,000円超 1,800,000円以下 収入金額－550,000円

1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×70％－80,000円

3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×80％－440,000円

6,600,000円超 8,500,000円以下 収入金額×90％－1,100,000円

8,500,000円超 収入金額－1,950,000円

参考：国税庁 給与所得控除 令和2年～

利益が出ていない︕への反論

17

＊一人医師医療法人スタート時の誤解

＊利益率の高い診療科より法人化スタート

＊保険収入5,000万円超の歯科から法人化

利益が出ていない︕への反論

16
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19

利利益益がが出出てていいなないい？？

【【事事業業所所得得】】 600万円

所得税 711,100円

住民税 568,500円

手取り 4,720,400円

【給与】 600万円

所得税 355,800円

住民税 394,500円

手取り 5,249,700円

生活できる水準であれば法人に！

差額 約５３万円

18
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＊一般業種では、後継者の有無に

かかわらず法人化にするのに医院では

何故しないのでしょうか？

＊法人は国に財産が没収されてしまうので

適正な運営と設備投資を計画的に

行いましょう。

＊法人にすることで廃業ではなく、第三者承継の

選択肢が増えます。

②後継者がいない・・・への反論

21

20
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＊常勤、パート合わせてスタッフ５名以上は

個人医院でも社会保険の加入が必要です

＊診療報酬請求のコンプライアンス・労働法の

コンプライアンス

＊頑張るスタッフの確保に大切な厚生年金の存在

＊院長先生ご夫婦で厚生年金加入

＝老後の安心

③厚⽣年⾦の負担が⼤きいへの反論

23

22

後継者がいない・・・への反論
＊退職金の有効活用をしましょう

参考：国税庁タックスアンサー

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
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＊産休手当・傷病手当

＊休職中の負担免除

＊扶養家族が増えても同じ保険料

＊扶養のあるスタッフだけ健保では他のスタッフが不満

＊自家診療が出来る

25

＊給与情報が国税から社会保険事務所へ

＊医師国保、歯科医師国保と厚生年金の加入

＊適用除外申請で国保を継続

＊健保加入が有利な場合も増えてきています

＊スタッフのために健保加入

続く

厚⽣年⾦の負担が⼤きいへの反論

24
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スタッフ4⼈分の厚⽣年⾦ 医院の負担増
給給与与 厚厚生生年年金金医医院院負負担担分分

スタッフ4人 30万円 27,450円
25万円 23,790円
25万円 23,790円
20万円 18,300円

合合計計 100万万円円 93,330円円

27

合計93,300円×15.5ヶ月分＝約145万円
（賞与を入れて）

厚生年金保険料額の一例

月給 厚生年金 折半額

200,000 36,600 18,300
250,000 47,580 23,790
300,000 54,900 27,450
650,000 118,950 59,475

出典：全国健康保険協会 愛知県 令和4年3月分からの保険料額表

26
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5年間の厚⽣年⾦加⼊

ご夫婦で 286万円×5年＝1430万円の年⾦資⾦

国⺠年⾦40年 15,000円×40年×2⼈＝1440万円

29

理事⻑ご夫婦2⼈分の厚⽣年⾦ 医院の負担⾦額
給給与与 厚厚生生年年金金医医院院負負担担分分

100万円 59,475円
80万円 59,475円

合合計計 180万万円円 118,950円円

28

合計118,950円×12ヶ月＝約143万円
スタッフの厚生年金増加と理事長ご夫婦の

厚生年金分はほぼ同額
個人負担分は税額控除
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⑤今の利益⽔準を維持できるか不安
への反論

＊法人の倒産、個人の破産との比較

＊法人組織により設備投資がしやすくなります

＊節税分を将来投資に

31

④あまり⻑く診療は続けないへの反論

＊60代のDr.あと3年でリタイア予定

＊ 3年間の節税額と比較

30
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⑦国に財産が没収されてしまうへの反論
＊医院の5000万円の利益に対して1000万円の

役員報酬では没収のリスクが高まります。

＊適正な理事長報酬に設定すれば没収は

ありません。

＊ 5000万円の利益→5000万円の給与

33

⑥借⼊⾦が多くて法⼈は無理への反論
＊医院としてのキャッシュフローを把握

（借入元金返済はフリーキャッシュフローから）

＊実は、支払利息が経費になるかどうかが問題

＊個人と法人のキャッシュフローを比較して

みましょう

32
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医療法⼈のデメリット２
＊設立や以降に費用や手間が掛る

＊交際費の限度あり

＊配当禁止、残余財産への注意が必要

＊税務調査対応

＊決算書の公開

＊法人としての費用増加

＊監事の責任

＊乗っ取りの危険

続く

35

（22）医療法⼈のデメリット１
【TKCメディカルプラクティスニュースより】

＊交際費の限度有り

＊小規模企業共済の脱退

＊赤字でも最低7.1万円の均等割納付

＊法人の行う業務に制限あり

＊剰余金の配当が禁止されている

＊社会保険の加入が義務となる

34
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37

（3）医療法⼈の真の⽬的
＊努力が給与という数字になって表れる

＊福利厚生の充実で優秀なスタッフ確保

＊継続的な設備投資で安定した経営

＊将来への安心

＊医院承継の選択肢が増える

＊可処分所得の減少

＊資金融通が困難

＊手続きが煩雑

＊毎期決算終了後に事業報告が必要

＊都道府県による指導が強化される

＊安易に解散できない 重要！

メリットだけでは無く、

デメリットも頭に入れて

おきましょう。

36
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39

福利厚⽣の充実で優秀なスタッフ確保

努⼒が給与という数字になって表れる

38
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事例︓愛知県○○市

•病院 3軒

•診療所 50軒

•歯科 43軒

41

看護師と⻭科衛⽣⼠の⽼後

シングルマザー

看護師 ⇒ 老後厚生年金で生活

歯科衛生士 ⇒ 老後国民年金で生活

40
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継続的な設備投資で安定した経営

43

病病院院・・介介護護施施設設 診診療療所所

看護師 400人 100人

歯科衛生士 5人 40人

看護師厚生年金 400人 50人

歯科衛生士厚生年金 5人 13人

42

看護師は90％が厚生年金加入
歯科衛生士は36％が厚生年金加入
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厚厚生生年年金金

生生命命保保険険

退退職職金金

個人では加入できなかった厚生年金に加入できます。
生命保険については、個人では最高12万円が所得控除になるだけ
ですが、法人では経費として損金算入が可能。

個人では認められない退職金も、法人では全額経費として損金算入。

国民年金（基礎年金）

国民年金基金

個人貯蓄

国民年金（基礎年金）

厚生年金

退職金 ※

個人貯蓄

確定分

個人 法人

※退職金は退職所得控除後の50％が分離課税です。 45

将来への安⼼

44
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愛知県の個⼈医院

⻭科医院 3,687軒×75％＝約2700軒
医院 4,689軒×60％＝約2800軒

• 新規開業は⼗数軒
• 法⼈成りは5600軒のチャンス

47

個⼈・法⼈の割合
（開設者別にみた施設数）

平平成成28年年 平平成成29年年 平平成成30年年 令令和和元元年年 令令和和2年年
病院 個人 240 2.8％ 210 2.5% 187 2.2% 174 2.1% 156 1.9%

法人等 8,202 97.2％ 8,202 97.5% 8,185 97.8% 8,126 97.9% 8,082 98.1%
計 8,442 100% 8,412 100% 8,372 100% 8,300 100% 8,238 100%

一般診療所 個人 42,770 42.1% 41,892 41.3% 41,444 40.6% 41,073 40.0% 40,310 39.3%
法人等 58,759 57.9% 59,579 58.7% 60,661 59.4% 61,543 60.0% 62,302 60.7%
計 101,529 100% 101,471 100% 102,105 100% 102,616 100% 102,612 100%

歯科診療所 個人 54,930 79.7% 54,133 78.9% 53,682 78.2% 53,133 77.6% 52,103 76.8%
法人等 14,010 20.3% 14,476 21.1% 14,931 21.8% 15,367 22.4% 15,771 23.2%
計 68,940 100% 68,609 100% 68,613 100% 68,500 100% 67,874 100%

＊法人等には公的医療機関などを含みます 厚生労働省「医療機関調査」より

46
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（4）医療法⼈運営の注意点
• 乗っ取り防止

１人１票を忘れない（理事・社員の人選）

• 理事会・社員総会の適正な運営

開催通知

議事録・承認

• 役員報酬改定で議事録作成

• 押印廃止の対応
48
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パターン分類

個人医院

親子

第三者

医療法人

親子

第三者

3.医療法⼈を活⽤して事業承継

• 個⼈医院は承継ではない廃⽌と
新規開設ですべての開業⼿続きをやり直し
• 法⼈医院は理事⻑交代で終了

49
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受け渡す側のメリット
患者さんに⼤きな迷惑をかけることなく引退ができる
スタッフを解雇するリスクを減らすことができる
医院の財産が現⾦化され、創業者利益を得ることができる
開業したい医師に機会を与えることができる

引き継ぐ側のメリット

「⼈」 ・・・患者さんの引継ぎ
「物」 ・・・施設や医療機器の引継ぎ
「⾦」 ・・・少ない資⾦で開業できる
「時間」・・・準備時間が省略できる

－ 184－



受け渡す側の留意点
引き継ぐ側の実⼒不⾜（経験、技術）
引き継ぐ側の資⾦⼒不⾜（⽀払⽅法）
スタッフ引継ぎの可否（処遇）
売却にかかる税⾦
個⼈情報の取り扱い
家主の了解（テナントの場合）

引き継ぐ側の留意点
スタッフの反発と患者離れ
診療スタイルの違い
リスクの把握（トラブル、クレーマー・・・）
コスト（のれん代等）の検討
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業績が右肩下がりの医院ケース
⽴地条件が変化したケース
⼦供の考えが安易なケース
親⼦間の⼤喧嘩のケース
診療科の異なるケース

失敗事例

親⼦で話し合う
経営内容・財務状況を知らせる
承継スケジュールをつくる
診療⽅針を話し合う
設備投資計画と資⾦計画を⽴てる

親⼦承継

－ 186－



個⼈医院承継の⼿続き（旧院⻑）

•診療所廃止届・・・廃止後１０日以内
•診療用エックス線装置廃止届・・・１０日以内保健所へ

•保険医療機関廃止届厚生局へ

•個人事業の開廃業等届出書・・・廃止後１ヵ月以内
•事業廃止届出書
•給与支払事務所等の廃止届出書・・・廃止後１ヵ月以内

税務署へ

個⼈医院の場合

廃業 ⇒ 開業

医療法⼈の場合

理事⻑交代のみ︕

個⼈と法⼈ 「承継」の違い

－ 187－
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経営の承継は理事⻑交代だけ
新規開設の⼿続きなし
事業⽤資産の移転や⼿続きがない
スタッフの退職・再雇⽤の必要がない
取引先との再契約の必要がない
カルテは法⼈所有
厚⽣局の新規指導がない

承継には医療法⼈化が有効

個⼈医院承継の⼿続き（新院⻑）

•診療所開設届・・・開設後１０日以内
•診療用エックス線装置備付届・・・１０日以内
•麻薬施用者免許申請保健所へ

•保険医療機関指定申請書・・・毎月１回、書類審査有り
審査受付締切注意

•保険医療機関遡及願
厚生局へ

•個人事業の開廃業等届出書・・・開業後１ヵ月以内
•青色申告承認申請書・・・原則3/15まで
•青色申告専従者給与に関する届出書・・・原則3/15まで
•給与支払事務所等の開設届出書・・・開設後１ヵ月以内
•源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

税務署へ

－ 188－



医療法⼈にプールされる利益には相続税がかからない

相続財産のコントロールができる

退職⾦の準備と⽀払いができる

相続税軽減

患者さんの引き継ぎがスムース
⽗親が理事⻑として残る
スタッフの安⼼
相続対策になった

医療法⼈を設⽴して承継

－ 189－
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•新規開業コンサルの
15001500倍の営業効率

医療法⼈の活⽤は

64

まとめ
医療法⼈の活⽤と
クライアント拡⼤

－ 190－



• ２．新規開業フォローの工数
1ヶ月に2度Ｄｒと打ち合わせ（その準備）

1年間で24回

15軒×24回＝360日

（ベテラン担当者1.5人～2人専従）

66

新規開業の営業

• １．軒数
愛知県の1年間

医科歯科の開業軒数、承継軒数150軒

10パーセントのシェアで15軒

（10パーセントのシェアは

かなり困難かつコストもかかる）

（１）新規開業の営業

65
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• ４．収入
月額報酬3万円×20ヶ月分（決算報酬含む）＝60万円

60万円×15軒＝900万円

開業コンサル報酬はいただかないことも多い

開業後の月額報酬も軌道に乗るまでやや安目

（スタート時、月額3万円前後）

68

新規開業の営業

• ３．内容
診療圏・資金計画・事業計画

建築に関するもの・ＨＰに関するもの

スタッフ採用・マーケティング・広告戦略

財務・事務・記帳指導・スタッフ教育

などなど

（すべての相談に対応）
67

新規開業の営業
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• ６．まとめ
15軒の開業拡大は、

ベテランスタッフ1人専従プラスアルファーサポート

収入は初年度ほぼ無し

2年目から60万円×15軒＝900万円

相談内容はありとあらゆるジャンルに渡る

承継では競合も多い

70

新規開業の営業

• ５．競合
親子承継の場合、

税理士事務所も承継されるため

新規開業がメインターゲット

（県内10パーセントのシェアは高いハードル）

69

新規開業の営業
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n病院 令和2年医療施設調査・病院報告の概況

72

• １．軒数
愛知県の個人診療所は5,500軒

0.3パーセントのシェアで15軒

（２）医療法⼈の営業

71
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n ⻭科診療所

74

n ⼀般診療所

73
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• ３．内容
モデル定款、モデル議事録、予算書の作成

など

特に専門性の必要はない

パート社員の0.5人分

76

医療法⼈の営業

• ２．法人設立の工数
必要書類の依頼 （クライアント）説明2日

認可後の手続き

設立申請書類の作成、提出

1件につき書類作成1日、提出等で延べ2日

15軒あっても提出はまとめて持っていく

15軒×5日＝75日

5軒まとめて提出で約50日
75

医療法⼈の営業
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• ５．競合

周囲は、医療法人設立に

反対する税理士さんが多く、

ほぼ競合はない。

78

医療法⼈の営業

• ４．収入
設立コンサル 80万円×15軒＝1,200万円

新規拡大 5万円×20ヶ月×80％×15軒＝1,200万円

退職金の生命保険契約 2億円×15軒×シェア80％＝24億円

手数料 50万円×24件＝1,200万円（契約時）＋1,200万円（契約後）

合計 44,80000万万円円

77

医療法⼈の営業
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収⼊約5倍×スタッフ10倍×シェア30倍
＝1,500倍

実際はこれ以上です。

1500倍の効率

80

• ６．まとめ
15軒の法人設立は、パートスタッフ0.5人分

収入は

1,200万円＋1,200万円×2,400万円

＝4,800万円 プラスアルファ

相談内容はパターン化でき、競合もない
79

医療法⼈の営業
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Dr. からよくあるご質問
～開業の悩みは人の悩み～

講師：鈴木 竹仁





（1）募集⽅法について

• チラシで興味を引きホームページをチェック
• ホームページで楽しい職場をアピール

◎笑顔の写真 △建物の外観のみ
ハローワークのネット登録で検索順位↑

（求職者の安⼼感）
3

1.スタッフの採⽤・教育

• 感染症の広がる中スタッフの退職が増え
求⼈募集が厳しくなっている。
どのように良い⼈材を確保したら良いでしょうか︖

2
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良い掲載例

5

良いチラシ
GOOD

何のチラシかすぐ分かる

写真・イラストが多い

タイトルのジャンプ率が大きい
（見出しと本文のフォントの違い）

連絡先・担当者が明記

大切キーワード
・未経験者でも大歓迎
・お母さんの働きやすい職場

金額が明快

スタッフの笑顔の写真（似顔絵）

「お金」だけでなく「心」も 4

－ 202－



悪い掲載例

7

悪いチラシ
BAD

求人？イベント？
何のチラシか分かりにくい

文字が多い（文字ばかり）

タイトルのジャンプ率が小さい
（本文の文字も小さく読めない）

連絡先が見にくい、担当者無し

キーワードなし

金額の掲載なし

人物の画像はなし（モノばかり）

「お金」だけ、「モノ」だけ

毎週連続して出す
6
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新しいマーケティングプロセス
スマホが当たり前、簡単にインターネットへ接続できるようになったことで、
消費者⾏動が次のように変化

• 注意を引き （attention)
• 興味を持ち (interest)
• 検索して (search)
• 記憶して (memory)
• 知り合いへ共有する (share)

「AISAS」という⾏動モデルへと変化
9

古いマーケティングプロセス
（インターネット社会以前）

• 注意を引き （attention)
• 興味を持ち (interest)
• 欲求をかき⽴て (desire)
• 記憶して (memory)
• 購買への⾏動を起こす (action)

マーケティングで⾔われることの多い「AIDMA」の法則

8
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⾯接の流れ
1.待合室などから⾯接する部屋へお呼びする

• お化粧や髪型、服装は医療機関のスタッフとして
ふさわしいかどうか⾝だしなみチェック

• ドアの開閉や座り⽅など丁寧な動作かどうかチェック

11

（2）より良い⼈材を採⽤するために
⾯接の準備

• 「応募してくださる⽅は患者さんの代表である」という意識

• ⾯接の申し込みや問い合わせ電話にもていねいに対応
できるように、院内でしっかり募集情報の共有

10
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⾯接の流れ

13

3.応募者の⾃⼰紹介と応募動機を尋ねる
• ホームページなど事前に予習をしているかどうか
• 院⻑の話を把握したうえでの会話内容になっているかどうか
• 表現⼒と理解⼒のチェック

⾯接の流れ
2.院⻑先⽣の⾃⼰紹介と医院の紹介

• ⾃院の理念や診療⽅針、スタッフに求められる
ことをお話しする。
• 話を聞く態度や表情（⾃然な笑顔）アイコンタクトに
好感をもてるかどうか、笑顔・理解度のチェック。

12
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⾯接の流れ

15

5.質問
応募者の⽅に質問をしていただきます。
質問内容が休⽇や給与、待遇⾯なのか、
お仕事の内容についてなのか、判断材料が出てきます。

⾯接の流れ

14

4.質疑応答
• 前職の退職理由など質問を⽤意
笑顔・表現⼒・理解⼒のチェック

• こちら側からの質問に対して正しく答えられるか
理解⼒をチェック

• ⾃分のことを話すときに謙譲語を、⽬上の⼈につい
敬語をきちんと話せるか⾔葉遣いをチェック

• 予定する通勤⽅法を説明してもらい表現⼒をチェック

－ 207－
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⾯接チェックリスト
氏氏名名：：

項目 細目 評価（点）

身だしなみ お化粧・髪型
服装
立ち居振舞い

5・4・3・2・1

笑顔 自然に笑顔が出るか
アイコンタクト

5・4・3・2・1

表現力 敬語・謙譲語
言葉遣い
声の大きさ・わかりやすさ

5・4・3・2・1

理解力 質問に対する答え
話しを聞く態度
当院のHPをチェックしているか

5・4・3・2・1

履歴書 ていねいな文字
きちんとした写真
応募動機

5・4・3・2・1

合合計計ポポイインントト

17

⾯接の流れ

16

6.まとめ
⾯接に来て下さったことに感謝し、図書カードなどを
お渡しして、⾯接結果についていつまでにご連絡するか
お伝えして、⾯接を終了。
医院の出⼊り⼝までお⾒送り。
(不採⽤でも好印象にする）
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5つのチェックポイント
①紹介していただくときに「お願いします」
②パンフレットなどを差し上げたときに「ありがとうございます」
③案内終了後に「ありがとうございました」
（①〜③の場⾯で基本的な挨拶ができるかどうか）
④案内している間に⾃分から積極的に質問をするかどうか
⑤案内を担当したスタッフが受けた印象はどうか

19

応募者の本質を知る⾯接のひと⼯夫

⾯接の途中で院⻑に⽤事とメモの差し⼊れ
スタッフが院⻑の代わりに院内のご案内をする

18
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スタッフの定着率アップのために
定着率の分析
• スタッフの定着率をみるには、平均勤続年数では
なく、勤続年数の分布を分析。
• 在籍者プラス最近（3年前後）の退職者の勤
続年数をカウント。

21

（3）スタッフの定着率アップのために

ステップ1 職場環境を整える
↓

ステップ2 スタッフのスキルアップ
↓

ステップ3 チームワークを⼤切にする組織作り

20
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（4）採⽤後はじめてのミーティング
加賀屋さん研修

加賀屋さんのHPより
• ⼊社したきっかけ
• 仕事に対するモットー
• 仕事を通じて⼀番嬉しかったこと
• 仲間がいて良かったと思う瞬間
p先輩から新⼈さんへ
p院⻑先⽣からスタッフへ

画像：
https://www.kagaya.co.jp/company/recruit/

23

スタッフの定着率アップのために

• 退職の予兆を分析
1年に2回程度の個別⾯談を実⾏
⼈間関係の不満などをヒアリング

22
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＜事例1＞

• 朝の掃除
トイレは受付スタッフ。
看護師さんは簡単なモップがけ（待合室のみ）で不公平。
→看護師さんは、患者さんと接触するため
清潔を保つ必要があり、
あとの⼿洗いなどが⼤変になるから。
⇒納得

（5）採⽤後１ヶ⽉⽬
しきたりミーティング

進め⽅

• スタッフの皆さんに何でも良いので
⾃院の「しきたり」だと思うことを発表してもらう。
そして何故その「しきたり」が⽣まれたか、も考えてもらう。

－ 212－



＜事例3＞

• 院⻑から指⽰を受けた時に「はい」の返事ではなく

「かしこまりました」と⾔うのが少々恥ずかしい。

→名前を呼ばれた返事の「はい」と

指⽰を理解した「かしこまりました」の使い分け、

アンド、患者さんからも好印象のため。

⇒納得

＜事例2＞
• 帰りが遅くなるので掃除機は朝かけたいのに
院⻑からは
「帰りに掃除機をかけて」と⾔われやや不満。
→ノロウイルスなどの床のウイルスが
掃除機で空気中に吹き出されると
床に落ちるまで数⼗分かかる。
院内感染防⽌のため帰りに掃除機を使う。
（夜の間にウイルスが下に落ちる）
⇒納得
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院内研修テーマとスケジュール例
4月 接遇基本研修

5月 医療安全・院内感染防止研修

6月 クレームについて

7月 ユニバーサルサービス研修

8月 医事・看護スキルアップ研修

9月 防災訓練

10月 医療安全・院内感染防止研修

11月 院内改善アイデア大会

12月 火災・避難訓練

…

29

＜しきたりを話し合う効果＞

• ⾃院で⾏われている様々な⼿順（しきたり）には
それが発⽣した理由があることに気付く。

• 新⼈さんには理由を知ってもらう。

• 先輩には当たり前のことでも、説明する⼤切さに気付く。
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クリニックに合った⼈事評価
シンプルな評価が⼤切

• ⼤項⽬を5〜6に絞り込む
• チェック内容は1項⽬につき2〜3にまとめる
• 本⼈評価と上司評価

31

（6）クリニックに合った⼈事評価

30

－ 215－
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形でわかるタイプ

評価表をベースに個人面談
33

⾃⼰評価と上司評価

32

上司評価
本人評価

－ 216－



• 医院全体の平均ポイントを出し
平均点を超えたポイントをボーナス加算
• 上司評価との差を⾯接で話し合い

34
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(1)スタッフ定例ミーティング
毎⽉1回は定例ミーティングを実施
おすすめはランチミーティング
（スタッフの当番制で希望メニューをお取り寄せ）

36

2.医院のチーム⼒向上

－ 218－



必要な院内研修を動画でクリア
感染防止/年2回

37

2023年6月26日現在

2023年6月26日現在

必要な院内研修を動画でクリア
接遇

38

2023年6月26日現在

2023年6月26日現在
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（2）ユーチューバーデビュー
劇団○○クリニック

• 必要な研修をスタッフ出演のドラマ化

41

必要な院内研修を動画でクリア
防災

39

2023年6月26日現在2023年6月26日現在
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第⼀話 ⾝体拘束ゼロへの道

42

監督：A（ ）

主演男優：B（車イスの利用者さん/ ）

主演女優：C（介護スタッフ/ ）

ナレーション：D（ ）

（ナレーションは新人担当）

（BBささんん））

車車イイススかからら立立ちち上上ががりり、、転転びびそそううににななるる。。

（（ＣＣささんん））

「「危危なないいでですすかからら座座っってていいててくくだだささいい・・・・・・」」

とと止止めめるる。。

車車イイススにに座座っってていいたただだいいてて食食堂堂へへ移移動動。。

43

＊シーン1（廊下）
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＊シーン3（食堂テーブル横）

（（BBささんん））

無無理理ややりり立立ちち上上ががろろううととししてて

車車イイススごごとと転転倒倒

45

（BBささんん））

車車イイススがが止止ままるるとと、、

ままたた立立ちち上上ががろろううととしし転転びびそそううににななるる。。

（（ＣＣささんん））

「「だだかからら言言っったたじじゃゃなないいでですすかか！！」」

ととベベルルトトをを締締めめるる。。

・・・・・・おお互互いい悪悪口口のの言言いい合合いい。。
44

＊シーン2（食堂テーブル横）
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【⾝体的弊害】

46

⾝体拘束がもたらす多くの弊害

身体拘束ゼロへの手引き 2001.03より引用

身体拘束は、

まず次のような身体的弊害をもたらす。

＊ナレーション（Dさん）
「「ななぜぜ身身体体拘拘束束ををししててははいいけけなないいののかか」」

47

（（11））本本人人のの関関節節のの拘拘縮縮、、筋筋力力のの低低下下とといいっったた

身身体体機機能能のの低低下下やや圧圧迫迫部部位位のの

じじょょくく創創のの発発生生ななどどのの外外的的弊弊害害ををももたたららすす。。

（（22））食食欲欲のの低低下下、、心心肺肺機機能能やや感感染染症症へへのの

抵抵抗抗力力のの低低下下ななどどのの内内的的弊弊害害ををももたたららすす。。

身体拘束ゼロへの手引き 2001.03より引用
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49

ままたた身身体体拘拘束束にによよるる

高高齢齢者者のの心心身身機機能能のの低低下下はは、、

そそのの人人ののQQOOLLをを低低下下ささせせるるだだけけででななくく、、

ささららななるる医医療療的的処処置置をを生生じじささせせ、、

経経済済的的ににもも少少ななかかららぬぬ影影響響ををももたたららすす。。

身体拘束ゼロへの手引き 2001.03より引用

【社会的弊害】

48身体拘束ゼロへの手引き 2001.03より引用

こうした身体拘束の弊害は、

社会的にも大きな問題を含んでいる。

身身体体拘拘束束はは、、看看護護・・介介護護ススタタッッフフ自自身身のの

士士気気のの低低下下をを招招くくばばかかりりかか、、

介介護護保保険険施施設設等等にに対対すするる社社会会的的なな不不信信、、

偏偏見見をを引引きき起起ここすすおおそそれれががああるる。。
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第⼆話 個⼈情報保護の⼤切さ

50

監督：A（ ）

主演女優：B（介護スタッフ/ ）

助演女優：C（介護スタッフ/ ）

助演女優：D（ご家族/ ）

ナレーション：E（ ）

51

（（BBささんん））

「「○○○○ささんんののおおううちち兄兄弟弟のの仲仲がが悪悪くくっってて

遺遺言言状状のの作作成成ででトトララブブっっててるるららししいいよよ」」

（（BBささんん））

「「○○○○銀銀行行のの預預金金がが11億億円円以以上上ああっってて

東東京京ののおお兄兄ささんんとと地地元元のの妹妹ささんんがが

おお互互いいにに全全部部ももららううっってて言言いい争争っっててるる

みみたたいいだだよよ」」

＊シーン1（仕事の後の飲み屋さん）
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53

（（DDささんん））

「「ああんんたたたたちち○○○○〇〇のの人人ででししょょ！！

ななんんででううちちのの悪悪口口をを

ここんんななおお店店のの中中でで言言いいふふららししててるるのの！！

いいいい加加減減ににししななささいいよよ！！」」

（（BB・・CCささんん））

「「すす、、すすみみまませせんん。。申申しし訳訳あありりまませせんん。。」」

52

（（CCささんん））

「「すすごごいいねね。。そそんんななおお金金ががああるるののにに、、

ううちちのの利利用用料料いいつつもも高高いいっってて

文文句句言言っってて支支払払ううのの遅遅いいもものの」」

（（BBささんん））

「「そそううななのの。。

着着ててるる服服見見ててももそそんんななおお金金持持っっててるる

みみたたいいにに見見ええなないいよよねね」」

（（BB・・CCささんん））

「「そそううそそうう」」

－ 226－



＊ナレーション（Eさん）

54

個人情報はとても大切なものです。

外部で利用者さんのお話や

事業所内部の話題について話していると、

いつ、どこで、誰が聞いているかわかりません。

また、SNSなどで写真をアップしてしまうと

その写真に写った他の方の個人情報が

洩れてしまうこともありますので気を付けましょう。

第三話 ＳＮＳアップ編

55

監督：A（ ）

主演女優：B（ご家族/ ）

助演女優：C（責任者/ ）

助演女優：D（スタッフ/ ）

ナレーション：E（ ）

－ 227－
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57

（（CCささんん））

「「申申しし訳訳ごござざいいまませせんん。。

ででもも同同意意書書のの中中ににホホーームムペペーージジへへのの

写写真真のの掲掲載載ににつついいてて記記載載ががあありり

同同意意ををいいたただだいいてていいるるとと思思ううののでですすがが」」

（（BBささんん））

「「ここれれ、、おおたたくくののホホーームムペペーージジななのの？？

ススタタッッフフのの鈴鈴木木よよしし子子ささんんののフフェェイイススブブッックク

じじゃゃなないい。。個個人人的的ななSSNNSSにに写写真真をを流流ししてて

良良いいななんんてて同同意意ししたた覚覚ええははなないいわわよよ。。

鈴鈴木木ささんんをを呼呼びびななささいい」」

56

（（BBささんん））

ススママホホをを見見ななががらら

（怒って）

「「デデイイののレレククリリエエーーシショョンンがが何何かか知知ららなないいけけどど、、

何何ででううちちののおお義義父父ささんんののここんんななみみっっととももなないい

写写真真ををネネッットトでで流流すすのの？？」」

＊シーン1

（面談時スマートフォンを見ているご家族）B
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58

（（DDささんん））

「「大大変変申申しし訳訳ごござざいいまませせんん。。

ででももおお父父ささんんががととててもも楽楽ししそそううにに

ししてていいららししたたののででつついいつついいSSNNSSにに

載載せせててししままししままししたた。。」」

59

（（BBささんん））

「「ここのの事事務務所所はは利利用用者者個個人人ののププラライイババシシーー

ののこことと何何とともも思思っってていいなないいののねね。。

友友人人かかららおお宅宅ののおお義義父父ささんんががSSNNSSにに

出出ててるるよよっってて言言わわれれててびびっっくくりりししたたけけどど、、

ままっったたくく職職員員教教育育ももででききてていいなないいととこころろねね。。

ここれれじじゃゃ、、食食事事やや入入浴浴介介助助のの教教育育もも

ささぞぞかかししででききててなないいののででししょょううねね！！！！」」

（（CC・・DDささんん））

「「申申しし訳訳ごござざいいまませせんん。。」」

－ 229－

D
r.

か
ら
よ
く
あ
る
ご
質
問



SNSで注意すべき5カ条
＊社会的に批判される書き込みをしない

＊業務上の秘密を漏らさない

＊個人的な投稿は会社名に注意

＊画像から秘密情報が推定されないか注意

＊ SNSに関わる社内規則を確認

61日本経済新聞 2020.4.6より引用

炎上・漏洩は会社に損害を与え

損害賠償のリスクも高まります。

＊ナレーション（Eさん）

60

個人情報はとても大切なものです。

外部で利用者さんのお話や

事業所内部の話題について話していると、

いつ、どこで、誰が聞いているかわかりません。

また、SNSなどで写真をアップしてしまうと

その写真に写った他の方の個人情報が

洩れてしまうこともありますので気を付けましょう。

－ 230－



62

近頃では、

自撮りした写真の瞳（ひとみ）に写った画像で、

周囲がわかってしまう事件が発生しています。

個人情報の漏洩で事業所が倒産してしまう

こともありますので、本当に気を付けましょう。

63

（3）ミキサー⾷研修
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①空腹時にスタート

• 午前の診療後やお昼休み前の、最も空腹な時間帯が効果的

• 上寿司、特上寿司など ミキサーにかけるのは勿体ない
と思える食べ物がポイント

• 新鮮な上寿司を用意
ネタはマグロ・トロ・カニ・いくら・ウニ・ほたて など
（お寿司１人前９貫 1800円）

64

ミキサー食研修

【【目目的的】】

• ミキサー食研修で歯の健康や口腔機能の大切さに気付く

• スタッフに「予防」の大切さを実感してもらう

64
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研修前

• 「「すすごごくく美美味味ししそそううななおお寿寿司司」」
• 「「早早くく食食べべたたいい」」
• 「「おお腹腹空空いいたた」」
• 「「ミミキキササーーににかかけけるるののはは勿勿体体なないい」」

というスタッフからの言葉が出れば、まず成功です。

66

②ミキサーにかける
• 水に溶かしたとろみ剤をミキサーでドロドロになるまで5分くらい混ぜる
（お寿司1人前に対して、水200cc+市販のとろみ剤5～10ｇ）

• お茶にもとろみ剤を入れてよく混ぜる

67
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③実食
• とろみ剤の分量を少なめ、多めとそれぞれ作り
患者さんの症状に合うとろみ具合でそれぞれ試食する

69

ミキサー中

• 「「気気持持ちち悪悪いい」」
• 「「食食欲欲減減退退」」
• 「「おお寿寿司司だだととわわかかららなないい」」
• 「「見見たた目目はは悪悪いいけけどど、、香香りりはは酢酢飯飯」」

ここでしっかりと攪拌させて、スタッフの気持ちを確認します。

68
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④感想

実食後の感想

• 「歯がなくても飲み込めるが、不味い」

• 「お茶は飲み物ではなく、ゼリー状。飲んでも口の中がさっぱりしない」

• 「お寿司2巻分でも気持ちは満腹」

• 「罰ゲーム感覚」

• 「離乳食と思い込んでみたが、とろみ剤で食感が変わってダメだった」

70

⑤気持ちの変化を患者さんへ
• 「食べ物は味も大事だが、見た目や食感もかなり重要だとわかった」
• 「自分だけではなく、家族の健康についても考えた」
• 「3ヶ月毎の歯科検診を怠らないようにしたい」
• 「自分の歯で食事ができる喜びを知ることができた」
• 「親に嚥下機能について“よく話すことが予防になる”とすぐに話した」

ミミキキササーー食食をを体体験験すするるここととでで

予予防防やや口口腔腔機機能能のの大大切切ささをを、、患患者者ささんんへへおお伝伝ええすするるここととががででききまますす

71

－ 235－

D
r.

か
ら
よ
く
あ
る
ご
質
問



（4）ファン患者さんを増やすために
スタッフのチーム⼒アップ

＜問題1＞

□（四角）に2本（2画）をつけ足して

できる漢字を考えましょう。

例） □ ⇒田

73

ミキサー食を
患者さんへアピール

72
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1.まずは1人で考えましょう

74

2.チームで考えてみましょう

75
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2.チームで考えてみましょう

77

<問題2＞コップ研修

1.〇〇の使い方を考えてみましょう（1人で）

76
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チーム⼒アップの研修

• １⼈で10の回答（平均5つ）
• ２⼈で考えると10以上の回答
• 医院全体では20以上の回答
• 新⼈さんは1つしか思いつかないが他に同じ答え無し
• チームで話し合う⼤切さに気付く

78

いも虫研修
【目的】

79

いも虫の絵を描くというシンプルな内容で、

同じ言葉でも一人一人の経験や知識で、

感じ方が異なることに気付く。

簡単なことでも言葉だけで伝えることの

難しさに気付く。
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【まとめ】

81

ひとりひとりイメージが違うことを知る

（個性の違い）

言葉でイメージを伝えることの難しさを知る

絵を見せればすぐに理解できることを知る

１.いも虫の絵を書く

２.自分の描いたいも虫を隣の人に絵を見せずに

言葉で説明し、描いてもらう。

80
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ピグマリオンミーティング
〜Z世代を育てる〜

n 「ピグマリオン」 とは

ギリシャ神話の登場人物

n 「ピグマリオン効果」 とは

他人から期待されることによって

学習・作業などの成果が上がる現象

“褒褒めめてて育育ててるる”という言葉に似ている

82

ピグマリオンターゲット

83

さん
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ありがとう⽐率

n 患者さん満足度アップのための工夫

n 月１回は第一土曜日、第一月曜日などの忙しい日に設定。

（レセプトで忙しく、患者さんの人数も多くてスタッフの対応も厳しい日にする）

n 「ありがとう」もしくは「楽になりました」などの言葉を

治療直後と会計時の２回数える。（この２回の差にも注意）

n グラフ化

ありがとう比率をグラフ化（見える化)

85

ＣＳ向上
↓

ありがとう
↓

ＥＳ向上
↓

スタッフ定着・スキルアップ
84

3.ＣＳ向上とＥＳ向上
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86 86

• ⽬標のありがとう⽐率を設定
• 達成したらボーナス評価
• 患者さんとのコミュニケーション

中学⽣男⼦に「ありがとう」と⾔ってもらう
待ち時間の不満を「ありがとう」に変化

87
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ＣＳ向上
↓

ありがとう
↓

ＥＳ向上
↓

スタッフ定着・スキルアップ
89

ＣＳ向上とＥＳ向上

ほめる × 感謝

フファァイイブブベベルルカカーードド
MMMMPPはは「「言言わわななくくててもも伝伝わわるるよよねね？？」」ををややめめままししたた。。

88
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医療担当として入社。2006年、株式会社ＭＭＰへ組織変更。医療現場のあらゆる問題に対応し、
中部地方において病院から老人・介護施設、社会福祉法人、障害者自立支援事業、医科・歯科医
院などのコンサルティングを、現場第一主義で幅広く手掛ける。

合同会社MAS パートナーズ 代表・医業経営コンサルタント　原 聡彦
医療機関に特化した経営相談、コーチング、コンサルティングを行う合同会社 MAS パートナーズ
代表。公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会認定コンサルタント。これまでクリニックの開
業コンサルティング 150件以上、病院及びクリニックの経営サポート（医療法人設立・事業展開・運営・
承継のサポートなど）300件以上の案件に携わる。現在は従業員 3名の歯科医院から従業員 1,000
名以上の総合病院まで約 40件のクライアントをサポートするかたわら、コンサルティングの現場で
経験した教訓を医業経営雑誌「日経ヘルスケア」などへ寄稿している。医師協同組合などの講演
活動も展開中。




